
第三章 儒学的政治思想の展開

中巌は 日本大慧派の派祖 、また五 山文学の先駆者 として活躍 しただけではなく、儒学思

想 を開陳 し、しかもそれを実際の政治に生かそ うともしていた。不立文字をスローガンと

し、「三乗十二分教、皆是拭不浄紙」(一 切 の経典 ・教学はみな厨 の紙 である)248と まで徹

底 した行 を重視する禅宗において、外学である儒学は、本来排除 されて当然のものであっ

た。 しか し、実際には宋代以降、士大夫の参禅 を得て発展 した禅宗の問では、儒仏一致思

想が見 られ るよ うにな り249、儒学教典 の研鐙や習得 が禅林の風潮 となっていた。 よって、

日本 に伝 え られた禅宗は最初か ら儒学(し かも、古注のかわ りに当時中国で流行 している

宋学)に 対す る関心を持っていた。た とえば、聖一派派祖東福寺開山で、最 も早い時期 に

禅宗 を 日本 に持 ち帰った一人である円爾の蔵書 目録であるかの有名 な 「普門院蔵書 目録」

に、『晦庵 大学』・『晦庵 中庸或問』・『論語精義』・『孟子精義』な ど朱子の述作 の多い こと

はよく知 られている250。また、中巌の学問上の師の一人であるとされる虎 関師錬 も宋学に

造詣が深 かったとされている251。しか し、初期の禅僧たちには、儒学に対す る知識 はあっ

たが、学問的関心によるものか、あるいは禅 を批判する宋学 を論破す るためのものであ り、

それ を政治思想 として実際の政治に役立てよ うとい う考 えはなかった。それ に対 して、中

巌の儒学観は虎関師錬 などと比べ、はるかに寛容 だっただけでなく252、儒学 を禅学 と同様

に、彼の思想の重要な一部分 としてお り、とくに政治権力などと関わるときには、時には

禅学よ りも儒学の思想 を政治思想 として前面に出す ことも少な くなかった。儒学 を単なる

学問 としてではな く、それ を実際の政治活動 ・社会生活 において指針 として用い ることこ

そ、中国における儒学の重要な特徴 の一つであった。また、日本中世社会で儒学(と くに

宋学)が 新 たに脚光を浴び、重視 され る理 由の一つ もそこにあった。後醍醐天皇が玄慧よ

り宋学を学び、それを 自らの政治思想の一部 とした ことや、義堂が義満 に 『中庸』の学習

を薦 めたことはよく知 られている。中巌は、後醍醐天皇 とも義堂 ともかかわ りがあ り、ま

た年齢的にも二人の問に位置する人物である。彼が どの ように儒学 を理解 し、またそれを

実際に政治 にどのよ うな形 で反映 させ よ うとしたのかを明 らかにすることは、彼 自身の思

想の解明だけではなく、中世 にお ける儒学の受容の過程 を理解す る上で も有益であろ う。
一方

、禅僧 、特に臨済宗の禅僧 と政治権力 との関係 についてみ ると、臨済宗が 日本 に伝

えられた当初から密接 な関係 にあった。これは、禅僧側 としては新 しく伝 えられた宗派 と

して政治権力のバ ックアップを必要 としている と同時に253、権力側 も禅宗を保護 し、また

それ を統制する必要性 があったか らである254。むろん、個々の禅僧によって権力 との関わ

り方 、政治参与への姿勢には違いがある。中巌 の活躍 していた鎌倉末から南北朝時代まで

の時期についてみれば、政治権力 と密接な関係 を持 ち、 自派 の発展 を築いただけでなく、

中央政権 の禅宗政策にも大きな影響を与えた人物は夢窓 とその派下の人たちである。夢窓

は隠遁指向の強い前半生 を送 っていたが、しかし、一旦出世を決めたあ と、鎌倉幕府、後

醍醐政権、足利幕府(北 朝朝廷)に ともども帰依 を受け、没後の追贈 を含む と、夢窓 自身

は七朝の国師 と言われるまでになった。彼が主導 して進めた天龍寺造営 と五 山昇格、安 国

寺利生塔 の建立な どによって、夢窓派はゆるぎない中世禅林 の主流派 となった。また、足

利幕府 もそれによって禅宗統制(五 山制度)を 一層整 えたのである255。政治権力 と関わる

中で、直義 と尊氏が反 目した際、調停役を務めた ことがその象徴的ケースであるよ うに、

夢窓は時には宗教者 としての立場 を超 え(あ るいは両方から帰依 を受けてい るその立場を

生か して)、 政治 に参与する場合 もあったが、その政治思想の特徴はやは り仏教的な活動

によって、政治権力の政治的要求に答 え、国づ くりを進 めることにあるとされている256。

一方
、中巌 は政治権力 とどのよ うなかかわ り方を したのだろうか。一三三三年、彼 は大友
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貞宗の仲介で後醍醐に 自ら上表 したことがその代表的な例であるよ うに、若い時か ら一貫

して積極 的に政治権力 と関わろ うとした。また、上表 と同時に奉 った 「原民」、「原僧」と

い う二篇 の上表か ら見てわかるように、彼の関心は宗教政策に とどまらずに、為政全般 に

向けている。 しかも、彼の政治参与の具体的な手段は、儒学思想 に基づいた自分の考 えを

文章に し、それ によって為政者 に影響 を与 えることであった。これが政治権力 と関わる際、

夢窓を含む ほかの禅僧 との相違点 ともなっている。

中巌 自身、自分が宗教者のひ とりとして少 しもはばか らず に積極的に政権側 に働 きかけ

ていることについて、他人がおか しい と思 うだろ うと意識 し、その疑問にはっき りとした

答 えを出 している。即ち、 「上建武天子」のなかで、 「臣是 山林一芥、宜当與草木共朽也、

世之利害、非所交関、然以区区是言、不避煩顯之秣者 、何也 、実為天下、不為身也、実為

万世、不為干一時名望之榮也」と明言 している257。実に天下のためであ り、万世のためで

あるとい うこの発言は 「以天下為己任」258(天 下 を我が責任 とする)と い う儒学思想の担

い手である中国の士大夫の伝統的な発想 に共通 していることは明 らかである259。当然、こ

のように天下 とい う理念 を上表で明示 しているのは、中巌 自身の士大夫的傾向を示 してい

ると同時に、天皇側 にそれ を認める可能性 があることが前提 であった。この時代、儒教的

政治思想 の一環である天下思想 は既に 日本で受容 され、ある程度定着 していたのである。

たとえば、上表よ り三年前の一三三〇年 に、吉田定房が後醍醐天皇に奉った とみ られ る諫

奏文(『 浄修坊雑 日記』所収)に は 「王者万民之父母也、以天下為家、以民庶為子」(王 た

る者 は万民の父母 であ り、天下 を家 とし、民を子供 とす る)と い う内容があることが知 ら

れ る260。

では、彼 のこのよ うな政権に対 して積極的に働 きかける姿勢、また儒学の思想は具体的

には どこに由来 しているのだろ うか。まず、儒学については、すでに幼少 時か ら論語な ど

の儒典に触れてはいたが、本格的な習得はやは り留学中であ り、中国で儒者 と交流 した り、

大慧派の派下にいる問に習得 したものであろ うと先学によって推測 されている261。ここで

それ を裏付 ける資料 を一点加 えよう。中巌晩年の随筆集 『文明軒雑談』四四九条 には、金

華智者寺で 「偶閲程朱易伝」(た またま朱子 と程子の 『易』書を読んでいた)と い う記述

がある262。『易』は儒学の五経 の一つで、 中巌は智者寺で程朱の注を勉強 していたことが

注 目される。

また、政権に対 して積極的に働 きかける姿勢 も大慧派つま り東陽の影響によるところが

大きい と思われ る。政治に強い関心を持 ち、またその担い手である士大夫たち と深 い交流

をもつのは、大慧派派祖大慧宗果の時代か ら続いてきた伝統である。中巌 の師である東 陽

もこの伝統の系譜上にいた人物である。彼は詩文などを通 じて、文人たち(士 大夫)と 交

流 していたことはすでに述べたが、彼 の当時の政権(元 の朝廷)と のかかわ りで最 も特筆

すべきことは 『勅修百丈清規』の編纂 に携わった ことである。

この清規の編纂 はその師の晦機元煕の遺志を継 いだものである。百丈清規は唐代の百丈

懐海禅師が制定 した初めての禅寺での生活規範であるが、時代が下るにつれ、散逸 して し

まった。そのため晦機 はその決定版 を作 り、政権に働きか けて刊行 しよ うと構想 していた

のだが、その志 を果たせずに世を去って しまった。その遺志 を継 いだのが東陽であった。

一般的な解説 では 『勅修百丈清規』は元の順帝 の勅 によって東陽徳渾が編集 した とされて

い るが(た とえば、花園大学禅籍データベース 『勅修百丈清規』の解説文)、 『勅修 百丈清

規』巻頭文書によれ ば、実際には、師の意志を継いで東 陽が編纂 したものを朝廷に依頼 し

て 「勅修」に してもらったようである。朝廷か ら 「勅」をもらうことによって、みずか ら

の編纂 した清規に正統性 を付与 しよ うとした考 えが窺える。もっとも、百丈懐海は東陽の

直系の遠祖 にあたる上、東陽 自身は当時百丈 山に住 していたため、彼 の編んだ清規は 「勅」
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とい う冠がな くて も、 自ずか ら正統性 を持 ってい るはず である。それでも、 「勅修」 とし

てもらったのは、彼が政治権力の保護 の役割の大き さをよく分かっていたか らであろ う。

実際、大慧派は宋末か ら元初 にかけては、勢力は下火 にあった。それがまた再興の機会を

得たのは、元の文宗 トク ・テムルの保護 によるところが大 きい。 トク ・テムル は武宗カイ

シャンの王子であるが、父の死後、続 く三代 の大カアンの治世下で冷遇 され、江南の各地

を転 々と流移 していた。その間に金陵で大慧派 の禅僧東 陽の法兄である笑隠大訴 と親 しく

交わったよ うである。中巌 の 『挿註参釈広智禅師蒲室集』に も、笑隠が即位前の文宗のた

めに詩を書いていることを記述 している263。この トク ・テムルが都大都でクーデ ターによ

って大カアンに担ぎ出 されたのは一三二八年 であった。その即位後の一三二九年、即位記

念事業の一環 として、政権の全面援助のもと、金陵で滞在 していた屋敷跡 に大龍翔集慶寺

の建立を決 めた264。その住持 に東陽の法兄である笑隠大訴が任命 された。この大龍翔集慶

寺は 「五山之上」とい う称号を得ただけではな く、行宣政院(仏 教統轄機 関宣政院の江南

の出先機 関)の 官 とともに、江南五山派禅宗寺院の住持 を選任す るとい う、人事権 をも認

められていた。やがて明初にかけて、隆盛 を極 めていったのである。東陽が朝廷 に 「勅修 」

にして もらうよ う願い出て しか も認 め られたのは、このよ うな背景下であった。

中巌は、あたかもこの清規の編纂事業の最 中に東陽の下で修行 していたのである。しか

も 「勅修」に してもらうよう朝廷に働きかけるため、東 陽が上京 しよ うとしたのに同伴 し

ていた ことがある。一三七五年、東 陽の弟子で 中巌の法弟 の契中玄理が、帰国す る 日本僧

渓上人に中巌 の詩(通 州蚤行)に 和韻 した作 を託 した。その中で、かつて東陽が清規が勅

修になった後、謝意を述べるため、再度上京 した際、前回の上京の際には、中巌が途 中の

通州 まで同伴 していたことを回想 したとい う内容を述べてい る265。

中巌が帰国後示 した政権への強い接近志向、た とえば、後述す る後醍醐天皇への上表な

どとい う行為は東 陽の下でのこのよ うな経験 と無関係ではあ りえないだろう。 もちろん、

その具体的な内容 は、日本の現実に合わせ て変化が見 られ るだろ う。以下、帰国後の中巌

はいかに文章 とい う媒介 を通 して、政治担当者 とかかわ り、自分 の政治思想を表明 したか

について具体的に考察 したい。

第一節 後醍醐政権下における著作活動一儒学的政治思想の初表明

後醍醐政権下に書いた著作で、その儒学的政治思想 が強 く窺えるのは 「上建武天子」(「原

民」 「原僧 」を含む)と 中正子で ある。以下、この二篇 に見 られ る中巌の政治思想 につい

て考察 しよ う。(参 考 として同三篇の訓読及び現代語訳を付録 としてつける)

「上建 武天 子」 と 「原 民」

帰国 して一年たった一三三三年 に後醍醐天皇 に奉 った 「上建武天子」(以 下 「上表」 と

略す)は 、中巌 の儒学思想 に基づいた最初の政治議論文 と言って もよい。まず、この上表

が実現 された時代背景について簡単にみてみ よう。

留学の 目的を達成 した と判断 した中巌 は一三三二年春、六年にわたる留学生活 を終 え、

無事 日本に帰還 した。 しか し、 「黎庶 を化」 しよ うと、意気込んで帰国した彼 を待 ってい

たのは間近 に迫った戦乱の兆 しであった。中巌が 日本 を離れた一三二五年は、後醍醐天皇

が計画 した一回 目の政変、正中の変が事前に発覚 し、側近の資朝 は鎌倉へ連行 されたのち

流刑 とな り、天皇 自身 は幕府に釈明 して赦 された年であった。中巌が帰国 した一三三二年

は、天皇が二回 目の討幕計画元弘の乱を起こ し、失敗 した次の年である。この時天皇 自身
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も隠岐に流 された。中巌 が 日本 に到着す る一月前の ことであった。一旦失敗 したかに見え

た二回 目の討幕の試みは、その後、護良親王のゲ リラ的な抵抗戦や、楠正成のわずかな手

勢 をもってさまざまな奇計を駆使する小規模 の抵抗が容易に挫 かれなかった ことか ら、さ

らなる抵抗の成功への期待 が生まれ、増幅 されていく。
一三三三年に入 ると

、播磨の赤松則村が護良親王の激に応 じる形で兵 をあげ、また九州

では菊池、阿蘇が、伊予でも土居、得能 ら諸氏が護良親王の令 旨を奉 じて兵を起こすな ど、

反幕府の動 きは次第に広が りを見せ始 める。こ うした情勢 を見て、後醍醐 も配流先の隠岐

を脱 出 して出雲か ら伯者に入 り、名和長年 に迎え られた。そ して、決定的な臨界点を画 し

たのは、赤松の蜂起を鎮圧すべ く征討 の軍を率い西上 した足利高氏の転身であった。源氏

の正統に最 も近い血統をひき、鎌倉幕府では北条氏につ ぐ格式 を認め られていた武家の名

族の離反 は、幕府 に大 きな打撃を与え、足利方に転ず るものが続出 した。さらに、これに

呼応す るよ うに東 国では新 田義貞が挙兵 し、また九州でも反幕府勢に多 くの武士が加わ り、

幕府 ・反幕府 の力関係 は大き く後者へ傾 いた。ついに、五月には六波羅が、っいで鎌倉、

さらに九州の鎮西探題 も攻略 され、鎌倉幕府は滅亡 した。後醍醐は六月四 日、足利 高氏の

軍事的制圧下にある京都へ と帰還 した。翌五 日に二条富小路の皇居 に入 り、あ らためて復

位 を宣言す るとともに光厳天皇の立てた皇太子 を廃 した。また、解任 した鷹司冬教に代わ

る関 白を置 くことをせず、それまで院や摂 関にも分有 されていた官の機構 を作動 させ る権

能 を、天皇に一元化 した。禅宗政策 については、七.月二十三 日には夢窓が勅 をうけて京に

のぼ り、臨川寺に住 した。人.月には虎関師錬 に謁 を賜 り、十.月一 日には大徳寺を五山の一

とな した。十.月二十 日には前円覚寺住持清拙正澄が建仁寺に入院 した。同月には建長寺の

住持 明極楚俊を南禅寺住持 と為 した。五 山の新 しい順位配列の正式 な制定は建武年間(一

三三四～一三三八)ま で待たれ るが、以上の人事か ら、禅宗の中心をそれまでの鎌倉か ら

京都 に遷 そ うとい う意図が窺 える。権力を天皇の手に回収 しよ うとい う後醍醐 の施政理念

と一致す る方策である。

中巌は、朝政のこのめまぐるしい変化の様子 を、九州 にいなが ら、一通 り知 っていた と

思われ る。それは、留学 に行 く前か らすでに彼 の外護者 となっていた大友貞宗がこの過程

において一立役者 として活躍 したためである266。貞宗は五月二十五 日に少弐貞経や南九州

の島津貞久 らと兵 を合 わせ て九州探題北条英 時を博多に攻め、自害 させたのである。翌六

月十 日に鎮西平定の状を奏 し、高氏 よりこれ を労す る書を得てい る。一三 日に高氏に鎮西

の降人捕虜等の処分 を任せ られ、八月二十八 日には勲功の賞 として、博多息浜 を賜 った。

中巌の 『自歴譜』による と、五 月に 「関東亡」びた時、彼は豊後の万寿寺にいたが、秋

には博多に帰ってい る。おそ らく大友貞宗の戦勝 を祝 うためであろ う。冬 には大友貞宗に

従い上京 し、南禅寺の蒙堂にいた267。南禅寺には留学前の元亨元年冬か ら元亨二年夏まで

仮住 まい していたことがある。この時新たに住持になった明極が洞院実世に後醍醐天皇の

再度 の践柞 を予言 したことは 『太平記』で有名な史実であるが、明極 の入院で南禅寺 は新

政権 と密接な関係 にある場所 になったと思われ る。このよ うな政治に敏感 な場所にいた中

巌は、さらに外護者大友貞宗の薦 めもあって、 「上建武天子」 「原 民」 「原僧」を後醍醐天

皇に奉った。この上表 とい う行動が一般的によく知 られているにもかかわ らず、その具体

的な内容(「 原民」、「原僧」 を含む)に ついてはほ とん ど検討 されていないのが現状であ

る。

(一)「 上建武 天子 表 」

この上表の内容 の大筋 は三つの部分 に分 けることができる。(原 文及び現代語訳は付録
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を参照 されたい)。

最初の部分ではまず、中国では 「王」には 「受禅於人者」(人 よ り禅譲 を受 けた者)と

「得命於天者」(命 を天 より得た者)の 二様式があることを指摘 し、商 ・周 ・漢 ・唐 ・趙

宋の歴代王朝の初代皇帝 を後者 であるとす る。続いて、階の儒者王通の言葉 を引いて、法

の変革の必要性 を説 く。このあ と、中国の歴代王朝における法の変革の具体的な例を挙げ

て、説明す る。なかでも、秦の商鞍による変法や、漢の董仲舎予による変革 の議論を詳説 し

ている。第二の部分では後醍醐 を 「得命於天者」と規定 し、よって、命 を天 より得た中国

のそれ らの政権 と同 じように、 旧法を変革す る必要があることを説 く。第三の部分では、

自分 の上表の 目的を明 らかに した上で、その具体的提言である 「原民」 「原僧」の実施 を

懇願 している。

正 しいあ り方(理 論的根拠)、 現状、解決策 とい う三段構成は、提言書 としては非常にわ

か りやすい体裁を とってい ると言えよ う。帰国後、初 めて 自分の政治思想 について述べ る

機会を得た中巌 の文章の行間には若 き熱気 に浴れている。現状の難局であることを意識 し

ていなが ら、中国で学んで きた ことをふんだんに披露 し、為政者がそれ を手本に為政を行

えば、かな らず現状打開はできる とい う意気込み と明るい姿勢が読み取れ る。

この上表 の内容の特徴 と言えば、まず、挙げられ るのは中国の歴史に関す る豊富な知識 で

あろう。 しかも、それは決 して単なる知識の顕示ではなく、中国(な かでも儒家の思想)

を手本 とすべき意 図がはっき りと読み取れ る。よって、その内容 は現状 にあった説得力の

あると思 うものを選んでいる。た とえば、商鞍 による変法が詳 しく取 り上げて られている

のは、変法の初期、新法を不満 に思 う人が大勢いたとい うことが、当時の 日本 の様子 と同

じであるか らである。一三三三年五月の幕府滅亡を うけて、後醍醐は京都 に新政権 を樹立

す るのであるが、彼 は強力な専制政治を志向 した。しか し、審理 を尽 くさず即決に走った

ので、同一の所領 を恩賞 として複数の人 に与 えるなどといった不手際が続出 した り、自分

の側近や公家の利益 を保証 したいがために、競争関係にある人たちの不満 を呼ぶ ことも少

なくなかった。ために在地は大いに混乱 し、京 に上って直訴す るものが後 を絶たない。そ

のような光景をおそ らく中巌 も目撃 していたのだろ う。

商鞍変法のほかに、中巌が とくに紙幅を多 く割いたのは王通 と董仲野の言葉 の引用であ

るが、両者 には ともに変革 を強調す るとい う中巌 の主張にあ う言説があることは、当然最

大の理由である。 「陛下、感董生(董 仲舎予)王 通之至言、而収臣懇誠、則天下万民之幸　」

(陛下、董仲舎予と王通の至言 に感心 し、私の誠意を受け止 めて くだ されば、それは天下万

世の幸いである)と 、中巌 が自ら明言 しているよ うに、この二人の名前は後醍醐に とって

説得力があるもの と中巌が考 えていたことも分かる。董仲好 の言説の引用は 『漢書』であ

る268。『漢書』は中国だけではな く古 くか ら日本で も三書の一つ として崇め られ、貴族階

級の教養 の一つであった。董仲飾 とい う名前は当然後醍醐天皇 も知っていた と思われ る。

中巌 と 『漢書』については、従来影響 関係 が見つか らない とされていたが、実は熟読 して

いたことにっいては第二章で述べた とお りである。このよ うに、自らよく知 り、しかも相

手 も詳 しいだろ うとい うことか ら董仲舎予の名前 を出 したと考 えられる。一方、王通 は、階

代の人であるが、その著作 『文 中子』が中国で注 目されるようになったのは、宋の院逸 に

よって注が施 されて以降である。日本への輸入 も当然比較的新 しい269。後醍醐天皇の新 し

さ好 きについては、『梅松論』の 「いに しへの興廃 を改めるともに、いまの例 は、古の新

義な り、朕の新義は未来の先例たるべ し。」とい う記述によって現在 も広 く知 られている。

同時代の中巌 もおそ らく知っていたことを物語 る資料 として、彼が上表 とほぼ同 じ時期に

書いた 「寄前大理藤納言 実世」(前 の大理納言洞院実世に寄す)と い う詩がある。人句

からなる七言律詩 であるこの詩 の趣 旨は上表 と共通する部分が多い。首聯では、聖徳の天

子(後 醍醐)と 賢臣(実 世)の いる世 を喜ぶ ことか ら始 めているが、引き続き実世 のいる
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建武 の新政後の雑訴決断所の様子 を褒 め称える頷聯では 「儀転新」 とい う一句がある270。

後醍醐政権のもとで天皇 をは じめ としてその廷 臣たちは 「新義」を好み、それ を 目指 して

い ることを中巌 も知っていたことを物語 っている。王通の名前を出 したのは、この新 しい

とい うことと、宋学に関心のあった後醍醐に とっては、説得力のある名前であると中巌 が

判断 して引用 したのではないか と思われる。

次に、中巌の情勢判断が当を得ているか どうか見 よう。この上表で中巌が力説 している

ことは主に二点であった。一つは後醍醐天皇を 「得命於天者」と規定 してい るこ と、つま

り後醍醐政権 の正当性 を儒教的政治論 によって説明 していることである。正統性の ことは

後醍醐天皇 にとって一三一八年即位 当時から重大な問題であった。その理 由は、一つは「一

代の主」とい う後醍醐 自身の特異な立場の克服 のためであった。両統迭立のなか、大覚寺

統のなかでも、後醍醐 は、兄後二条の皇子邦良に皇位 を無事に伝 えるまでの中継 ぎの天皇

に過 ぎなかった。討幕はまさにこの立場 を克服す るために行 われたものである。また、天

皇家 内部 の対立 を超えて、天皇の地位 その もの、即 ち王権そのものにかかわ る深刻 な危機

意識があったことはい うまで もない。中世初頭、承久の乱で伝統的公家勢力 と新興の武士

勢力 との問で武力 による対決がなされ、武士側の勝利 とい う結果が生まれた。これによっ

て、天皇 を中心に した公家政権の神聖不可侵性 とい う神話が崩壊 し、天皇の正 当性 を他 の

思想 によって説明す る試みが見 られるよ うになった。「有徳者為君」(徳のある者が君主 と

なる)に 代表 され る中国の儒教的徳治主義 はその一つである。た とえば、後醍醐天皇 と反

対陣営にいる持明院統の花 園天皇が 『誠太子書』で、「以薄徳欲保神器、w其 理之所当也」

(薄い徳 で神器 を保 と うとす るのは、どうして当た り前なのだろ うか。いや 当た り前なは

ずがない。)と 説いてい ることはよく知 られている271。もちろん、花園天皇の真意は太子

が徳 を磨 かなければ、皇位は大覚寺派の手中に入 るとい う意味で、天皇家以外の手中に入

る可能性 までは認識 していない と思われ る。 しか し、公家社会以外の人間に とって、「有

徳者為君」を論 じる場合 、現在 の天皇家の排除は可能性 としてはあ りうるのである。よっ

て、討幕に成功 した後醍醐の新政権 にとって、正当性の賦与は望まれることであるが、「得

命者於天」とい う中巌の定義 は無条件 に喜べ るものではなかった と思われる。実際、後醍

醐天皇は宋学に強い関心 を持つ一時期はあったものの、その関心は討幕の思想的支え とな

りうる君臣関係 を説 く名分論の部分にあり272、自らの地位 の妥当性 を易姓革命思想に求め

るとい うことをついに しなかった。この思想は諸刃の剣 であることを認識 していたか らで

あろ うか。 よって、「得命於天者」 とい う中巌の言い方 は、正統性の証明がほ しい後醍醐

の意 図には合 ってい るが、そのまま採用 され うるものではなかった ことと思われる。

二つめに説 いてい ることは、変革 の必要性である。この点では 「新儀」を好んだ後醍醐

政権 の姿勢 と共通す るものである。また、商鞍 による変法が決行 によって成功 を収めたよ

うに、新政権の新 しい政令 もきっ とうまくい くだろ うとい う議論 も、天皇を喜 ばせ る内容

であるが、何 を変革すればいいかについては、上表では述べていないので、以下 「原民」

と 「原僧」 によってそれ をみ よ う。

(二)「 原 民 」

「原民」とい う文章名か ら当然連想 され るのは、韓愈に三原で知 られ る 「原道」、「原性」、

「原殿」とい う一連の名文があることである。韓愈 に対す る中巌 の造詣の深 さについては

すでに述べた とお りである。また、後醍醐が韓愈を無礼講で読んでいた とい う 『太平記』

巻一で取 り上げられた有名 な史実 とあわせて考 えると、天皇の韓愈への関心 を意識 しての

命名である可能性 は高い。施政に際 し民を重視す る考え方は儒学的政治思想の根本 的な考
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え方 の一つである。この時代 には既に 日本 にも伝わっていたことは、た とえば、その三年

前の一三三〇年 に吉 田定房が後醍醐天皇に奉った とみ られ る諌奏文(『 浄修坊雑 日記』所

収)に ある 「王者 万民之父母也、以天下為家、以民庶為子」(王 は万民の父母 である。天

下 を我が家 とし、民を子供 とす る)と い う内容があることな どか ら窺える。では、中巌 の

「原民」はどのような内容 からなっているのだろうか。その構成は 「上建武天子表」と相

似 してお り、大き く三つの部分に分 けられる。第一部分は冒頭か ら 「国益富且強　」まで

で、理想 的な民のあ り方 を述べている。つま り農工質士、 「各修其業」すれば、国は富強

す る。仏法の存在が国の富強に寄与することを述べ る。第二の部分は出家者 さえ武器 を手

にし、争 っている 日本の現状 とそれへの批判 を述べ る。第三の部分でその解決策を提示す

る。

ここで提起 されている、各階層の民がそれぞれ本業に専念すれ ば富強の国が実現 される

とい う論理は、儒学的観点か らすれば至極 当然なことである273。しか し、当時の混乱 した

情勢 を沈静化 しないかぎ り、その実現、つま り民をそれぞれ本業に専念 させ るのが難 しい

ことは中巌 自身 も意識 してい る。そ こで、便宜策 として武 の使用を提言 してい る。なかで

も、武の解釈 として 「鐵定禍乱」 としているのが興味深い。武の意味については、中国の

古典 では幾通 りもの解釈がある。 「鐵定禍乱」 とい うと、光武帝 の 「武」の解釈 として一

般的に広 く知 られている。光武は後漢初代皇帝劉秀の論号であるが、その武の字の解釈 と

して用いたのは 「識定禍乱」であった274。もし、読む人にそれな りの中国古典 の知識が備

わっていれば、「原民」を読んで、その行間か ら光武帝を連想す るのは難 くない。上表 で

当時の現状 を漢が秦 を継 ぐときに似てい るとしているのに対 して、「原民」では前漢の高

祖ではな く、後漢光武帝を連想 させ る内容を書いている。やや統一性 に欠 けるともい える

が、前漢、後漢、いずれも 日本の公家社会で よく知 られている時代である。いったん失っ

た政権 を奪回す るとい う点では高祖 より光武帝のほ うが後醍醐天皇の置 かれた現状によ

り相似 している。光武帝を連想 させ る内容を盛 り込んだのは、後醍醐 の心情によ り強 く訴

えられ ると中巌 は考 えたのだろ う。はた して、 「原民」が奉 られた翌年に、後醍醐天皇は

年号を光武帝が使用 した建武 に改元 したのである。この改元については、『改元部類』・『元

秘別録』によると、後醍醐 は 「儒卿」数名 に勘 申を命 じ、 「儒卿」達 が出 した十数種の候

補か ら、後醍醐が 「建武」「大武」「武功」を選んで、文章博士の菅原在淳 ・菅原在成に再

提出 させて、公卿会議で 「建武」 に決 まったのである。 また、『中院一品記』 の翌年二月

の条 によれば、年号に 「武」が入るのは不吉だ と反対があったのを、後醍醐が押 し切った

との ことである275。さらに、「建武」を選んだのは中国後漢初代皇帝の年号建武 を意識 し

たためとい うことは、早 くも 『太平記』において見 られ276、現在 の歴史研究者 の認 めると

ころで もある277。このよ うに、武 の樹立 を認めるとい う点では中巌の主張は後醍醐 の切望

してい るところと一致 してい るのであるが278、その内実については、中巌 の考えと天皇の

問には大きな相違 があったのである。

「原民」で示 されている中巌の解決策は官軍で もないのに兵器 を手にする人をすべて罰

しようとい うものである。そ して、同時に奉った 「原僧」では、特に僧侶の武器所有 を罰

す るべきことを力説する。しか し、官軍でない兵力 を罰するには、官軍が十分強大でなけ

ればならない。中巌 は後醍醐政権 に強い軍事力 を持つ 中央政権になるよ うにと提言 してい

ることが分かる。それは当然後醍醐 自身の望んでいることで もあるが、しか し、何をもっ

て官軍 とす るかについては、中巌の考えは後醍醐 の実情 と大きくかけ離れてい る。中巌 が

極力反対 してい る武器 を手に取る 「釈氏」こそ、後醍醐天皇が大いに頼 った軍勢の重要な

部分であった。すでに勝利 を収 めた北条氏打倒においてのみな らず、山門をは じめ とした

僧兵 のカ は、現 に足利氏に代表 される武家勢力 を抑 え うる手段の一つであった。た とえば、
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二年後になるが、一三三六年に後醍醐 と尊氏が決裂 し、足利尊氏が九州か ら東上 し京都 に

入った際、後醍醐天皇は山門に拠ってそれ と対抗 しよ うとしたのである。

仏教徒 として、中巌が武器 を手にとる釈氏に憤激 しているのは当然であるが、僧兵 を重

用 している後醍醐天皇のそのよ うな態度 と立場 を知 った上で、あえて提言 したものか どう

かは、にわかに判断 しがたい。ただ、実質的に新政権のあ り方の批判 とも受 け取れるその

内容 は、禅寺内部でも特異な ものだったことは事実である。この時期 に後醍醐 に篤 く帰依

され、中巌 も自らの推薦 を期待 していた夢窓 と明極 の新政権 とのかかわ り方 を少 し見てみ

よ う。

まず、夢窓については、中巌の上表 より一年後の一三三四年 になるが、その年譜 『天龍

開山夢窓正覚心宗普済国師年譜』に次の話 が見える。近臣に禅宗をa言 され、諮問に来た

後醍醐に対 して、夢窓は修禅持戒す る禅僧 は、後醍醐 が福 田を得 る助 けになると、禅の重

要性 を強調 したとある。禅僧 が本当に夢窓の言 うよ うに、修禅持戒 しているか どうかを見

るため、後醍醐 は十一月二八 日に南禅寺 を訪れるが、果た して、すべて規律ただ しく天皇

の御意にかなったので、禅宗 に対す る後醍醐の信心は益々深 くなったのであると年譜が伝

える279。禅宗 に対する保護 を正 当化するために仕組んだ一幕の疑いがあるが、夢窓は後醍

醐 と接す るに当たって、現実批判 どころか、質問者の本心の望みを読み、それに符合 した

答 えを している。

次に、明極 についてみよ う。後醍醐 の再柞を予言 したことはあま りにも有名 であるが、

中巌 の上表 に先立ち、 「賀後醍醐院天下一統表」を上表 してい る。文字 どお り、祝賀の文

章であ り、中巌 のように賞賛の裏 に実質的な批判が含まれてい るの と全 く違 う。また、中

巌の上表 とほぼ同じ頃に、明極は南禅寺で訪れてきた護 良親王に兵仏一致を説いている。

「十二月十一 日皇太子入 山、特為上堂、禅師明心教與達法、與武事相当」。「十二 月十一 日

に皇太子が寺を訪れた。そのため上堂説法が行 われた。明極は心教 と達法 とは、武事 と共

通す ることを明らかに した。」(『住南禅寺語録』)と い う明極の議論 は、僧兵の組織者 とも

言 える護 良またその後ろにい る後醍醐 にとって、望ま しい内容だったのは言 うまで もない。

当時南禅寺に寓居 していた中巌 もおそ らく明極 と親王の この対談 を知っていた と思われ

る。 しか し、彼はあえてそれ と正反対の議論 を上表で展開 した。

仏教徒 の立場か らみて、武力解除 を唱 える中巌の議論は正論に違いない。しか し、当時

の状況か らみて、中巌の論 を進 めていけば、官軍 とな りうるのは、武士のみになるのであ

る。 「原民」 と 「原僧」を書いた ものの、一度反故 にしよ うとしたのを大友貞宗の薦めに

よって改めて上表 した と中巌が 自ら述べているが、中巌 の論 が武士に有利 であることを大

友が意識 したからではないだろ うか。僧侶の武器解 除はもちろん、四民 にそれぞれ本業を

守 らせ るとい う考え方も後 の江戸幕府が実施 した ように、社会の安定に役立つ理論 ではあ

る。しか し、当時の複雑な政治情勢下では、一部の人の利益 にのみ叶 うことになって しま

い、ついに後醍醐 によって実施 されることはなかった。

二 『中正子』

上表か らわずか しか経たない十二月三 日に、パ トロンの貞宗が急死す る。中巌はやがて

京都 を離れ、鎌倉へ帰 ることになる。鎌倉の円覚寺には、中国へ行 く前師事 した受業師東

明慧 日とその派下の人たちがいた28°。後年、中巌は宏智派 と嗣法問題 で トラブル を起 こし

たことにっいては、第一章で述べたとお りであるが、この時点ではその対立はまだ表面化

していなかった。彼 は一三三四年の一年 間は円覚寺にいて、その年の春 に 『中正子』を執

筆 した。外篇六篇 と内篇四篇あわせて十篇か らなる 『中正子』は中巌 の著作の中で、もっ
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ともよく知 られてい るものの一つである。その撰述の翌年、即ち建武二年 に書かれた竺仙

梵偲 の 「読 中正子」とい う詩が残ってお り、当時においてす でに知識人の問で反響を呼ん

でいた ことが分かる281。また写本 も何種類 も存在 し、江戸時代 には 「昌平坂学問所」に所

蔵 され るや、無著道忠をは じめ、那波道園、伊藤宗恕な どの大家に読まれ、さらに塙保 己
一 も『群書類従』に収めている282

。現代では入矢義高によって訓注 と解説がなされている283。

しか し、その内容の全てが明 らかになっているわけではない。政治議論文の色彩が強い と

い う入矢の指摘は卓見 とい うべきであるが、氏の検討 は 『中正子』にだけ限ってお り、そ

れ以前のあるいはその後の政治的発言 と結び付 けて考えていないため、解 明が不十分な と

ころもある。その後、『中正子』の内容は 「上建武天子表」 と相通ず るものを持っている

ことは芳賀 によって指摘 されている284が、詳 しい検討はなされていない。そ こで、本稿 で

は、読み落 とされているところがあると思われ る 「経権篇」と 「革解篇」に焦点を絞 って、

とくに 「上建武天子表」との異 同を中心に、中巌の儒学的政治思想の更なる解 明を試みた

い。(同 二篇 の訓読は入矢によって施 されているが、参考 として現代語訳 を付録 としてつ

ける)。

(一)「 経権篇 」 一 「原 民」 との異 同を 中心 に

「経権篇」は入矢が指摘 しているように、『中正子』十篇のなかでもっ とも論 旨明快 な

一編である
。概略は以下のようである。中正子つま り中巌 が烏何の国に行 き、その君包桑

氏に迎え られる。武 においては心を尽 くしているのに、国内が平定 しないのは何故か、と

い う包桑氏の問いに対 して、中巌 は経権論 をもって、文徳 と武略の関係 を説 明する。文徳

は経で、武略は権で、国内が乱れてい るとき、乱 を治める手段 として武略を用い るのはや

む をえないが、それを天下に示 してはいけない。秘すべきであると 「治家」の例にたとえ

なが ら説 明する。

この烏何の国については、入矢 は 「存在 しない国」と注をつけている285。字面上、その

注釈 の通 りであるが、しかし、その烏何 の国の現状の描写にせ よ、中巌の提示す る解決策

にせ よ、彼がその前年に後醍醐天皇に奉った 「原民」 とい う文章(同 時に奉 った、上表、

原僧 を含む)で 述べ られている内容 と共通す る部分が多いことか ら、烏何 はつま り当時の

日本 を指 してお り、「包桑」はすなわち後醍醐であると考え られ る。現実の政治に対す る

議論であるのに、国や君の名前 を変 え、あえて寓話の体裁 を取っているのは、中正子の意

見が君に聞き入れ られたとい う文章構成上の設定か らきた必要である と思われ る286。ただ、

提言者 の名前 は架空 の名前 を使 わずに中巌 自身の名前である中正子 をそのまま残 してい

ることか らみれば、烏何の国はつま り日本を指 していることを特に隠 してはお らず、当時

の読者にもそれが分かっていた と思われる。円覚寺に帰ってきてか ら早速執筆 を始めた と

い うので、その前年の上表 と時間的にはさほ ど間隔を経ていないにもかかわ らず、その内

容には幾つかの変化が見 える。以下、その異同について詳 しくみ よ う。

まず、共通点か ら見てみよ う。 「卿大夫士庶人、農工質みな武 をなす」 とい う烏何の国

の混乱状態は 「原民」において 「民無不衣甲手兵者」 と述べ られてい る国朝(日 本)の 現

状 と基本的に共通す る。 「原民」で提示 された士農工質(釈)か ら民が構成 されていると

い う考え方 も 「経権篇」では引き続 き援用 されてい る。また、混乱 した情勢を沈静化 させ

るために武の必要性 を認めなが ら、それをあくまでも便宜策 として位置づ けるの も「原民」

と共通する。

ただ、「原民」 と比べて、「経権篇」では 「武略」 と 「文徳」の関係 をより論理だった体

系で説明 してい る。「原民」には既に 「耀徳不観兵」とい う『国語』周語の内容 を引用 し、
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武に対 して 「徳」を位置づけているが287、「経権篇」では、一歩進んで 「武略」に対応す

るものとして 「文徳」を設定 し、しかも、両者 の関係 を経権論によって整理 している。経

権論 は文字道 り、変わらないもの(経)と 、便宜的なもの(権)の 関係 を示す論理である。

これ は中国の儒者 が理想(経)と 現実の行動(権)の 違い を合理化するのによく用い る論

理である。古 くは 『孟子』にすでにその用法がみ られ、漢代に入 って、董仲舎予によって理

論化 され、また、階の王通(文 中子)も この理論を援用 していたことが知 られている。董

仲舎予も王通 も中巌 がかつて上表でその言説 を直接引用 した思想家であることか ら考えて、

おそ らく上表以降、「原民」で提示 した徳 と武の関係 をさらに論理的に整理 しようと思い、

この経権論の適用を考え付いたのだろ う。文徳 と武略 をそれぞれ経 と権 にはっき りと対応

させ る説 は、私の知 る限 り、中国の儒者には見当た らない。しか し、表記 こそ違 うものの、

為政者 自身が文徳 を行 うことと、文人 を官僚に起用す ることの二つの側面を持 っている中

巌の文徳 の具体的な内容は、儒教の基本 とす る政治論である文治論 と一致す るものであ り、

それ を経 とするのは儒学思想ではきわめてオー ソ ドックスな考えであるとも言 えよう。

しか し、仮に後醍醐が中巌 の提言 どお り 「修文者」を重用 した として も、当時の混乱状態

にまった く対応 しきれないのはい うまで もない。既 に乱が起 きているときに、 「修文」だ

けでは収拾できないことを中巌 も認識 していた。 「武略」を権 としながらも、依然完全否

定できないのはそのためであろ う。しか し、反乱者がいた ら官軍にそれ を殺 させればよい

とい う上表時の強い姿勢 と違い、「経権篇」ではむ しろ武の行使 を天下に示 してはいけな

い、秘すべ きであることを力説す るよ うになった288。それ は何故だろ うか。

上表か ら 『中正子』執筆 まで短い間ではあったが、新政権 は次か ら次へ と施政を行 って

いた。その うちの一つは、建武 とい う年号の改元である。この改元が端的に示 しているよ

うに、強い武力の樹立は、秘す どころか、後醍醐天皇が天下に明言 している政治理念であ

る。 しか し、後醍醐 の思惑 に反 して、実際には乱がお さまるどころか、ますます激化す る

一方 で、 さらに分裂の兆 しも見え始めたのであった289。後醍醐の軍事力の限界を察知 し、

情勢 のさらなる悪化 を懸念 して、中巌は武の宣揚を戒めたのではないだろ うか。

後醍醐政権 の不安定性 を中巌 が強 く懸念するよ うになったことは、国名 と君主名 の設定

からも窺 がえる。烏何 とい う国名 の意味する ところについては、入矢によってすでに指摘

されている実存 しない とい うことと同時に、その中国語 の発音が 「烏合」と同 じことにも

注意すべきであろう。つま り、日本 の実情は烏合 の衆の集 ま りで、それ を強い リーダシッ

プをもって一つ にま とめる存在を持たない とい う意 味も含ませているのではなかろ うか。

また包桑 とい う君の名前の付 け方か らも同 じニュアンスが読み取れる。包桑については入

矢は 『易』の否の卦に出典 を求めながらも、その意味はなくただ人名 として用いただけだ

とす る。しか し、任意につけた とは考えにくい。否卦九五 「休否、大人吉、其亡其亡、系

干苞桑」(九 五。否を休む。大人は吉な り。其れ亡びなん其れ亡びなんとして、苞桑に繋

る)で 述べているのは、一卦の主にい る人が常 に憂患意識 をもって事 に望まない と、国は

その うちに滅び ると、至尊の位にい る人の心構 えを戒 める内容である。このよ うに、この

名前の命名か らも、中巌 の後醍醐政権に対す る危機意識が窺がえるのだ290。後醍醐天皇の

統率力に大 きく期待 していた 「原民」の内容 ともっ とも大 きな違いの一つであると言 えよ

う。

以上述べた違いのほかに、「経験篇」と上表のも うひ とつの違いは、『孟子』の影響がよ

り表面化 してい ることである。 「上表」において 「興王除覇」 と 「覇」 より 「王」を上 と

す る考えにはすでに 『孟子』の影響が認 め られていた。 しか し、詳 しい論述はなく、それ

を当然の至上原理 として掲げただけであった。それ に対 して、 「経権篇」は、上表で一言
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触れたに とどまった 「興王除覇」の必要性について、あ らためて寓話 の形で詳論 した とも

言 える。 しかも、その体裁 は 『孟子』 「梁恵王篇」の影響が色濃 く感 じられ る。まず、既

に心を尽 くして政治に取 り組んでいるのに、所期の効果を挙げていない と悩む国王に提言

す るとい う体裁が共通 してい る。 しかも、その冒頭部分 は、完全 に 『孟子』「梁恵王篇上」

第三章の冒頭部分に倣 って作 られた と思われる。た とえば、包桑氏が 「寡人之於武 、可言

尽心焉耳　、」(寡 人の武に於ける、心を尽す と言 う可きのみ)と い うところは、表現まで

梁恵王篇 の 「寡人之於国也、尽心焉耳　、」(寡 人の国に於けるや、心を尽 くす のみ)と 酷

似 している。そのほかに悩む国王へのア ドバイスで 「武」を諌めるとい う点でも両篇は共

通 している291。もっ とも、「梁恵王篇上」第三章の内容は中国でことわ ざができるぐらい、

よく知 られているものである。しかも、そこに窺がえる武 を戒める思想は文治重視 の思想

の源 の一つ として、後世の儒学、特に宋学ではもっとも根本 とす る思想 であるため、中巌

がそこか ら影響 を受 けているのは、本来意外な ものではないはずである。 しか し、いまま

での研究では 「経権篇」 における 『孟子』 の影響はこれまで殆 ど注 目されてこなかった。

たとえば、中世にお ける 『孟子』受容の全体像 を検討 した研究に、井上順理の 『本邦 中世

までにおける孟子受容史の研究』と芳賀幸四郎の 『中世禅林 の学問および文学 に関す る研

究』がある。 ところが井上は 『中正子』の 「仁義篇」などの各篇における 『孟子』の影響

を指摘 しているが、「経権篇」については特別 に述べ るほどの ことはない と切 り捨て292、

芳賀 の研究 にいたっては、中巌 について全 く言及 していない293。

また、入矢は 『中正子』の注釈の補注のなかで 「経権篇」における 「権なる者 は」とい

う論理は 『孟子』「梁恵王篇上」の 「権然後」と通ず ることに留意 している294が、文中子、

また契嵩 らの説 とともに並べてい ることからも分かるよ うに、それは中国の学問における

経権論の伝統の一環 として挙 げているだけで、 「経権篇」における 『孟子』の影響を特定

してい るわけではない。

このよ うに、「経権篇」における 『孟子』の影響が今 まで注 目されてこなかったのは、

二つの理 由があると思われる。一つは文中において 『孟子』を明言 していないこ と。もう

一つは 「この時期 の(中 世)孟 子への注 目といえば
、しばしば王権の危機 に絡んでの放伐

思想や易姓革命ばか りに関心が集まっていたかの ように受け取 られる」295とい う今 までの

『孟子』受容に対す る研究の姿勢 と無関係 ではなかろ う。つま り、中巌は革命 とい う側面

から 『孟子』を利用 していないため、影響そのものも看過 されてきたのではないか と思わ

れ る。 しか し、革命論を正面か ら認 める一人であるにもかかわ らず、中巌 は 『孟子』にそ

の理論的根拠 を求めていない とい うことは、逆に当時において 『孟子』は必ず しも革命 の

書 として読まれていなかった可能性 が大きい ことを示 しているのではないだろ うか。革命

思想以外 で『孟子』を受容 していた例 として、近年の研究で、二条 良基 が注 目されている。

このよ うに中巌 を含めてまだ二例 しか確認 されていないが、中世における 『孟子』受容 の

研究の視点を変化 させ る必要性 を示唆す る例 としてもっと重視 して よいのではなかろ う

か。また、小川剛生は 「二条 良基 を放伐や易姓革命思想以外 の孟子受容史の空 白を埋 める

人」として高 く評価 しているが、良基が 『孟子』に強い関心を示 しだす ころ(貞 治年間)、

中巌 も良基の儒学的ネ ッ トワークの一人であった ことを付記 してお こう(詳 しくは次節 で

述べる)。

(二)「 革角皐篇」

当篇の内容 は、題名 どお り 『易経』革卦 の解説をもとにした革命の論理 の展開である。

ただその作成 の動機は単なる学問的追求ではな く、む しろ現在の政治に資す るための政治

議論文であ り、特 に(君 主の)改 革のための心構 えと方法論 を説いた ものである。ところ
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でその内容は、中巌 が一三三三年 に後醍醐天皇に奉った 「上表」をふまえていることを入

矢は指摘 している296が、この両者の内容の異同についての詳 しい分析 はな されていない。

そ こで以下、当篇 で展開され る革の論理 と、 「上表」のそれ との異同を指摘 し、あわせ て

その変化 の理由を考察す る。(参 考 として 「革解篇」の現代語 をイ寸録につけた。)

革には政権交代 を意味す る革命 と交代後の改革 を併せ持 っている とい う大前提では、両者

は共通 している。また、中国の典籍 を論点の根拠 にしている点で も通 じる。 しか し、具体

的な叙述 においては大きな変化 が見 られる。

まず、改革 については、 「上表」ではひたす らその必要性 を力説 しているのに対 して、

「革解篇」では 「改革之道、不可疾行也」と立場 の変化が見 られ る。「(是を以 って)天 下

国家、制令の新 しき者 を行 えば、則 ち蚤々庸々の無知の民は、習熟せ ざるが故に、難辛不

便の患を以 って、以って朝廷に偶語 し、天下に流言す るに至 る。故 に免 を口舌 と為す な り。」

新 しい政令への不満が多い とい う現状認識 は 「上表」 と変わっていないが、 「上表」では

秦の商鞍変法の時の様子 をモデル として掲げ、その不満 を押 し切 って改革 を、断行すれ ば、

その うちに不満 もなくなると言ったのにして、「革解篇」では急いではいけない と 「上表」

とは異なる結論 を出 している。これは 「革解篇」の前におかれ る 「経権篇」ですでに施政

者への危機感 をあ らわに していることと共通す るものをもっている。

つぎに、革命の論理を、「上表」のそれ と比べ よう。「上表」では主に後醍醐天皇の政権

獲得 を 「得命於天者」と表現 し、さらに新政権の施政を 「革」と表現 していたのに対 して、

「革解」ではさらに一歩進んで、君主あるいは政権 の革に対す る心構 えを述べているだけ

ではなく、臣下(個 人)の 出処進退について も論 じている。九四X辞 についての解釈か ら

それ を読み取ることができる。

(原文)

公 日、 九 四 、 悔 亡 、 有 孚 、 改 命 、 吉 、 孔 子 翼 之 日、 信 志 也 、

中正 子 解 之 日、繊 濁 之 時 、以 剛 才 在 下 、 而待 文 明 来萢 、其 志 信 之 、 其 才 不 変 、而 其 命 変 、命 者 召 也 、

所 以 稟 而 為 令 也 、 九 四 旧奉 繊 濁 之 召 命 者 也 、今 当 「革 言 三 就 」 之 時 、 又 稟 文 明 之 石 命 、故 日発 命 、

辟 如 伊 摯 旧 旧奉 夏 之 命 、 後 稟 湯 命 、 又 箕 子 旧股 人 也 、 然 稟 武 王 之 召 、 是 類 也 、

(現代 語 訳):

周 公 は 「九 四 、悔 亡 ぶ 。 孚 あ りて命 を改 む れ ば 、吉 。」 とい う。 孔 子 は 「志 を信 ずれ ば な り」 と解 釈

す る。 中正 子 はつ ぎ の よ うに解 釈 す る。 梅 濁 の 時 、 牛 革 の よ うな 堅 い 材 料(才 能 、 か わ)を 下 に持

ち、文 明 が来 る の を待 つ 。 そ れ を信 じ、其 の 才能 は変 わ らない が 、其 の命 は 変 わ る。命 とは 「召 す 」

で あ る。 そ れ を受 け て命 令 となす も の で あ る。 九 四 は も と も と繊 濁 の 命 を受 けて い た が、 三 交 の革

が 成 就 す る今 と な っ て、 ま た 「文 明 」 に召 され る。 ゆ え に 「改 命 」 とい う。 た とえ ば 、伊 摯 は も と

も と夏 王 朝 の 臣下 で あ っ た、 の ち に 、湯 王 に従 っ た。 又 た 、 箕 子 も も と も と夏 王 朝 の人 だ っ た が 、

武 王 の 命 令 に 従 っ た の は 、 この 種 類 で あ る。

このように九四の解釈では、伊摯や箕子の行動を当てはめている297。先 に夏 の命 を奉 じ、

後に湯の命 を稟 けた伊摯(伊 サ)は 、中国史上著名 な人物である。湯 に仕 えたきっかけに

ついては、自ら出向いた とす る説 と、湯 の再三の招 きに応 じたもの とする説 など、諸説 が

あるが、庶民が道徳 の立派 さをもって出世 し、君主 を助 け王道 を樹 立 した典型 として、後

世の士大夫たちに模範 の人物 とされた298。中巌 が革の理を実施 した人物、旧王朝出身の人

が新王朝に仕 えた例 として伊摯を取 り上げていることか ら見て、新 旧政権 の交代に際 して、

旧政権 と関係 した人々の身の処 し方に対す る彼の考 えがおのず と分かるだろ う。この思考

様式は同 『中正子』序篇で示 した揚雄仕新 に対す る評価 とま さに一致す るものである299。
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そ して、足利政権成立後の中巌 自身の行動 とも、軌 を一 にす るのである。

「革解篇」と 「上表」のもう一つの違いは、根拠 とす る中国の典籍 を変 えてい ることで

ある。「上表」では実際の王朝の交替の様子や 、『漢書』に見 られ る董仲舎予の言論な ど儒者

の言葉を広 く引用 していたのに比べ、「革解篇」でその題名 が示 してい る通 り、「革命」説

の根拠をもっぱら 『易』の革卦の解釈 に求めている。具体的な内容 にいたっては、当時脚

光 を浴びつつある程学や朱子学の易説 を用いていないで、む しろ古注を適宜に取捨折衷 し

ての演繹であると入矢が指摘 している3°°が、筆者は必ず しもそ う思わない。た しかに、中

巌は程学や朱子学を用いていない。 「周公経」、 「孔子伝」に継いだ ものとして直接 「中正

子伝」と書 き、自らを孔子に継 ぐ者 として位置づけている。その大胆 さは 『易』に対す る

自信 、または仏 を儒 よ り上 とす る持論 などから来 るもの と思われるが、「中正子伝」或い

は 「日」の形で始まる彼の 『易』の解釈は、革卦か らの律儀で忠実な演繹 な どではない。

「易日、己日乃孚、仲尼 日、革而信之 、中正子 日、改革之道、不可疾行也、」 とい う段落

がその象徴的な例 であるように、時には、関連づ けや理由付けもせず、ただ経典 を、現実

問題 に対す る自分の意見 を開陳 し、正当化す るために利用 してい る感 さえある。この姿勢

はや は り宋学の精神に近いだろ う。一方で程学や朱子学の易説 を直接継承 していないのも

事実である。だ とす ると、彼が影響 を受けたものは他 に何 があるのか、推定できないのだ

ろ うか。

そこで、中巌の作品を再読 し、彼は項安世 『周易翫詞』を読んでいたことが分かった3°1。

その書名 が中巌の 「意承室記」とい う文章において明言 されてい るにも関わ らず、従来の

研究では全 く指摘 されていなかった。『周易翫詞』の革卦の部分 と比較 した ところ、相似

す る内容 が確認 された。つま り、両文にはいずれ も伊摯が挙げ られていること(程 子や朱

子の注釈書 にはもちろん、所見のかぎ り、『周易翫詞』以外 に伊摯の行動 を革卦で解釈 し

た記述はない)。 ただ、四交 に当てはめる中巌 とは違い、『周易翫詞』では伊摯 の行動 は初

交に当てはめられている3°2。もちろん、これだけで、中巌は 「革解篇」の作成 において 『周

易翫詞』を参考 にした とは結論できないが、『周易翫詞』 との比較は彼の易学 を理解す る
一つの手がか りにはな りうるだろ う

。

入矢の解説 に対 して、もう一つ付 け加 えたいのは文章の構成である。氏は原文を読み下

し文で一九段落に分 け、読みやす くしているが、各段落間の関係 については触れていない。

筆者 は 「革解」を、冒頭か ら 「中正子 曰く、人の生れて周公 ・孔子に遇 はざる者 は、天な

るかな。」までを前半、その後 を後半部分 と考 える。前半では主 として革卦の内卦離 と外

卦免 の卦徳、卦象 の説 明を し、時にはその相互関係 を分析 しながら、革論 を展開 している。

整理す ると、以下のよ うになる。

下卦(内 卦)離=火=夏=丙=明=文 明=火(文 明)

上卦(外 卦)免=金=秋=庚 →辛=新=辛 難=口 舌=説=説 言=沢(濁 悪)

後半では議論の視点を、各交 の交辞 を一交ずつ解説 してい くよ うに、交 に変 えてい る。

また、入矢は 「なかには、一種の論理 の飛躍か と思われる部分 もあって、理解 に困難 を覚

えるところがある。た とえば、 「濁悪 をもつての故 に革むべ し。文才をもつてすれば、改

むべか らず。」 とい う発言 と、その上文の 「文明の才をもって、薇濁 の悪 を除 く。亦た革

ならずや。」 とい う発言 と、どのよ うな論理関係 で照応す るのか、残念なが ら、 このまま

では明確 にな らない。3°3」とい う。 これは入矢が 「内」は改革者本人、「外」はそれ以外

の人 とい う意味で理解 してい るため、こうい う疑問が起 るのである。中巌の言 う 「内」と

「外」はそれぞれ内卦 と外卦 を意味 している。 内卦 と外卦で考 えれば、「濁悪 をもつての

故に革むべ し。文才をもつてすれ ば、改むべか らず。」 とい う発言 と、その上文の 「文明
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の才をもって、稼濁の悪 を除く。亦た革な らずや。」 とい う発言が照応 していることが分

かる。それぞれ 「革解篇」の前半 と後半に属 しているこの二句は前半 と後半のつなが りを

示す キーセ ンテ ンスとも言える。

「文明の才をもって、磯濁の悪 を除 く。亦た革な らずや。」は前半にある内容で、内卦

(文明の才に対応)と 外卦(稼 濁の悪に対応)の 相互関係 を述べている。これ に続 く議論

では、中巌は 「桀紺之悪。薇濁之沢與。湯武之才文明之火與。」 と、具体的に桀紺を稼濁

之沢、湯武 を文明之火に対応 させ て、内をもって外 を革むる例 を示 している。それに対 し

て、「濁悪をもつての故に革むべ し。文才をもつてすれば、改むべか らず。」は後半の内容

であるが、「革の体たる、内革 めず して外革むべ し。」とい う直前の一句 とあわせ考 える と、

内卦 は濁悪のため革むべ し、外卦は文才のため、改むべからず とい う意味であり、 「文明

の才をもって、繊濁の悪を除 く。亦た革な らずや。」とい う発言 と共通す ることがわかる。

そ して、この後の文章では、外卦(免)の 三交 は内卦の三交 よ り革まってきたもの として

扱 う。具体的には、初九(内 卦x)は 九四(外 卦一交)と 同 じで、陽交 のままで変わ ら

ない。内卦の第二交(六 二)と 第三交(九 三)が 外卦の第二交 と第三交になるときには、

それぞれ九五、上六と変化 している。そ して、何故第Xは 変わ らない(つ ま り、静であ

る)か 、また何故第二、三交には変化(動)が あるか、その理由について説 明す る。 しか

も、この理由の説明のなかにこそ、かれが正 しいと思 う革のや り方 をち りばめているので

ある。た とえば、初九が変わ らないのは、「革之道、不宜疾速」か らであると説明 してい

る。 これは、前半で免 の卦象(庚 辛)の 説明か ら得た結論 と同 じであるものでもある。

このように見 ると、従来 の研究で煩雑 とされ る 「革解篇」であるが、それ 自体の議論 は

整合1生を持 ってお り、 「経権篇」 と同 じよ うに、はっき りした構成をもっていることが分

かる。「革解篇」の作成の背景 として、「上表」で述べた改革論に対す る修正を、自らの長

じるところすなわち易学の知識 に基づいて行 いたかったことであると思われるが、当時知

識人の問で 『易』は儒学の重要な教材 として普及 していたこととも関係 があるだろ う。た

とえば、後醍醐の重臣である北畠親房が『易』に造詣が深かったことは よく知 られている304。

その内容 が易学の専門用語 が多いため、現在の人 には分か りに くいが、当時の人に とって

今 日ほど難解 なものではなかったかも しれない。

以上、「経権篇」と 「革解篇」は、いずれ も 「上表」ですでに触れ られていた問題(「 武」

と 「革」)を さらに論理的に説 明するために書かれた ものと考えて よい。その共通 した特

徴の一つは論理性 を増すために、より豊富な儒学思想 を盛 り込んでいること。も う一つは、

後醍醐政権 に対する認識の変化である。かつての期待が不信 と批判に とって変わ られた様

子が窺える。そ して、この 『中正子』の執筆後一年た らずの問に、建武政権は崩壊 し、変

わって足利政権が成立 した。 中巌はなんの躊躇 もなくそれを受け入れたのである。

第二節 足利政権下での著述活動一儒学的政治思想の堅持 と変容

足利政権が成立 した際の禅僧 たちの出処進退 についてみる と、建武政権 で重用 された人

たちも、ほとん ど例外 なく足利政権の招聰を引き受けている。それぞれが どのよ うな心情

で判断を下 したかについては、ほ とん ど研究 されていない。その理由として、直接 それを

書 き記 した史料が残っていないため と、禅僧 とい うと、とかく高徳のイメージが強調 され、

その ような人たちの鞍替え とい うことについて どのよ うに解釈すべ きかが難 しい とい う

ことの両方があるだろ う。しか し、当事者 たちは実際なにも考 えずにそれを行 った とは考

えられない。た とえば、夢窓の場合、後年後醍醐 を弔 うため、天龍寺を創建 した ことか ら
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み ると、後醍醐天皇の失脚 に対 して、夢窓は中巌のよ うに革命理論で割 り切 ることができ

なかったのではないか と思われる3°5。鎮魂 とい う役割 を禅宗に取 り入れたことによって禅

宗の発展 を促そ うとい う狙い ももちろんあるが、個人的にも後醍醐天皇 を弔 う必要性があ

ったことも想像 され る。それ と比べれば、中巌 には後醍醐政権に対する遠慮や未練は見当

たらない。足利政権 を革命政権 と考 え、積極的 に評価 し、またかつて後醍醐政権で受 け入

れ られなかった儒学的政治思想 を引き続き文章を通 して主張 していったのである。以下、

詳 しく分析 しよ う。

代筆二篇

中巌が足利政権 をはっきりと革命政権 として認識 しているのは、次に挙げる 「奉左武衛

大将軍 代実翁」(『新集』p382)に よってあきらかである。実翁聡秀3°6に代筆 して左武衛

大将軍足利直義に奉った書である。その内容は浄妙寺住持実翁がその師葦航道然307の創基

した明因寺の再興を願 うとい うものである。製作年次ははっき りしないが、 「又遷浄妙 」

(又た浄妙寺に遷 った)と あるか ら、実翁が浄妙寺の住持 中であることが分かる。実翁が

浄妙寺住持 になったのは 『五山禅僧伝記集成』で一三六三年以降 としているが、それだ と

直義 の没年(一 三五二年)と 齪齪す る。同代筆末で 「寺之所歴事、合 申聞者、已在暦応二

年八月住持了蒙等、告干裡律官某、今再具別楮、伏願台覧」(寺 の今 までの経緯の陳情す

べ きことについて、既 に暦応二年八月に住持の了蒙 らによって、裡律方の官吏に報告 した

が、今、また別 に文書を したためている、御 覧いただきたい。)と あることか らみれば、

一三三九年八月には明因寺住持 了蒙がすでに禅律官 に復興 を願 う文章を提出 していたの

だが、それ とは別に、今度実翁はまた開山葦航道然 の弟子 として直接直義に書を奉 ること

にしたのである。おそ らく住持了蒙が禅律官に上書するのは、手続きを踏んでいるもので、

それ と平行 して、明因寺 と因縁 をもち、しかるべき地位にい る人(つ ま り明因寺 よ り格が

上の浄妙寺の住持である実翁)が 禅律官の上司にあた る直義 にじかに願 う文章を出 したの

がこの手紙であろう。や は り一三三九年八月か らそ う遠 く隔たっていないころのものと考

えたほ うが妥当と思われ る。実翁は生年未詳であるが、文筆に長 じ、中巌 と交友親 睨の関

係であった308。彼が浄妙寺に入院す るときの江湖疏 「江湖勧請実翁住浄妙疏」を中巌が書

いてい るのである309。それによる と 「示我数篇文、過賜一双壁」(数 篇の文章を示 して く

れたのは、壁 を一双 もらったよ りも嬉 しい)と あるか ら、実翁本人 も文筆 に優れていたの

である。にもかかわ らず、直義への上書 を中巌が代筆 したのはなぜだろ うか。や は り、中

巌のほ うが自分 よりも文章が うまい と認識 したのだろ うか。そ ういえば、中巌 には人の代

筆 をした文章が何篇 も残っている。その相手は中国の禅僧 だった り、授業師東明だった り、

小師だった りして、身分には関係 ないよ うだ31°。文筆 に自負 を持ってお り、頼 まれたら快

く応 じた人だった ようである。また、このころの中巌の行動 をみると、『自歴譜』によれ

ば、同年 の春 に、中巌 は東明の建長寺を退きたい とい う念願 を適えるために、上京 し、直

義に上書 したことがある。直義 と直接接触の経験 をもっているので、よ りそれ を訴える内

容が書けるとい う判断だったのかもしれない。このよ うないきさつで書かれた文章である

が、その中で、次の一句が特 に注 目す るに値す る。

(原文)

元弘建武之問、凡在鎌倉寺社、或坦干冠戎、或亡干焚燈、然大将軍革命以降、斧斤之声、相聞干四

隣、各復旧観、独有明因寺、為奥州凶賊所焼、但余基趾311

(現代語訳)
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元弘 ・建武年間、鎌倉にある寺社は戦争や火事で荒廃するものが多かったが、尊氏が革命 して以降、

復興の工事の音があちらこちらで聞こえたのに、明因寺だけが、奥州北畠勢に焼かれたままである。

尊氏の政権奪回をはっきりと革命 と表記 しているのである。かつて、後醍醐への 「上表」

のなかで、また 「革解篇」で後醍醐政権 を事実上革命政権 として認 めているものの、革命

とい う表記 を避 けていた。天皇家出身の後醍醐には文治思想 を受容 しえて も、徳を失 えば

権力が他家に落ちる可能性 のある革命 の論理 を認 める可能性の低い ことは中巌 にも認識

されていたのであろ う。それに比べれば、この代筆文では尊氏の後醍醐排除を 「革命」と

言い、それによってその正 当性 を主張す るのは、宛人である直義か ら嫌われ る危険性はな

い と中巌 が判断 したためであろ う。また、この表記によ り、中巌 は尊氏の率いる足利幕府

を実質的な新政権 と見、尊氏を王のよ うな存在 として考えていることも分かる。足利幕府

がその施政方針に儒学の徳治思想 を取 り入れていることは、その関係者があらわ したとさ

れ る 『梅松論』の内容か ら窺 える312。また、尊氏ひいては直義 を王の ように讃 えるものは

中巌 のほかにも確認 され る。た とえば、夢窓は 『夢中問答集』第三問で在家の理想 的な王

である転輪聖王のたとえ話 を扱 っているのは、当時の為政者直義を 「末世の王」に擬する

ものであるとされている313。実質的には王 として認 めていても、それを公言 しないのが大

きな流れのなかで、中巌一人それを 「革命」とよんではばか らないのは、彼の儒学思想 に

対す る心底か らの信奉 に起因するものであろ う314。

では、尊氏の幕府樹立を革命 と認 める とき、北朝の天皇を中巌 はどのように位置づ けて

い るのだろ うか。之に先立ち東明に代わって光厳天皇へ上表 した 「東 明和尚累住建長上表

代」によって、それ を窺お う。『自歴譜』 によれば、 この建長寺再住 は実際は東明の望む

ところではな く、上京 中の中巌 もその辞退の陳情のために奔走 していた。一時夢窓の働 き

かけで、辞退が受 け入れ られそ うになったのに、予定後任者が急死 したため、とうとう留

任せ ざるを得なかったのである。不本意の留任であるにもかかわ らず、や は り天皇に感謝

の表 を したためなければな らない。中巌 が代筆 したのはそれ と関連があるかもしれない。

ここでは皇帝陛下への賛歌を歌っている後半部分に注 目しよう。

(原文)

伏惟

皇帝陛下

徳被区中

威加海内

蘇賊尽珍

腸蜜来藤

起三代之墜風

延百王之景柞

夷夏同志

遽魎斉願

(書き下し)

伏しで准みるに

皇帝陛下

徳は区中に被む り

威は海内に加 う

蘇賊尽く珍し

腸蜜来ること藤 し

三代の墜風を起し

百王の景示乍を延ぶ

夷夏志を同くし

遽遍願を斉くす

恭惟 恭しく惟みるに

河水清於千年315河 水千年に清み

嵩山呼於万歳316嵩 山万歳を呼ぶ

106



下情無任 下情は任(た)え ず

祝頒屏営之至317祝 順すること屏営の至 り

(現代語訳)

伏して思 うには、皇帝陛下、人徳 と威厳は国中に満ち、反逆者はみな平定され、次々と帰順 してく

る。かつての聖代の荒廃 した風俗を建て直し、帝位は引き継がれた。遠近を問わず、一同は志 と願

いを同じくする。恭 しく思 う。黄河が千年に一度清くな り、嵩山が万歳を叫ぶような瑞兆が起 こっ

ている。恐縮ではござますが、お祝いを申し上げる次第です。

五つの対句からなる四六文で、決ま り文句のお世辞が多いが、 「起三代之墜風、延百王

之景Y乍」とい う表現は特 に注 目すべきである。中国で 「三代」とい うときに、一般 的に尭

舜萬の時代 を指すことが多 く、儒学では理想的な治世 を意味 している。中世 日本でも天皇

を尭舜にたとえるのは一般的な賛辞 としてよく用い られていた。尭舜のよ うな聖王だとい

う一般的な修辞 を使わずに、一且墜 ちた風を起 こした と書いたのは、混乱に終止符 を打っ

たとい うことを強調 したためであろ う。一方、下句 の百王は上句 の三代 に対応す る言い方

であるが、中国での使い方 と日本 とでは違いがある。中国では無限定多数 の王 とい う意味

で、古典の随所に散見す るありふれた文字である。一方 日本ではそれ が伝 わった当初は中

国と同 じよ うに、多い とい う意味で理解 されていたが、やがて、時代思潮 の厭世的神秘的

傾向、ことには末世観 と結んで、百を限定の意味 とする理解や、あるいは百王を百代 と限

定 しなくても、とにか く尽きることある有 限で とる、 「百王思想」 と呼ばれ る特殊 な観念

が生まれてきたのである318。中巌 がどち らの意味で使 っているかはこれだけでは判断 しに

くい。中巌の語学力か ら見て、中国語の意味を当然知っていただろ う。また、三代、河水、

嵩山などいずれ も中国の故事 を引用 していることか ら見て、中国での使い方、歴代 とい う

意味で使 った可能性は大 と思われ る。しか も、百王の景柞 を延ぶ とい う表現か らみると尽

きることではなく、やは り続 くことのほ うを強調 していると取ったほ うが 自然であろ う。

かつて後醍醐政権 を革命政権 として考 え、後醍醐に徳の具備 などの儒学的な内容 を望んで

いたのと違い、中巌 はここで光厳天皇を継続する(こ れか らも継続 していくであろ う)天

皇の系譜 に位置づけることによってその正 当性 を説明 してい る。

このように、代筆二通の内容 を読み比べると、足利政権を革命政権 として是認す ると同

時に、北朝の天皇の存在をも認 めてい るのである。しか も、両者 の呼び方のみな らず、権

力のよ りどころをも区別 しているのである。儒学思想 を唱える一方で、日本社会の実情に

あわせた調整 と言えよ う。日本 にある天皇 とい う存在 を一体 どう解釈すればいいか、この

後 も中巌 は大胆な試みを続 ける。次項で取 り上げる 『日本書』の撰述である。

二 『日本書』

第一章でも述べたよ うに、一三三九年冬、大友氏が開いてくれた吉祥寺の住持就任式で、

中巌 は東 明に嗣法せず、留学時代師事 した東陽の法を継 ぐことを表明 した。それをきっか

けに、宏智派 から強 く反発 され、迫害 さえ受 けるよ うになった。そのため、一三四〇年 か

ら一三四一年 までの二年間、彼は鎌倉藤谷山崇福庵 で蟄居 をさせ られた。この蟄居の問の

詩作の多 くはその孤独 な心情 を歌 うもので、随筆集 『藤陰項細集』もその心 を紛 らすため

に読んだ中国詩文の抜粋 を中心に構成 されている。一見政治から縁遠い生活 をしているよ

うだが、実はっねに時勢を敏感 に観察 していること、政治への関心を依然 として持 ち続 け

いてい ることは 『日本書』の撰述か ら窺える。
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大陸文化の総輸入元 ともい える禅宗社会では、総 じて 日本 の文化に関心が薄い とされて

い る。歴史について見ても、『漢書』『史記』な どの中国の史書 と比較す ると、日本史につ

いての関心は総 じて低い。そ うした中で、一山一寧の質問がきっかけで、最初 の 日本僧伝

である 『元亨釈書』を表 したのは虎関師錬 である。それに対 して、禅僧で始めて 日本の歴

史書を著 したのは中巌 で、唯一でもあった。 しか し、中国よ りも日本 の方が 「醇」である

とす る一種の国粋思想 に貫かれている虎 関師錬の 『元亨釈書』が後に朝廷の勅 によって集

められた欽定の大蔵経に入蔵 したのに比べて、中巌 の歴史著述である 『日本書』は全 く違

う運命を辿 っている。同書にある天皇起源説関係の記事のため、破 られて、世に行 われな

くなったのである319。そのため、その本文は今 日伝わっていない。 しか し、天皇起源説 の

内容 は言い伝 えられている。桃源瑞仙(一 四三〇～一四八九)の 書いた 『史記抄』の周本

紀には次のよ うな一文がある。 「中巌の 日本紀 を撰セラ レタルニ、国常立尊 ト云ハ、呉太

伯 ノ后喬 ヂャナ ン ドト云ハ合 ワザル事 ゾ。中巌 ホ ドノ人ヂャガ ウツクシウクシ ウモ合 ワザ

ル事 ヲヲセ ラレタゾ」320と。桃源には批判 されているが、中巌 が 『日本書』で 日本 の天皇

の祖先(国 常立尊)を 中国の呉太伯の後iiで あると説いたることが分かる。

倭人を呉太伯の後喬 とす る説その ものは、既に先学 によって指摘 されているように、中

巌の独創 ではなく、日本人がそのよ うに 自称 した多 くの中国の史書 に見 られ、中国では広

く知 られていた話 である321。

呉太伯は孔子が 「泰伯 は其れ至徳 と謂 うべきのみ」 と激賞 した賢人 として、『史記』や

『漢書』にその伝があ り、中国では有名 な歴史人物である。彼は周の太王の長子であった

が、弟季歴に継がせん とする父古公IQ父 の意を汲んで荊蛮の呉に逃げ、現地の風俗 に従い、

文身鯨面 し、呉の始祖 となった とされている322。中国にいる 日本人(倭 人)が 自らを呉太

伯の後窩 とした理 由は、一つはおそ らく諸書で共通 して指摘 してい る文身 とい う共通 した

風俗 か ら連想 した ものであろ う。また、呉太伯 は中国で評価が高い人物であることか ら、

自らをその後喬 と称することによって、自らを中国 と同格に位置づけよ うとす る 目的もあ

ったのだろ う。

この太伯の後喬説は中国だけではなく、日本で も知 られていたのである。しかも、天皇

家の祖神 と結びつけて説かれていたこともあった。かつて、平安時代の 『日本書紀』の講

義の記録 である 『日本書紀私記』に、天皇家の姓 を 「姫」氏 とし、紀氏 とともに呉太伯の

後喬であ り、祖神が天照大神 であるとい う記述があるのがその一例 である323。その 目的は

おそ らく、講義担当者の紀氏が、自らと天皇 との共通性 を強調す ることで、地位の確保 に

有益 であると考 えたためであろ う。324。また、『日本書』 より三年前に北畠親房によって

記 された 『神皇正統記』には 「胃朝の一書の中に、日本 は呉の太伯が後也 と云 う」といえ

り、返々あた らぬことな り。(後 略)」 とあるのが注 目に値する。神国思想 の持 ち主である

親房 の立場か ら見て呉太伯後喬説が当然許容 できないことである。

では、中巌はなぜ、呉太伯後喬説 を唱えたのだろ うか。しかも中国の史書で 日本人は太

伯の後喬 であると漠然 とした内容 を325、国常立尊は呉太伯の後喬であると明確 にさせたの

だろうか。中巌 が呉太伯後ii説 を唱えた理由については、上野武氏は以下の三点か ら説 明

してい る。①古代以来の天皇の権威が動揺 していた時代的背景のなかで、怪力乱神 を語 ら

ない ことをモ ッ トー とす る儒教的合理主義 の信奉者 だった中巌は、『日本書紀』の神代 の

荒唐無稽 さを肯定できなかった。② コスモポ リタンだった中巌は 日本を神 国とす る 日本優

越思想を批判す るため、皇祖太伯説 を導入 した。③ 日本 と呉の近 さ、交通の多 さを身 をも

って知っていた中巌 には、文化人類学的発想があった と思われ る。以上の三っである326。

日本 の歴史の始ま りを神に求 めるのではなく、太伯 とい う人間に求めたことを高 く評価す

る立場か らの発言 と思われる。しか し、中巌の思想 を近代主義的に解釈 しすぎている嫌い
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がある。三つ 目の中日交流の歴史に興味があったことは確かである。それ は同時期執筆 の

『藤陰項細集』に関連記事の抜粋 が多 く残 っていることからも裏付 けられる。しか し、一

つ 目の 『日本書紀』の神代 の荒唐無稽 さを肯定できなかったとい うのは、現存す る内容 だ

けでは断定できない。国常立尊の祖 を太伯 に求めているのは、む しろ国常立尊の存在、ひ

いては 『日本書紀』の神代の話 しを認 めているとも取れる。ここで、中巌が 目指 したのは

「怪力乱神 を語 らない」純儒教的なものではな く、む しろ 「神」 と 「儒」を融合す る 「神

儒」融合 的なものだったのではないだろ うか。

国常立尊は 『日本書紀』において天地生成 とともに出現 した神である。宇宙の中心の神

となっているが、これ といった神話等は見 られない。それが重要視 されは じめたのは、鎌

倉末期のことである。伊勢外宮豊受大神 とは じつ は国常立尊の別名であ り、天之御 中主神

である、とい う主張が、外宮神官 を代々務めていた度会家により打ち出され、教義の整備

がな されていった。この神道思想 は、いわゆる神道五部書の成立 とともに、「外宮神道(も

しくは伊勢神道、度会神道)」 として確立す る。そ して、 この外宮神道の思想 は公卿層 に

対 して甚大な影響 を与えた。中で も、先 に触れた 『日本書』よ り二年前に成立 した北畠親

房の『神皇正統記』で、国常立尊が最高神 として奉 じられていることは著名 な事実である。

このように、中巌 は自分の著書の中で、国常立尊 を取 り上げているのは、決 して偶然で

はな く、当時の思想界の動 向に敏感 に反応 した もの と思われる。太伯後喬説に反対す る親

房の唱 える最高神 を太伯の後喬 とする ところを見 ると、『神皇正統記』への対抗を意図 し

ていた可能性 さえ推測 される。要す るに、天皇をどの ように位置づけるべきか とい うこと

は、南朝の親房だけではな く、北朝の人間たちにとっても考えなければな らない ことであ

った。後醍醐 と戦 うために、尊氏はやは り持 明院統の天皇を立て ることによって、自らの

立場 を官軍 にす る必要があった327。た しかに、天皇の存在 については、それ を完全に否定

して しまお うとい う態度は武士の問にはあった。た とえば、『太平記』には高師直が、「王

がどうしても必要な ら木でも金 でも作 って飾 っておけ、本物は追放 して しまえ」と放言 し

たとい う有名 が話 がある。また、一三四〇年十.月に、佐 々木道誉父子が妙法院宮亮性法親

王の御所 を焼き討 ち した り、さらに一三 四二年九.月に、土岐頼遠が光厳上皇の乗輿に矢を

射掛 けるよ うな事件 もあった。 しか し、道誉父子は流罪、頼遠が斬首 されたことが端的に

示 しているよ うに、天皇家の権威 はまだ多 くの人々が認めるものだった。前項で述べたよ

うに、中巌 もすでに天皇 と将軍の権力の源泉 を分けて考 えるように方向調整 した。この『日

本書』の記述もそのような考 え方の理論的整理であったのではないか と思われ る。つま り、

天皇家の祖神 を徳 のある呉太伯 に求めることによって、天皇家の存在理 由を 「徳」に求め

ると同時に、その継承性 ・存続性 をも認 めているのである。

この 『日本書』の成立後の評価については、従来の研究では、マイナス的な評価 が指摘

されている。前記桃源瑞仙 の 「不合事ヲオセ ラレタソ」とい う意見は、その代表的なもの

である。しか し、桃源 の生きていた時代は中巌の時代からかな り隔たってお り、同時代の

証言ではない。

それに対 して、中巌の学芸上の弟子にあたる義堂周信(一 三二五～一三八八)の 次の記

述が当時の評価 を知 る上で貴重であると思 う。一三六七年冬中巌が五山第一の建長寺 に出

住す る時に、鎌倉瑞泉院主兼 円覚寺黄梅院主の夢窓派の重要人物である義堂は公の文書で

ある諸山疏 を撰 した。そのなかで、中巌 の業績の一つ として、清規 を行 うことと共に、『日

本書』撰述 を挙げ、「修国史分、知我春秋、罪我春秋」(国史を書いた。我 を評価す るのも、

非難す るのも、みなそのためだ。)と 評価 している。 ここで言 う国史は 『日本書』を指 し

ている。 「知我春秋、罪我春秋」 とは、『孟子』 「縢文公」下で、孔子の言葉 として引用 さ

れてい る 「知我者 、其惟春秋乎、罪我者、其 唯春秋乎」(我 を知 る者 は、ただ 『春秋』の
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ためであろ うか、我 を罪する者 も、『春秋』のためであろ うか)に 基づ く表現 だと思われ

る。孔子の言葉は、私を理解 してくれ る人は、きっ と 『春秋』を作ったのは 「邪説暴行」

をな くすためであることを知 るだろ う。また、理解 してくれない人は、一庶民が本来天子

の行 うべき賞罰 を文字をもって下すことを、暦越な行為 として非難するだろ うとい う意味

である328。『春秋』が後に儒家の聖典 とされ るこ とか ら考 えれば、義堂が 『日本書』を 『春

秋』に讐えること自体、それ を高 く評価 していることの表れである。つま り、義堂は 「知

我者」になる329。『日本書』の最大の特徴が 「太伯後喬説」 とい う天皇起源説である とす

れば、義堂もその説 に賛同した と考 えてよい。前述のよ うに、この後喬説 には中国を 日本

よ りも上位 とす る考 え方、 と同時に天皇家の地位 を否定せずに、む しろ 「有徳者 の後代」

とい う立場か ら肯定 している考え方が含 まれている とすれば、義堂がそれに賛同 している

のは、当時、またその後の思想界の動向を理解する上で重要な参考になる。

義堂は義満 のブ レーンであ り、精神 的指導者 であった ことはよく知 られてい る。だとす

れば、義堂の思想傾 向は義満の行動 を理解す る上で参考にもなると思 う。義満 に皇位纂奪

計画があった とす るいわゆる義満皇位纂奪説 が最近多 くの研究者 の支持を得ている330。一

方でそれを慎重に見 るべ きだとい う研究もある331。筆者 は後者の説に同感 を覚 える。その

根拠 の一つは、中巌 の思想を分析す ることによって明 らかになった義堂の思想 の傾 向であ

る。天皇 と将軍の両立 を認 める思想 に義堂 も同調 していた とすれば、それ を義満に教 えた

可能性は想像 できる。また、義満 と中国の関係 は、明に臣下の礼をとり、さらに国王 と自

称 した ことが有名 である。なぜ、そのよ うな行動をとったのだろ うか。政治的経済的打算

があったのは無論 であるが、その周囲では、義堂の ように、中国を上に仰 ぐ価値観(天 皇

の祖先を中国に求めることか ら容易に推測 され る)を 持つ人が多 くいたことも関係 してい

る。

しか し、時代がたつ につれ、明への臣服 を潔い としない思想が政治の社会で主流 となっ

てくる と、『日本書』にある 「太伯後喬説」の重層的構造が顧み られなくな り、桃源の時

代にはついに批判 される対象 にな り、そのため書物 まで破 られて行われな くなったのでは

ないだろ うか。

三 『文明軒雑談』

戦乱や蟄居 の時代 をへて、文和元年(一 三五二年)ご ろか ら五十歳 を超 えた中巌 に転機

が来た。この年、利根吉祥寺が御願寺にな り、翌文和二年の一年間に乾明万寿寺、相模万

寿寺、豊後万寿寺、と五山派の寺三ヶ所でつづけて住持をつ とめた332。以降、五 山官寺制

度の下で活躍 してい くのである。従来、中巌 はこの時期か ら、宗教界での出世に反 し、そ

の政治参与姿勢については、む しろ消極的になった と言われてきた。しか し、五 山出住後

長年 にわたって書き継 がれた 『文明軒雑談』(以下 『雑談』と略す)の 内容 を検討す ると、

中巌 は晩年まで儒学的政治思想 を抱き続 けていた ことが分かる。

現存の 『雑談』は東大史料編纂所本 も法常寺本 も首尾 ともに欠けていて、七七段 しか残

っていない。その体裁は雑談 とい う題名か らも分かるよ うに、随筆集であ り、中国の史書

をは じめ、詩文集な ど多 くの書物か らの抜書 きか らなっている。幾つかの抜書 きで一ま と

ま りをな しているが、全体的に一つのテーマに沿って書いているものではない。抜書 きの

問には年次順 に身辺の事 を記 している記事 もある。文明軒 とは中巌の居所妙喜世界の中の

寮舎である333。妙喜世界は一度万寿寺か ら建仁 寺へ と移転 されているが、文明軒は万寿寺

時代か らあったか どうかは明 らかではない。現存部分は建仁寺移転以降の記事のみか らな

ってい る。妙喜世界の命名 については蔭木氏 も指摘 してい るよ うに、大慧宗果の法号で、
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もともと 『維摩経』第十一章菩薩行 品に出て くる仏国土の名前である334。この命名 にはこ

の妙喜世界を中巌 自らが嗣法 した大慧派の宗旨を発揚す る根拠地 に しようとい う考えが

含まれていると見てよいだろ う。では、文明軒は何 を意味 してい るのだろ うか。ここで想

起 され るのは、かつて 『中正子』 「革解篇」で繰 り返 し強調 していた 「以文明之才、除繊

濁之悪。不亦革乎。」(文 明の才をもって薇濁の悪 を除 くのは、また革である)と い う革卦

内卦 の卦徳である文明の意味である。文明の才をもって薇濁の悪を批判することこそ、こ

の 『雑談』の執筆の動機 と目的ではないか と推測 され る。なお、儒教的政治論 は大慧禅 に

含まれ るとい う認識はその住居 の命名か ら窺 える。

実際 『雑談』の内容 を読んでい くと、政治家乃至官僚の話が多 く含 まれている。『新集』

の番号に従 うと、三七七(趙 普、賄賂 関連)、 三七八(賦 入)、 三八〇 ・三八一(元 の丞相

伯顔 、徳 のある宰相)、 三八二(劉 抗 と趙御史)、 三八五(六 角氏)、 三八八 ・三八九(元

文宗)、 四〇二 ・四〇三 ・四〇四 ・四〇五 ・四一〇 ・四一一(財 政 関係)(貨 幣政策関係)

四〇九(客 と時事を論 じる)、 四一三 ・四一 四 ・四一五(文 章 と政治の関係)、 四一七(経

済関係、交子の話)、 四一九 ・四二〇 ・四ニー ・四二二(転 運史)、 四三〇 ・四三一(中 国

の北朝の皇帝)、 四三三 ・四三四(天 龍寺の火事)、 四三五 ・四三六(宋 太祖)、 四三七 ・

四三八(宋 太宗)、 四三九(二 条良基)の 各条がそれになる。中国関連の話がほとんどで

あることか らみて、中巌 は若い時 と同 じように依然 として中国のこ とを模範あるいは鑑 と

して考えている。ただ、随筆集であるため、かつての 『中正子』などと違い、理念的な議

論は少な くなってい る。これ は、建武政権下や足利政権初期の時期 と比べ、十四世紀六〇

年代以降の 日本は、まだ地方で戦は続いてい るところもあるが、王権 については北朝、幕

府内部では足利義詮の優勢が確立 してきている。政権の正 当化 とい うよ うな議論 を必要 と

す る時代 ではなくなった。かわ りに 『中正子』執筆時に詳 しく取 り上げることのなかった

「徳治」の具体的な内容が関心事になったか らではないか と思われる。

具体的にみると、『雑談』の記事で最 も多いのは財政 関係(貨 幣関連、清廉政治 を含む)

の記事である。このよ うな記事が 目立つ ことには、蔭木英雄 も注 目し、政治的関心が続 い

ていることの現れだと見てい る335。ただ、その理 由については、蔭木 はい ささか古い資料

で残念だがとい う断 り書 きの上、『建武記』 と 『建武式 目』の通貨改革や倹約奨励 の規定

を出 し、現実政治ではそれが守 られていないか ら、中巌がそれに対す る自己の見解 を述べ

たのだろ うとしてい る。たしかに、贅沢な風潮が流行 ってい る現実に不満 を感 じ、それを

戒めたい とい う気持ちから、中巌 はかかる抜書きを多 く残 した とい う点では、筆者 も蔭木

と同 じ見解である。と同時に、一般的風潮への戒めとい うよ り、中巌 の身近にその ような

人がい るか ら、かな り切実 さを持 って書かれた可能性の高い ことを指摘 したい。元来、中

巌 と政治権力の付 き合いで、特に大友氏が注 目されてきたが、官寺出住以降、その交渉の

範囲はよ り広 くなっていたこともこれか らもっ と注 目す る必要がある と思 う。鎌倉五 山在

住時上杉氏 と交流があった ことにっいては第一章で述べたが、『雑談』の執筆期に、中巌

と特 に交渉が深かった武士 とい うと、ば さら大名 として名高い佐 々木道誉一族だった。

佐 々木氏 との交渉は一三六二年建仁寺住持 中か ら始まる。同年九月二十八 日に中巌 は蘭

洲良芳主催の京極秀詮 ・氏詮(二 人 とも導誉の孫)の 供養に招かれて拮香 を行 ったのであ

る336。蘭洲は、その前年一三六一年 に南朝軍が京都に乱入 し、足利義詮が近江に逃れた際、

蘭洲 は四歳の義満 を建仁寺に匿い、捜索を逃れた ことで有名である。 中巌 よ り五歳下で、

まだ官寺出住 の経験がないので、中巌 のほ うが先輩になるわけだが、龍 山のもとで後堂首

座 を務めたことがあ り、夢窓派 とも近い関係 にあることか ら、中巌 とも親 しい関係 にあっ

たと思われ る。かれ に頼まれた拮香が中巌 と京極氏 との交渉のきっかけとなったよ うであ

る。そ して、一二月に中巌 が建仁寺を退いた後、近江に下 り、金剛寺で年 を越 した。同寺
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は佐 々木氏頼が夢窓 を開山として建立 した寺である。中巌の訪問は夢窓派の人たち と近い

関係 にあるか ら実現できたのだろ う。さらに、翌一三六四年 に甲良候 こと当時禅律方頭人

である佐 々木道誉の外護 を得て、杣荘(滋 賀県 甲賀郡 甲南町)で 龍興寺を創建 した337。以

降、示寂まで龍興寺は建仁寺の妙喜世界 と並んで中巌の居所 となっていた。しかも、主に

ここを中心 に佐々木一族 と交渉を展開 していた。現在、その具体的な交渉は主に以下のこ

とが確認 される。一三六五年二 月に甲良まで赴 き、道誉に面会 している(『 自歴譜』同年

条)。 一三六六年道誉 と氏頼(六 角)の 北征 のために祈祷を行った(『 自歴譜』同年条)。

そ して、貞治六年 甲良勝楽寺で行 われた道誉の葬式に出席 し、乗炬をおこなった338。その

内容 を読む と、「修身粛忠、立志猛烈、奉君,,.,,.、聴訟直決、於軍太勇健、挙世称豪傑、

屡策第一勲」(身 を修 め忠誠 を尽 くし決断力に優れ、猛烈な立志 を立て、君に奉仕す るこ

と一途である。裁判では迅速な判決 を下 し、戦では勇猛無敵で、世 に豪傑 と讃 え られ、第

一等 の勲章 を何度 も得た。)な どと道誉を讃える賛辞が並んでいるが、内心では、そのば

さら風情に必ず しも同調できない部分 も持っていたのではないか と思われ る。

もっとも、賄賂政治への反感、倹約すべきだなどとい う中巌の主張は正論であるに違い

ない。実際管領細川頼之 も(彼 が管領 に就任 してい るのは一三六八年か らで、中巌 の 『雑

談』執筆時期 と重なる)ば さらと呼ばれ る華美 な社会風潮 を規制す る方針 を出 している。

しか し、社会風潮はそ う簡単には変わ らない。頼之の支持者である導誉がまさにば さらの

代表格であることか ら考 えても、そ う簡単にいかないことは想像 され る。中巌 もおそ らく

それ を認識 していたのだろう。若い時、僧侶 などが兵器 を手に しているのを憤激 し、天皇

にそれ らを 「珠す るよ うに」と上表 していた ときのよ うに激 しい言動を避 けるよ うになっ

た。ただ、中国の史実を引 くことによって、自らの主張を温和に表現す るよ うに変わった

のである。そのためか、『雑談』で 日本国内の事件 にはっき りと言及 してい る箇所は非常

に少 ない。わずか四三三、四三四、四三九(新 集の番号)の 三条だけである。以下、この

三条 を具体的に読む ことによって、晩年 の中巌の政治思想 の一端 を再現 したい。

(一)天 龍寺火事 と再建について

『雑談』四三三 と四三四条は一まとま りで貞治六年の天龍寺339の火事 とその再建 に関連

す る記事である。

四三三条

(原文)

貞治六丁未三月二十九 日乙巳、雲龍兄請数客、予亦陪席、食品七套後、茶果礼畢、撤案而帰、至洞

春前、一行人皆骸躍而指西山、遥望、則密布黒色雲煙無緋、須輿人僕奔走、以西郊失火、相告者如

織、諸者老皆帰、予独遥望嵯惜、至三更而條、明日午後、審知天龍h。 予以火実之淳。炎宋以火徳

王於天下、然其失性則徳浴而実、天聖年間、寿寧観実、張知白言、五行志、宮室盛則有火実、請 自

今罷不急営造以答天戒、上納其言、加之知制諾程琳上疏、請罷

(現代語訳)

一三六七年三月二十九 日、月蓬円見が客を招待 し、私も陪席した。料理七品の後、喫茶の儀式を行

った。そこで宴会が終わり、洞春庵の前まで来た時に、一行はみんな驚いて西山のほうを指 さした。

遥か遠くを見れば、黒いものが空に立ち込め、雲か煙か区別がつかない。 しばらくすると、人が多

く行き来し、西のほうの郊外で火事が起きたと教えあ う。諸老師は皆帰ったが、私だけが遠 くを眺

め惜しみ嘆いていた。夜中になって初めて眠りについた。翌三十 日午後、天龍寺の火事のことを詳

しく知った。私はかつての火事の鑑みを知っている。趙宋は火徳とい う徳運で天下を取った。だか
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ら、間違いを犯した時には徳があふれて火事になる。天聖年間、寿寧観が火事になった時、(宰相)

張知白は、「『五行志』によると、土木工事が盛んだと火事が起る。再建を急がずに、天の戒めに応

えるように」と言った。仁宗皇帝は其の諌言を入れた。また、知制諾程琳も上疏 し、(再建)を 止め

るよう願った(こ とがある)。

『自歴譜』の記述は一三六八年二月までが中巌 自身が編んだもので、それ以降は弟子が

補った ものである。弟子の補足は同秋 の建長寺出住か らは じまってお り、火事のあった三

月については、記述がない。ただ、妙喜世界を建仁寺に移転 して以降、そこが中巌 の居所

として定着 したようで、特別記述がない場合は妙喜世界にいると考 えてよい。この時も妙

喜世界にいた中巌 が同 じ建仁寺内にある雲龍 蕎で催 された宴会に招かれたのである。宴会

の主催者雲龍兄は月蓬円見340のことで、同月五 日に建仁寺の住持を退いたばか りである。

後年月蓬は後事 を中巌 に託 した ことか ら分かるよ うに中巌 と親交がある人物である。その

主催 した宴会に出席 したあ と、中巌は雲龍蕎 を出で、同寺内の洞春蕎前に来たとき、西山

の火事に気づいたのだ。それが天龍寺の火災だった と知ったのは翌 日であると中巌 が書い

ている。

この天龍寺の火事は当時において大 きな事件であった。『愚管記』や 『後愚昧記』に記

録 されているだけではな く、『太平記』巻 四〇にも取 り上げ られている341。また、立場 に

よって異なる見解 を示 してい る。南朝に同情的な 『太平記』の作者は火事の原 因を 「毎度

天下の凶事 にて、先規皆不快 の由」と廷臣たちが反対 してい るのに もかかわ らず、御光厳

院が中殿御会を強引に復興 した ことに求めている。近衛道嗣の 『愚管記』では 「申斜天龍

寺炎上云々」とあるだけで、批評 は していない。三条公忠(一 三二四～一三八三)の 『後

愚昧記』では、前回の火事の後の再建 に五、六年 もかけたのに、また焼失 して しまったの

で、 「言語道断」 と非難 している。前回の火事 とは一三五八年正月に起きた火事のことを

指 しているのだろう。公忠は後光厳天皇の外戚であ り、一三六二年一二月三九歳で内大臣

を辞 し従一位 に昇 り、以後散位 のまま一三八三年六〇歳 で残 した とい う経歴か らみれば、

この時期政治の中枢部から疎外 されていた立場 にある。足利政権 の保護の下にあった天龍

寺の火事についても、公家の立場か ら冷やや かな眼差 しを向けていたよ うである。

これ らの記事 と比べ、中巌 の記述は、火事の様子 を遠望ではあるが、よりリアル かつ詳

細に描いているだけではな く、善後策な どについて も意見を述べてい る。夢窓派 と緊密 な

関係 にあ り、天龍寺 に長期間住んだ ことがあるだけに、 「遥望嵯惜、至三更而腺」 とある

記述か らわかるように、火事 を目撃 した中巌が夜 中まで眠れずに残念がっていたのである。

善後策については、中巌 は宋 の天聖年 間(一 〇二三～一〇三二)寿 寧観の火事があった時

の方法を、今回の火事の対処のモデルに しよ うとして、挙げている。再建(営 造)は 急 が

ないほ うがいい。度重なる火事は政権 の失徳の表れ として受け止 める必要があるとい う立

場である。具体的に後光厳の中殿御会 とを結びイ寸けていないが、失徳 の表れ として火事を

捕 らえているのは 『太平記』の作者 の意見 と意外 にも共通す る部分を有 してい る。もちろ

ん、両者 の根拠は違 う。『太平記』の作者 は 日本の先例 を引き合いに出しているのに対 し

て、中巌 は中国の史書に立論の根拠を置いている。 しかも、『太平記』の作者 の意見が後

からの評価であるのに対 して、中巌の意見は夢窓派中枢部 に届 き、その善後策 に影響 を及

ぼしうる立場にあった点 も異なる。

天龍寺は、一三三九年、後嵯峨天皇の亀山離宮のあった場所 に、足利尊氏が、夢窓の提

言に従い、後醍醐天皇の菩提を弔 うため建立 された禅寺である。開山夢窓亡き後 も夢窓の

塔所雲居庵があることなどか ら、夢窓派の拠点であ りつづ けた。火事後、前任 の住持はす

ぐに退院 し、春屋妙芭が後任に任命 された。春屋は龍漱周沢 とともに夢窓なき後の夢窓派
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の統率に当たっていたが、この火事の後始末の責任 を引き受けたのである。春屋 と中巌 は

近い関係 にあったことは第一章第二節で考察 した とお りである。また、龍漱(一 三〇八～
一三八人)は この時中巌 のいる建仁寺の住持である342

。よって、再建 に関す る中巌 の意見

は単なる傍観者の感想 にとどま らず、夢窓派 中枢部 に伝 わる可能性の大 きい ものだった と

思われ る。実際、中巌の意見は公の場で表明 され、しかも、ある程度注 目されていたこと

は、続 く四三四条で人の質問に答 える形で、議論をさらに進めていることか ら窺える。

(原文)

或問、程琳上疏事、有拠乎、日、仁宗時、大内火、延播入殿、詔草臣直言閾失、先是、百官農朝而

宮門不開。輔臣請対、帝御操震門、追班百官拝棲下、宰相呂夷簡独不拝、帝使問其故、日、宮庭有

変、華臣願一望清光。帝挙簾見之、夷簡乃拝。時宙者置獄治火事、得縫人火斗、已証服、下開封府、

使具獄。灌知府事程琳、緋其不然、乃命工図其火所経処、且言、後宮人多、此殆天災、不可以罪人。

(現代語訳)

或る人か ら質問された。程琳が上疏 したことについて、典拠はあるか と。次のように応えた。仁宗

の時、内裏で火事があり、殿上まで延焼 した。皇帝は群臣に自らの過ちを遠慮なく指摘するように

詔書を下した。このことに先立ち、百官が皇帝に朝見しに来たのに、宮門は開かなかった。輔弼の

臣は皇帝への上奏を願ったので、仁宗は都の北門である操震門にお越 しにな りなった。百官は順次

棲下で礼拝したが、宰相の呂夷簡だけは礼拝 しなかった。仁宗はそのわけを尋ねたが、呂夷簡は 「宮

廷で異変が起きたので、われわれ臣下たちは、お顔を直に拝見したいと言った。仁宗は簾を挙げ、

お顔を見せたので、夷簡は直ちに礼拝 した。お りしも、宙官がこの火事の取調べを行っている。裁

縫のアイロンを見つけたので、訊問して罪を認めさせた。司法機関である開封府の牢屋に入れ させ

た。灌知府事である程琳はそれが間違いであることを知 り、技師に火事の延焼の経路を書かせ、次

のように進言した。後宮には人が多く、今度の火事は天災であ り、人を罰してはいけないと。

前条で触れた程琳上疏 の話 しの根拠について、人 に聞かれた ようである。これ は同時に挙

げられている張知 白の諌言については 『宋史』に載 ってお り343、比較的有名なことである

のに対 して、程琳上疏については、『宋史』にはその記述が見えないからであろ う。 もち

ろん、それは中巌 の作 り話ではない。 中巌 の記述 と文字の異同はあるが、『続資治通鑑長

編』には関係記述が見 られる344。南宋 ・李Aの 『続資治通鑑長編』は現在北宋史を学習す

る上で、基本的な史料の一つ とされているが、室町時代 の 日本ではそれほ ど流布 していな

かった よ うである345。よって、程琳上疏 の話 も一般の禅僧 の知識外 にあったのだろ う。し

かし、四三四条の内容は表現まで 『続資治通鑑長編』の記述 と共通す るところが多いこと

や、中巌はそれを読んだであろ うことは少 し後の四三七条な どによっても推測 され る346の

で、程琳上疏の話の典拠 をひとまず 『続資治通鑑長編』と考えよう347。当時において、中

国に関する知識の該博 さでは、中巌 が突出 していることの もう一つの例 といえよ う。

ただ、ここで、中巌 がこの出典 を挙げているのは 自分の博学を顕示するがためではな く、

文末の一句 「此は殆 ど天災,以 って人 を罪す可か らず。」にこそその真意があると思われ

る。つま り、中巌 は復興 には賛成 しない ものの、『太平記』の作者や三条公忠 と違 い、天

龍寺関係者 を弁護す る立場 を改めて表 しているのである。しか し、その後の天龍寺の復興

は、中巌の意見 とは違 った展開を辿 ってい く。四月二 日には さっそ く将軍義詮が焼け跡 を

検分 し(『師守記』同 日条)、 四月ニー 日に北朝は義詮 をして天龍寺 を造営せ しめ、春屋妙

芭を大勧進職 に任 じ、八月十人 日には さっそ く造営事始めが行われた。幕府 と春屋 の主導

のもとで再建 が急 ピッチで行われていったのである。当時五山のなかで、足利幕府 自身が

開いた寺は天龍寺のみで、その創建当時か ら山門な どか ら強い反発 を受 けたことが端的に
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示 しているよ うに、その存在は幕府 の禅宗保護政策のシンボル的存在であった348。一方夢

窓派 としては夢窓国師の塔所があ り、臨川寺 とな らんで、自派のもっ とも重要な拠 点の一

つであった。幕府 としても、夢窓派 としても再建 しないはずがなかった。しか も、この時、

高麗使が倭IL禁 圧 を求め、たまたま来朝 していた。春屋は幕府 の命 を受けて、彼 らを天龍

寺雲居庵 に館せ しめ、厚 く待遇 したのである。後に朝廷が この要求に返事 を出 さない と決

めたのに対 して、幕府 は春屋を して返書 をしたためさせてい る349。春屋がは じめて国家外

交にかかわった事件であると同時に、外交権が朝廷から幕府へ と代わっていくきっかけと

なった事件でもあった。その最中に火事があったわけで、(使 者たちの泊まっていた雲居

庵 は火 事か ら免れている)、 体裁上 も必要上 も放置 してお くわけにはいかなか っただろ

う35°。この ように見ると、中国の史書に根拠 をもとめ再建 を急がなくてもよい とい う中巌

の意見は、一理あるとしても、受 け入れ られる可能性 はなかったのである。

もちろん、その提言は好意 のものであったため、夢窓派の意見 と違 うからといって、中

巌がそれにより五山派の中枢部か ら外れることはなかった。同年十月には五 山第一の建長

寺の住持職 に任命 されるな ど、大僧 の地位は揺 るぐことはなかった。

(二)二 条良基 との関係

『雑談』四三九条 には中巌 が北朝の重臣二条良基(一 三二〇一一三八八)の ために書き

与 えた一文が収録 されている。『自歴譜』 によるとこれ は一三六八年 に書いたものである

ことが分かる。長文ではあるが、いままでほ とん ど研究 されたことがないので、全文 を以

下に引用す る。

(原文)

二條関白藤丞相殿下、池中有龍見焉、賜書イ卑作記、其命惟重、弗敢固辞、A製 文云、

龍之為神也、固不可測　。昔者董父、甚好龍、能求其嗜欲以飲食之、龍多帰之、乃以蓄龍之能服事

帝舜。舜賜之姓日董、而氏日祭龍。封諸醒川、及有夏少康九世之後日孔甲、其徳能順於天、天帝賜

之乗龍、干河干漢、各二、各有雌雄、孔甲不能食、而未獲炎龍氏也。帝尭之后有劉累、学擾龍干炎

龍氏、於是以事孔甲。能飲食之、孔甲嘉之、賜氏日御龍、龍一雌死、潜醜之以食夏后。甚美、既而

又求之、御龍氏催而遷干魯縣。晋萢氏其后也、凡龍非久屈為人用、一得雲雨、終非池中物也。

二條殿下園池、與神泉通、其所蘇来也久　。繋門池(地)家 世、自有記焉、不復煩言。惟応安元年

秋、寄書於予、被求扁名也。且言、是歳有龍見干此池、予為 殿下所識、以聞天子、承詔朝見、山

林榮幸也、故不敢辞、..il以龍躍名其池焉。周易有之、乾之九四、或躍在淵、象日、進無各也。

或者過予云、今 殿下、左右 天子、而執万機之柄、吾子以在淵以隠然者敢比之 相公、可乎。予

笑而不答。数 日而復来、詰而難之至甚　。予不獲已、乃責而解之日、女不識字也與、然則焉能得識

易経深奥之旨。昔有彰城劉牧者、謂在淵為藏、後儒駁之日、非経意也。夫龍得水、猶如人得時也、

何謂藏乎、初九之潜、乃在地下、故藏　、非在淵也。劉氏差為詩小雅魚潜在淵、所誤爾、如今易象

云、進無A也 、非以進為藏之謂耳、進則彰　、非藏也、藏則退　、非遂也。文言日、乾道乃革、是

卦之体、至四則下革為上也。 自復至臨、至泰至大壮、卦也。自子至丑、至寅至卯、辰也。四時之変、

至卯則寒革為喧　。体也時也、皆進而得時者也。故云、君子欲及時也。特云欲者、所謂 自試也。上

下之交、為危疑之地、故三属而四或之耳。以九四為 自試、何耶。是亦文言備焉。孔子日、上下無常、

非為邪也。進退無桓、非離塁也。君子進徳修業、欲及時也。又云、或躍在淵、自試也。所謂自試也、

進修徳業、以自試省其身可及時否、是則慎之至也。

又云、九四之小畜、以風畜陽気升也、不似以山為大畜也。然亦錐未遽亨通、終及其成、乃亦有亨理。

一陰以柔得位而五陽以剛応之、皆係其情、未克全制之、故為小畜。以二体観之、乾健巽伏、不敢激
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抗、其勢必通。二五君臣剛中、同心同徳而必行也。凡陰気閉塞而極、則陽蒸而成雨。密雲不雨者、

上行未至於極耳。自我西郊者、方起於此、未徹於彼而止、所畜小故爾。然亦日、尚往則知非不往也。

謂之未行、非終不行也、但未耳、以云未也、意在終行也。此封於天理、如此可見、在人事、以臣畜

君、亀鑑在焉。

(現代語訳)

関白二条良基殿下、池中に龍が現れたので、文章を作るようにとい う手紙をよこして くださった。

其の厳命をお断 りできず、次のように文章を作成した。

龍は神であるため、もともと図り知ることはできない。昔董父とい う人がいて、龍を大変好きであ

り、龍の好みが分か り飼育できるので、龍は多く彼のところへ行った。龍を飼育できるという能力

が評価され、帝舜に仕えた。舜は彼に董 とい う姓 とまた炎龍とい う氏を賜 り、醒川 とい う地方(今

の山西省聞喜県)を 封国として授けた。夏王朝六代の君主少康の九世後に、皇位についたのは孔甲

であった。その徳がよく天に従っているため、天帝は彼に龍に乗ることを許 した。龍は黄河 と漢水

に、雌雄一対ずつある。孔甲はその龍を飼育できず、また飼育できる炎龍氏も得 られなかった。帝

尭の後喬に劉累とい う人がいて、炎龍氏から龍を操 る方法を学んだため、この技術をもって孔甲に

仕えた。龍をよく飼育できたので、孔甲は褒美 として御龍 とい う氏を賜わった。雌の龍が一匹死ん

だので、御龍氏はそれを塩漬けにして、皇后に差し出した。とてもおい しかったので、皇后はまた

食べたいと申し出た。御龍氏は怖 くなって魯縣に移った。晋の萢氏は其の末喬である。凡そ龍は長

い間人に使われるものではない。一たび雲と雨を得れば、池にとじこめられなくなる。

二條殿の池は、神泉 と繋がってお り、その由来は古い。池や家柄の由緒については、別に文章があ

るので、ここでは詳 しく触れない。応安元年(一 三六八)秋 、二條良基殿が私に手紙を寄こし、扁

名を求められた。又、今年龍がこの池に現れたことを知らせた。私は殿に認められ、名前を天子の

耳に入れてもらい、詔を承け朝見したことは、(私個人だけではなく)禅林の名誉であった。よって、

殿の(扁 額の名をつけるようにとい う)命 令をお断りできない。そこで 「龍躍」とい う名 をつけた。

『周易』にその出典がある。乾の九四の交辞に、「或いは躍 りて淵にあり。」とある。『象伝』には 「進

んでよい」と説明されている。

或る者は、今二条殿は、天子の側近で、政務の中枢を担っている。あなたはあえて淵にいて隠れて

いるものを殿に讐えているのは、いいのですか、と私を責めた。私は笑 うだけで応答 しなかった。

数 日してから、その人がまた来てひ どく私を非難 したので、私はやむをえず、叱って説明した。君

は字を知らないのか。だった ら、どうして 『易経』の奥深い意味を理解できようか。昔は彰城劉牧

とい う人が、淵に在ることを藏れると理解 した。後の儒者は劉牧の説は 『易経』の意味ではない(間

違っている)と その意見を批判 した。龍が水を得るのは、人の時を得るのと同 じで、藏れるのでは

ない。初九の交辞にある潜むは、地下にいるのだから藏れる意味であるが、淵に在るのではない。

劉牧は多分 『詩経 ・小雅』にある 「魚は潜みて淵に在 り」とい う句があるので、(龍 と)間 違えたの

だろう。また 『易 ・象伝』に 「進んでよい」とあるが、これも進むを藏れるとい う意味では使って

ない。進めば 目立つのであり、藏れるのではない。藏れれば退くになるので、な し遂げることには

ならない。『文言』には、「乾の道は革である」とある。 これは卦体(卦 の形)を 言っているのであ

る。六交からなる卦では、四交か ら下卦から上卦になるのである。六交の うち、Xだ けが陽交で

ある卦は復卦である。復卦の二交が陰交から陽交に変わって、臨卦になる。臨卦の三交が陽交に変

わって泰卦になる。さらに泰卦の四交が陽交に変わって大壮卦になる。この変化の過程が、卦(の

革)で ある。子より丑にな り、寅になり卯 ・辰になるのは、四時の変化である。(一 日の うち)卯 に

なれば、寒さがおわって暖かくなる。卦体も四時も、皆な進めば時を得るのである。よって、君子

は時に及ぶを欲す、とい う。特に欲す と云うのは、自から試す意味である。上卦と下卦の交わると

ころは危ない立場にある。だから、交辞では三交はあや うく、四交はどっちにもつかず と言 うので

ある。九四を自ら試すとするのはなぜだろう。これも 『文言』に詳しい説明がある。『文言』には 「上
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へ行くか下へ行くか決まっていないが、邪ではない。進むか退くか一定 しないのは、仲間と離れ逼

塞するわけではない。君子が徳を進め修業するのは、時に及びたいためである。と、孔子が言った。」

とある。また、「或いは淵に躍るは、自か ら試すのである。」ともある。自から試す とい うのは、道

徳や技術を修め、自か ら試すことで自分が時に及ぶことができるか どうか判断するもので、よって、

これは究極の慎みである。

又た言 う。乾卦の九四が陰交に変化すれば小畜卦になる。(上卦の)風 で(下 卦)の 陽気気が升るの

を畜(と ど)め ている。(上卦の)山 で留める大畜 と違 う。それでも、まだ亨通するまで行かないが、

最終的には成就するとい う点では、亨るといえるのである。陰交(六 四)が正位を得て、上下の陽交

五交がこれに応 じる。みなその情であり、まだ完全に制したわけではないので、小畜 とい うわけで

ある。上卦と下卦の形を見れば、下卦の乾は健で、下卦の巽は伏で、激 しく衝突 しないため、その

勢いは必ず通る。二交と五交はともに剛交で 「中」を得て、同心同徳すれば必ず行われる。凡そ陰

気が上の通路を完全に塞ぐと、その下の陽が凝結して雨と成る。「濃い雲が沸き起こりつつ、まだ雨

が降らない」とい うのは、陽に未だ昇 り進む空間が残っているからである。「我が西郊よりする」と

い うのは、まだ陰が起こったばかりで、極限まで達していないため、留める力が不十分であること

を言 う。ただ、「なお往く」というのだから、行かないわけではないことが分かる。未だ行われない

とい うのは、終に行われない とい うわけではない。未だとい うだけである。未だ とい うのは、その

真意は最終的には行われることにある。天理におけるこの道理は、人事にも当てはまる。臣下が君

主(の 過失)を 留めれば、(直 ぐには無理であるが、)き っと(最 終的には)用 いてくれる時が来る

だろう。

内容に応 じて、四つの段落に分けてみた。第一段落ではまず、良基邸 で龍が見えたので、

中巌 に記 をつ くるよ うに書をよこしてきた、と文章執筆 のいきさつについて簡単に述べて

い る。第二段落では、中国における龍の伝説 を挙げている。上代 における龍 を蓄 う人祭龍

氏 と御龍氏 についての話 は、『左伝』や 『史記』に述べ られてお り351、中国では一般的に

知 られ るものであるが、日本では中巌のほかにまだ記述が見当た らない。中巌の記述 を『左

伝』 と 『史記』の関係箇所 と比較すれ ば、多少異同があるが、『左伝』の記述 に近い。そ

の理 由はおそ らく、『史記』の記述よ りも、龍の出現のめでた さが記 され る 『左伝』の記

述のほ うが、中巌の意図に叶ってい るからであろ う。つま り、龍がその徳 が天に従ってい

る孔甲の ところに現れたとい うことが、す なわち、良基の庭に龍が出現 した ことのは、良

基の徳の表れだとい うことの根拠になるのである。そ して、この故事の提示のも う一つの

目的は、 「凡龍非久屈為人用、一得雲雨、終非池中物也」 とい う議論 を導き出すためであ

る。龍 はいつまでも池には閉 じ込め られ ることはない。条件が備 えば、きっとそ こか ら飛

び出せ るとい う内容は、その以降の内容 とあわせて考 える と、今池にい る龍を良基に喩え

ていることが分かる。

第三段落では、あ らためて、二条邸 の池 に龍が現れたこと、 さらに良基の要請に応 じ、

その池を中巌 が躍龍 と名づけた ことを述べ る。

この部分 については、蔭木英雄は 中巌の伝記 で触れている352。ただ、「良基の要請 によ

って文章を製 した とい う事が天聴 に達 し、中巌 は参 内拝謁の栄に浴 した」 とい う理解は、

間違 っている。 「所識」を 「文章 を製 した とい うこと」 と理解 しているようだが、この所

識は知遇 を得ると取 るべ きである。『自歴譜』 によれば、実際中巌が参内 したのは、これ

よ り六年前の一三六二年であ り、この歳ではない。この部分 を現代語でまとめると、かつ

て良基の推挙を得 て、参内拝謁の栄 に浴 したことがあるので、扁名の求めにどうして断れ

よ うか とい う意味になる。蔭木は 「この事 は 『空華 日用工夫略集』康暦二、八、人」 に

も記 されているとしてい るが、実際同日の記事には扁名をつけた ことのみがあ り、拝謁 の
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記事 はない。

このよ うに読み直す ことによって、「好む好ま ざるに拘わ らず、貴族社会、権力社会 と

交わ らざるを得な くなる」とい う蔭木の理解 も訂正す る余地があると思われ る。中巌は明

らかにこのよ うな交わ りを好んでいたのである。孤高の性格 とい う蔭木の人物評価 か らは、

このよ うな結論は得がたいが、中巌は権力社会 と交わることによって、自分の主張(儒 教

の文治論、晩年 では文明 と定義)を 教え、それ を通 じて社会づ くりに役立てようとい う強

い意志の持 ち主であるとい う立場か らみる場合、む しろ当然の帰結である。

また、一三六二年(あ るいはそれ よ り以前)ご ろから既に良基 と交渉のあった ことも注

目に値す る。一三六二年 の参 内については、ほかに史料が残っていないため、詳 しいこと

は分か らないが、中巌の参内に先立 ち、後光厳は春屋妙芭を召 して、受衣 してい ることと

あわせて考 えると、あるいは春屋 の推薦があったのかもしれない。とにかく、禅に関心を

持つ天皇が トップ レベル の禅僧 として建仁寺現住を招見 したのは さほ ど不思議 なことで

はない。また、この記で中巌が言 うよ うに、後光厳天皇の頼 りに している良基 の推挙 もあ

ったのだろ う。

ただ、後光厳 と違い、良基 も禅僧 とのかかわ りを持ってい るが、その関心は仏教ではな

く、む しろ漢文(儒 学)の 交流 に主眼があったのである353。中巌 の書いた記か らもそのよ

うな傾向が窺える。記全体が儒学の内容 に徹 してお り、禅 の話 は一ヶ所 もない。そ もそ も、

池に龍が現れたとい うこと自体、多分に中国的な発想である。龍は、中国やイン ドの神話

に登場する伝説上の動物であるが、特 に中国では、三皇五帝の神話か ら四霊(麟 麟、鳳鳳 、

亀、龍)と して、あるいは皇帝始祖 として存在 した。完成 された 「龍」は漢の高祖以来、

歴代皇帝の象徴 として宮殿、玉座、衣服、その他美術品など 「皇帝 コレクシ ョン」に描 か

れ ることが多い。す ぐれた人物のたとえで も使 うが、天子の龍 と一般人の使 う龍 とは厳格

に区別が されたのである。 日本には、四～五世紀頃、神 の使い として中国から伝来 した と

言われている。蛇信仰の地盤があったため、当初 か ら比較的抵抗な く受け入れ られ、雲雨

を自在に操 る水神 として崇 め られ、やがて四神(白 虎、朱雀、玄武、青龍)と な り、都 の

守護神 として定着 した。龍の出現の吉兆であることは、天龍寺の改名か らも窺 える。もち

ろん、想像上の動物が実際に現れるはずがない、む しろ人間が各 自の 目的のために、作っ

た吉兆話 である。良基邸の龍 も同じよ うに、何か訳があって、考 えた作 り話だ と思われ る。

龍は 日本 で早 くか ら受容 されたにもかかわらず、和歌や連歌では一般 に用い られ ることが

なく、俳譜か和漢連句でのみ使用が許 されることか らみて分かるように、中国的なもので

あるとい うイメージは依然強い。それにちなむ扁名 をつけるとな ると、公家社会で随一の

教養人である良基 が、当代漢学の最先端を歩んでいる禅林の随一の漢学教養人中巌 に依頼

したのはす こぶ る自然なことである。中巌 もそれ を快諾 したのだ ろう。儒典のなかでも中

巌が特に 『易』に出典をもとめ、乾卦九四交にもとづき 「龍躍」とい う名 をつけたのであ

る。

第 四段落では、その命名 を疑 う者 に対する反論 とい う形で、命名の正 しさを詳 しく述べ

る。 「昔有か ら是則慎之至也」までは、主 に乾卦の内容 を、それ以降は小畜卦 を中心に論

じてい る。乾卦九四を中心に した部分では、「龍躍」を名づ けた理由は、それ に 「進無各」

とい う意味があるか らと説明す る。 しか し、そのためには、 「進修徳業、以 自試省其身可

及時否、是則慎之至也」と、修行 に身を励み、慎重 に行動を取 るべき とい うことが必要で

ある。この後、小畜卦の解釈へ と内容が変わる。乾卦か ら小畜へ と話題転換 したのは、乾

卦の九四が陰交に変化すれば、小畜卦になるか らであるが、内容的には両卦の問に共通点

は認 められ る。つま り、時を要す るが、最終的には実現す るとい う点で 「意在終行也」を

表す小畜は乾卦九四の解釈 とあい通 じるのである。第一段落の末尾で 「一得雲雨、終非池
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中物也」と述べてい るのを理論的に証明 し、補足 した内容 と言 える。しかも、このよ うに

難 しい易学の開陳は、決 して交辞の学問的考察ではな く、現実問題の理論的根拠 として資

したい とい う考 えか ら行われた ことは、 「如此可見、在人事、以 臣畜君、亀鑑在焉」 と締

めくくっていることか ら分かる。天理を極 めるのはあくまでも 「人事(人 間社会の営為)」

で役立つためであるとい うのは、宋学の基本姿勢である。具体的にどんな 「人事」なのか、

ここでは明記 していないが、締 めくくりの 「以臣畜君、亀鑑在焉」とい う一句の意 味に注

目したい。畜君 とい うことば 『孟子』梁恵王下の章に 「畜君何尤。畜君者、好君也.」 と

見 える。その意味は、君 の徳(広 めて考えれば施政)に 不備 があれば、それ を正す ことで

ある354。この文全体の意味は、君主にア ドバイスす る際 も、この心構 えで とい うことであ

るが、つま り、君主にア ドバイスす る時も、す ぐには受け入れ られないが、きっと最終的

には受け入れ られるとい うつ もりで して くだ さい と、中巌が良基 に進言 しているのである。

龍が出現 したので、記 を書 くよ うに頼まれた中巌 は前半でまことに珍 しいことだ と、こ

のような祝文にふ さわ しい内容 になってい るが、中盤か ら 「進修徳業、以 自試省其身可及

時否、是則慎之至也」と、依頼者 に徳 を身に着 けることの必要性 を力説するようになって

い く。最後には 自ら徳 を納 めるだけではな く、君主にもそれ を諌 めるよ うにすべきである

と勧 めている。かつて、『中正子』で徳治の必要性 を強調 していた思想の延長線上にある

ことは明 らかである。文明軒か ら社会 にむけて発信す るメッセージとしてはま さにぴった

りのものであろ う。ただ、一般論 として発 しているのか、それ とも具体的に何 か指す こと

があって発 している提言なのか この記だけでは分か らない。かつて、『上表』や 『中正子』

を執筆 した時は、当時の情勢を踏まえて提言 してい ることか ら考えると、この時 も中巌 の

中ではや は り何か具体的な事件 を想定 していた と思われ る。また、良基宅で龍 が出現 した

としたのもやは り偶然ではなく、何か望みがあってのことだろ う。

以下、当時の良基の状況や、政治情勢などを見ることによって検討 したい。

まず、何故良基宅で龍 の出現 とい う吉兆がおきたのかを考えよ う。良基 は五摂家 の一つ

二条家の家主 として、後醍醐 ・光厳 ・光明 ・崇光 ・後光厳 ・後 円融の各天皇に仕 え、関 白 ・

摂政 にまで登 り詰 めただけでな く、足利幕府 とも良好な関係 を築いていた。天下独歩の権

勢を誇っていたとされる人物であるが、この記の記 された一三六人年の前年 には、一三六

三年か ら四年 間勤めていた関白を辞任 した。一方、その息子の師良が関 白 ・氏長者 に就任

す るのはこれよ り一年後の一三六九年まで待 たれる。この時の関 白は鷹司冬通が就任 して

いたのである。朝政 に関与すること従前であった とされているが355、良基に とって、や は

り精神的にやや焦燥 を感 じた時期ではないか と思われる。淵 に隠然 として隠れている龍 で

あるとい う中巌のたとえの とお りの状況 と言えよ う。あるいは、龍の出現によって 自らの

復職か、息子の関 白就任の早期実現を願 っていたのか もしれない。その後の展開をみれ ば、

その年に実現できなかったものの、翌年 には師良が果た して関白就任を果た してい る。今

は時期尚早だが、必ずそれが行われ るとい う中巌 の予言 どお りになった とも言えよ う。こ

の記 を読んだ良基は、あるいは精神 的に少 しは リラ ックスできただろ う。

このよ うに、良基の状況を察知 し、その心情 に答 えるべ き記を製作 した と思われるが、

ただ、それだけな ら、「以臣畜君」とい う結びが説 明つかない。この結びの書き方を見て、

何かの事件 についての天皇(朝 廷)の 態度に不備があ り、良基 にそれを諌 めるよ うに、し

かも最初は聞き入れ られないか もしれ ないが、きっ と聞き入れ られ る時が来 ると信 じて、

諫言す るよ うに、中巌が この池の命名文 を借 りて、良基 に訴えたかったと考えるのが自然

である。

この時期 に禅宗 と深い関係のあった事件 とい うと、その前年か ら続いていた南禅寺 と叡

山の確執356である。天台宗徒の誹諺 に反発 し、定山祖禅357が著作 『続正法論』において天
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台 を非難す ると、叡 山側が これに猛抗議 して朝廷に定 山祖禅 の流罪 と春屋 の発議で幕府 の

助成 のもとに進め られていた南禅寺の楼 門の破却を求めた。まず、七月二六 日に、延暦寺

の衆徒が北朝に訴えた。朝廷は天台座主 をして慰諭 させ たが、功がなかった と見え、人.月

二九 日に衆徒たちが強訴 を強行 した。幕府 から赤松則祐 ・山名時氏 ・六角氏頼 を して備 え

させたが、衆徒は入京 し神輿を捨てて行 った。ここで、想起 されるのは、かつて中巌が僧

侶の武器所持 を憤 り 「原僧」を後醍醐に奉った ことである。この時 も延暦寺の衆徒 の行動

を内心非常に嫌っていたはずである。また、定 山祖禅 と中巌の関係 については、散逸 して

文章その ものは現存 しないが、『自歴譜』 によれば、一三七四年 に定山が示寂 した時、中

巌は追悼文 「祭定山和 尚」を書いているので、その理解者であったことは間違いない。ま

た、何 よ りも、この事件は定 山個人に対す る叡 山側の攻撃 とい うよ り、新興勢力である禅

宗僧徒全体 に対する旧仏教側の反撃 ともい えるべき事件である。中巌 も禅宗の中枢部 にい

る一人 として当然それに無関心なはずはなかった。また、この時の対応 をみると、幕府 は

禅宗 に同情的であったが、結局朝廷の要請 もあり、定山を流罪 に したのである。このよ う

な朝廷の措置への不満 を中巌は 「躍龍記」を通 じて、良基に訴えたのではないかと思われ

る358。

しか し、その後のこの事件 の展 開をみ ると、山門側 の度重なる強訴 に、朝廷や諸将 も遂

に屈 し、翌一三六九年七月 には楼門撤去が決定 され る。五 山側では幕府の裁定に抗議 し五

山住職が相次いで退院 してい る。そ して、この確執は さらに長 引き、ついには一三七一年

には、春屋 と頼之 との不和が表面化 し、春屋 は丹後雲門寺に隠れ、頼之はその門徒二百三

〇余人の名籍 を削るとい う事態にまで発展する。その間の中巌 の行動をみる と、一三七〇

年 と一三七三年には南禅寺 と天龍寺出住 の要請 をそれぞれ断っている。すでに述べてきて

い るよ うに、中巌は政治権力に積極的に交渉する態度の持 ち主で、自ら接近 して行 くこと

がしば しばであった。 しかし、そのよ うな中巌の生涯 において、官寺出住 の要請 をこの二

回のみ断っているのである。一三七〇年の要請は南禅寺山門を破却 し、細川頼之 と夢窓派

との不和になった翌年 である。一方、一三七三年 は頼之 と春屋 の不和が激化 し、春屋が丹

後雲 門寺に引退 した翌年である。 しかも、『自歴譜』には 「源公細川武州太守之請」 を断

った と明記 している。このほかの官寺出住 にあたって誰 の請 だったか一回も記 していない

のに、断った頼之の名前をわざわ ざ出 してい るのは、やは り偶然ではないだろ う。春屋 の

夢窓派 と対立関係 にある頼之だか ら、断ったのではないだろ うか。夢窓派の人間ではない

が、文学の交流などを通 して親密 になった中巌はこの事件 に際 し、終始春屋 と同 じ立場 に

立っていたことが分かる。

次に、この文章で中巌が利用 した と思われる 『易』の注釈書 『周易玩辞』について触

れ よう。かつて 「革解篇」の作成 にあたって 『周易玩辞』を利用 した可能性は認め られる

ものの、断定はできないことは前述 したが、 この記 には、『周易玩辞』に しかみ えない内

容がある。つま り、劉牧の 「在淵為蔵」とい う説を後代 の儒者が論破 した とい う部分であ

る。中巌は 「後儒」といって、名前を明記 していないが、その内容 は 『周易玩辞』巻一乾

卦 「進無各也 乾道乃革」の項 に 「彰城劉牧、謂在淵為藏、非経意也。龍之得水 、猶人之

得時也、何謂藏乎、初九之蔵、乃在地下、非在淵也。牧殆為小雅魚潜在淵、所誤爾、小象

日、進無各也 、」(彰 城 の劉牧 は淵 に在 ることを藏 とい う。『易経』の意味ではない。龍 が

水を得 るのは、人の時を得 るのと同じで、ど うして藏れ るとい うのだろ うか。初九の 「蔵」

は、地下にか くれるのであって、淵ではない。劉牧は多分 『詩経 ・小雅』にある 「魚は潜

みて淵に在 り」 とい う句 に影響 されて、間違えたのだろ う。『易経 ・象伝』に 「進 んでよ

い」とあるのだ。)359とあるの と共通 し、筆者の所見の限 り、他書に見えない内容である。
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『易』の注釈書中、『周易玩辞』は現在では 『易』の注釈書中、マイナーな存在 である

が、程朱注が明において科挙の正統 と決 められる以前の当時の中国においては、比較的評

価の高いものだったのである。なかで も、中巌 の留学中に元でそれが再刊 されていること

が注 目され る。この再刊 に当たって、当代屈指の文人虞集 が序 を表 し、それ を絶賛 してい

る。ある意味で、流行の書であったのである。中巌 がそれ を愛読 したのは、そのよ うな元

の知識界の動きに影響を受けたのかも しれない360。と同時に、項安世は朱嘉 と違い、排仏

論者ではなかったこと361や、各家の長 を広 く取っている同書の特徴362に同感 を憶 えた363こ

とも理由 として想定 され る。そ して、最大の理 由は もちろんその内容 と中巌の述べたいこ

とが一致 していたか らであろ う。つま り 「躍龍」の出典である 「或躍在淵」の意味を、「潜

む」と解釈す るのが間違 ってい るとい う『周易玩辞』の見識 に中巌が賛成 してい るか らで

ある。

最後に、良基 と中巌の関係 についてま とめよ う364。一三六二年 ごろか ら知 り合っていた

ことは記 の内容か ら窺えるが、その後 この記が撰述 される一三六八年までの問に、ほかに

交渉があった とい う記録は現在見 当た らない。これ は良基にも中巌にも 日記が残っていな

いため、史料の上で補い ようのない問題であるが、両者 の問にこの二回のほかにまった く

交渉がなかったとは考えられない。た とえば、年次は不確 かであるが、第二章で述べたよ

うに、義堂の 日記 によると、中巌 は良基のために 「政平水」とい う景色 を命名 したことが

ある。また、当時、貴族 が自邸か禅寺において禅僧 に漢文の講義 を所望するのは、当時の

知的伝授 の重要な一形式であった。た とえば、一三七二年には中巌が近衛道嗣の所望によ

り禅居庵 で契嵩の 『鐸津文集』を講 じていたことが 『愚管記』に(九 月二 日条)よ って伝

わる。あるいは良基 との間にもそのよ うな交流があった可能性 は十分考え られ る。

良基 の漢学の師範 については、現在明 らかではない ことが多い。義堂に詩 の添削を頼んだ

り、学問上の質問をした りしたことは知 られているが、それ は義堂が関東 よ り帰京 した一

三八〇年以降に集 中 している。それ以前 に良基は既に漢学の素養 があった。延文年 間には

すでに唐宋詩 に接 していた ことは、『後深心院関 白記』 の延文四年(一 三五九年)七 月一

五 日条の著名 な記事によってつ とに知 られてお り、和漢連句を作る知識 を身にっ けるため、

一三六人年(中 巌の躍龍記の撰述時期 とほぼ一致す る)ご ろから漢学に一層熱心になって

い ることも指摘 されてい る。義堂のほかにも影響を受けた人物がいたはずだ。

現在その師範には阿一 とい う学僧 が擬せ られている365が、阿一の出 自については、不明

であ り、南方 より京 にでた人で、一三六一年前後に活動がみ られ るのみである。それ より

は、長期間在京 し、良基 と交渉 を持 っていた と思われる中巌か らも、漢学上なん らかの影

響 を受けたと考 えたほ うがむ しろ 自然である。

実際、良基の漢学への関心は多 く中巌 のそれ と一致す るのである。既 に触れた 『孟子』

の受容(必 ず しも革命理論を中心 としていなかった)の ほかに重要なものを一つ挙げる。

良基 の 『筑波問答』六 「初心の時の稽古」条に、「性」についての次のよ うな議論がある。

孟子と云ふ文には、「生まれつきの性は善き物なれども、悪き事になれぬれば悪 くなる」ともいひ、荷

子と云ふ文には、「生得の性は悪き物なれども、学問などして善くなる」ともいひ、楊子と云ふ文には、

「人の性はもとより善悪まじるものなれば、善き方にひかるれば善くな り、悪 しき方にひかるれば悪

しくなる」。

これ につ い ては、中国思想 史 の概説 のない 当時にお い て、この よ うな性 善説 ・性 悪説 と

そ の折衷 説 を要約 す るこ と 自体 、なみ なみ でな い知識 を見て取 る こ とがで き る と、岩 下紀

之 が評価 してい る。ま た、 これ は、おそ ら く三説 が並称 され て い る 『楊 子法言 』修 身篇 の
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柳宗元注を読んでい るだろうと岩下が推測 している366。その可能性がない とは言 えないが、

良基 と交渉があった中巌の文章に三者 を並称す るものがあることについても、注 目す る必

要があるだろ う。『中正子』性情篇 には、禅宗の性情論 を宣揚す るために批判対象 として

ではあるが、儒学の性論について総括がなされてい る367。良基の 「性」論 は中国の古典か

ら直接抽出 した と考 えるよ りも中巌のよ うに周囲に儒学的教養 の深い人 か ら教示 された

可能性が大 きい と思われ る368。

また、良基 の政治思想には儒教的徳治論の色彩 が強 く、とくに尊氏幕府開設の事業を「天

下草創」と表現 したことは、すでに先学によって注 目されてい る369。徳の重視にせ よ、「天

下草創」とい う表現は中巌 が 「革命」と表現はいずれ も中巌 の考え方 と共通 してい る。摂

関家の良基がこのよ うな思想 を形成す る上では、中巌のよ うな思想の持 ち主 と交際があっ

たことの果たす役割について今後 さらに重要視する必要性 がある と思われ る。

以上三節 に分 けて中巌の主な著作を年代順 に逐次分析することによって、彼 の政治思想

について考察 した。実際の政治情勢や中巌 自身のおかれた立場 に応 じ、変化は見せ ている

ものの、その生涯を通 じて中国の儒学的政治思想 を日本 に適用 しよ うとい う姿勢は一貫 し

ていた。 この時代、中国に範 を求 める思考様式、は広 く存在 していた。『太平記』の言葉

を借 りると、「異国 ノ例ヲ以吾朝ノ今ヲ計」ることである(巻 ニー先帝崩御事)。 そのよ う

な時代の風潮 の中でも中巌 の中国文化の素養 はぬきんでていた。具体的な史実や故事だけ

ではなく、儒学の経典に対す る造詣 も深かった。中でも、易学に関す る造詣は当代一 と言

って も過言ではない。『程朱易伝』、『項氏玩辞』な ど、中国で も最高水準の易 関係 の書物

を渉猟 し、それ を現実政治の解釈に適用 した。

年代順 にみると、『上表』とい う帰国初期に書かれた ものには、『漢書』をは じめ伝統的

に 日本で受容 されてきたものか ら引 くことが多かった。その次に著 された 『中正子』の特

徴は思弁性の高 さと論理性 の重視である。『日本書』に至っては、 日本の思想動向に配慮

す る傾向がみ られ、晩年 の 『文明軒雑談』の最大の特徴 は宋代以降の記事が増 えた ことで

ある。この時代においては禅僧 こそ宋元文化 と称 され、当時においては最新情報 と思われ

ていた ものの伝播者であったとされている。中巌 としては、帰国直後 より、しば らく経っ

てか ら意識 したのかもしれない。

最後に、中巌 の儒学は古注か宋学か とい う、研究者の問で関心の高い問題について私見

を述べ よ う。まず、序章でも述べたよ うに、中巌の儒学を朱程学にひきつけて説明 した久

須本 の解釈は当を得ていない。かといって、「程子や朱子の易説によっているのではなく、

全体 としては古注を適宜 に取捨折衷 しての演繹である。」 とい う入矢 の見解は 「革解篇」

については当を得ているが、中巌 の儒学の全体的な性格 を物語っていない。確かに、中巌

には古注の伝統の影響 が見受 けられる。 しかし、宋学 とい うのは表向きに尊孔、尊孟 を唱

えてい るが、実際には現実の社会情勢の変化 に適応す るため、儒学の再解釈、再構築 を行

った ものである。 「革解篇」において古注の伝統の影響が見受け られ なが ら、その執筆 の

動機 は現実問題に理論的根拠 を与 えるためであることからみ ると、中巌の学はやは り宋学

であるといえよ う。ただ、この場合、朱程 に限定 した狭義的な意味の宋学ではなく、宋代

の学問の全体をさすのである。 たとえば 『周易玩辞』はその一例である。
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終 章

以上、中巌 円.月の思想、文学 について、三章に分けて考察 したが、その概要 を以下にま

とめる。

第一章第一節では、本格的な先行研究がない中、彼の作品や語録 を読むことによって、

彼の禅思想の解明を試みた。まず、東明派か らの迫害を甘受 しなが らも、留学中師事 した

東陽徳輝への嗣法を貫いたことに注 目し、彼が東陽のもとで習得 した禅は一体いかなるも

のであったか、その復元を試みた。中巌 が東 陽について言及 した記述のなかか ら、最 も重

要 と思われ るもの二点、一三五三年二月相州乾明山万寿寺で行 った嗣法拮香、お よび東 陽

の言卜報に接 した時に作った追悼文 「為広慧禅師拮香挙哀」を分析 したが、その結果 として、

東陽 との出会いは猛虎 に噛まれるほ ど強烈な体験であった こと、そ して 「点鉄成金」とい

われ るよ うな学人の素質を生か した東 陽の指導 を受 けた結果、中巌は思考様式 を変えて

「本来具有」の真意 を会得 し、何の束縛 をも受 けない境涯に達 した ことが明 らかになった。

このように、東陽の下で開いた悟 りの内容は、後年中巌が 日本で高僧 として認め られた

のちに、道俗 に向けて行った説法のなかで も守 られていた。た とえば、応安元年(一 三六

八)一 月二七 日に、上杉憲顕の依頼 により、建長寺正統庵で上杉憲房 の三十三年忌が行な

われた。中巌は建長寺住持 としてその拮香で、迷いを悟 りに転 じさせ ることのできる一語

として 「視左右雲塞却耳根。分明聴取」と述べている。悟 りを外 に向けて求めてはいけな

い。む しろ、耳をふ さいで、集 中力をすべて 自分の本心に向ければこそ、そ こに悟 りが開

けるのであると説いたのである。

また、上杉朝宗に与えた道号説 「道行説」で 「祖師門下、別に一條の大道有 り、要行便

行、誰が敢えて擬 を作すか、汝は本 より京師に在 り住 を作す、轍ち含元殿裏に於いて、別

に長安 を問 う、只だ這の大道坦然 とし、勤力て之を行え。」 と書いてい る。本来具有の仏

性に気づけば、もう何 も妨 げがな く、自分の行動す るな りにすれ ば良いとい うことの強調

は、かつて、中巌が東陽の下で体験 した境地 に共通す るものである。また、その依頼者 が

上杉氏 とい う新興有力武家 とい う点か ら見 ると、その行動の正当化 につながる、精神的欲

求に符合す る内容 でもあるのだろ う。

実際、このよ うな個人の営みの肯定は馬祖以降、中国の禅宗で顕著な特色のひ とつであ

ると同時に、禅宗が 日本 に導入 されて以降、多 くの禅僧 が力説 しているところでもある。

たとえば、中世後期を通 じて主流派 となった夢窓派の派祖夢窓疎石 もしか りである。後醍

醐天皇の怨霊を鎮めるために創立 された天龍寺の開堂説法で、足利尊氏や直義 らが席 に連

なっている中、「所謂法者何也、在聖不増 、在凡不減」「釈迦如来今 日…普告大衆言…人人

箇箇 、都是独尊」(法 とは何だろ うか、聖人でも増 さず に、凡人で も減 らない(皆 が平等

に持 っているもの)」 「釈迦如来今 日…普告大衆言…人人箇箇、都是独尊」(釈 迦如来は今

日…皆に教 える…人はみなそれぞれ、唯我独尊の釈迦である)と 述べているのはま さにそ

の内容である。誰でも平等 に禅法をもってお り、自分 自身がすなわち釈迦 と同 じだ とい う

教 えこそ、ま さに武士階層 が魅力 を感 じる思想的な光のひ とつだったのであろ う。

ところで、中巌 の禅 と夢窓の禅 とは、全 く同 じか とい うと、もちろんそ うではない。

夢窓は自悟 を強調す る一方、伝授(肯)の 可能性を認めている。それ に対 して、中巌は伝

授 とい う形式を厳 しく拒み、あくまでも自悟 自証 を堅持 した。この違いは、中巌が光明法

皇に書き与 えた 「太上法皇尊号説」において端的に現れている。夢窓が法皇に与 えた 「肯

翁」とい う尊号につて、中巌は敢えて禅宗では 「肯も無肯 もない」とい う意見を表明 して

い る。夢窓 よりも中巌のほ うが厳 しかった とも言 えようが、このことは彼 の東陽会下での

強烈 な個人体験 と関係 があるだろ う。
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このようにみ ると、中巌の大慧派嗣法は決 して、従来言われてい るよ うに東明派 か古林

派か と迷 う中、逃げ道 として選んだわけではな く、その思想に共鳴す るゆえ、積極 的に成

された決 断として理解すべきだろ う。

大慧派に嗣法 した中巌のその後の行動をみる と、あ らゆる面か ら自派への帰属意識が強

く窺 える。た とえば、彼の語録にみ える挙話の多 くは大慧派 と関係のある禅師に集 中 して

い る。また、自ら大慧派関係の書物を利用 しただけではな く、その普及 にも尽力 した。『大

慧普説』をは じめ、『五灯会元』、『勅修 百丈清規』な どの開版 ・講釈 ・訓点な ど積極的に

携わったのである。なかで も、大慧 『普説』の講釈者 としては当時、第一人者 にまで崇め

られ、光厳 ・光明上皇までもが彼の講義を聞いているのである。

第二節 では他派の人々との交渉 を考察す るこ とによって、当時の禅林にお ける中巌の位

置づけを明 らかに した。中巌 は若い ときか らその才能 を回 りから嘱 目されていたに もかか

わらず、その官寺出住は必ず しも早 くなかった。その理 由については、従来の研究は主に

嗣法問題 に起因す る東 明派 との不和に求めていた。本論 では、東明派 との葛藤 よりも、五

山住持 の人事権に影響力 の強い夢窓の中巌評価 にこそその出世を遅 らせ た原 因があるこ

とを明らかにした。中巌 は夢窓に詩 を送 った り、直接会 うな ど自己ア ピールす る機会は何

回かあった。夢窓か ら偶 を一首送 られ、その禅の素晴 らしさを讃え られているが、人事で

抜擢 されることはなかった。これは、中巌が最 も自負 していた文章力は、夢窓にとって必

ず しも評価すべ きものではなく、む しろ戒 めるべ きもの と考えていたことと関係があると

推測 される。 しか し、夢窓なきあと、龍 山徳見などの留学僧 の支援 もあ り、中巌は五 山官

寺 を歴住 し、禅林における影響力を強めてい く。なかでも、春屋妙芭や義堂周信な ど次代

の夢窓派の重要人物 と緊密 な関係 を持 ち、彼 らか ら尊敬 されていた ことは注 目に値す るこ

とである。元末明初にかけて大慧派が中国で再び盛んになってきたことを受 けて、日本 の

禅宗社会 でもそれへの関心 ・傾倒 が高まった。た とえば、春屋妙龍は大慧派か ら多大な影

響 を受けたが、彼の弟子の問では、春屋を大慧 の化身 として神格化する動きがあるほ どま

でになった。日本で大慧派の法を継 ぐ中巌 に対す る周囲の評価 も高まったことは想像 に難

くない。大慧派 とい う立場は初期 こそ、東明派か ら反発 を受 けた ものの、やがて回 りか ら

認め られ、尊敬 され るよ うになっていったのである。

大慧派の特徴は、禅の提唱 と同時に、本来外学 として排斥 され る文学や儒学への外学に

も造詣の深い人が多 く、また士大夫 との交流 を重視 し、政権 とも積極的に関わ り、政治へ

の関心 も高い点にある。これ らの特徴は中巌 においても認 められた。それ については第二

章 と第三章で考察 した。

「五山文学」の範疇については、様々な議論があるが、本論では語録以外の文字化 した

ものをひっくるめて文学 といい、その作品創作 をは じめ、注釈 ・講義 ・交流をまとめて文

筆活動 と考 えた。

まず、第二章第一節では、留学前か ら、中巌はすでに文学に関心を持っていたが、作文 ・

作詩能力 の本格的な習得はやは り留学時代、特 に大慧派下においてであったことを明 らか

にした。具体的には百丈 山大智寺で作成 した 「上梁文」と金華智者寺で書いた 「江湖請傑

独峰住智者」、「和儀則堂韻謝琳荊 山諸兄見留」の解説 を試みた。四六文や漢詩 の作成能力

の高 さの検証 とともに、文章力が高 く評価 され たことによって得た 中巌の 自信 をも明 らか

にした。

これまでの中巌 の文学作品に関する研究 は、主にその漢詩 に関心が向けられてきたが、

第二節ではジャンル別 にではな く、詩文創作の実用性 に注 目し、彼が夢窓派の人 との関係

で書いたもの七点(漢 詩 四首、疏、序、賛各一篇)を 取 り上げた。春屋に和 した詩 四首は
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中巌 の詩集 に収録 されていないため、これまでほ とん ど注 目されていなかったが、それを

読む と、次のような背景で書かれたことが分かる。一三五九年春、中巌が開山となった利

根吉祥寺が諸山に列せ られた。この時、春屋妙芭か ら祝賀 の偶 が三首送 られてきて、中巌

は一首を酬いると、折 り返 し春屋妙芭や諸老の和韻が来て、たちまち六十二首 とな り、義

堂がそれを一幅の頬軸 とした。この和韻は当時五 山禅林における一大盛事であった ことが

分かる。その六十二首の うち、現存 しているのは中巌のこの四首 と鉄舟徳済の一首のみで

あるが、中巌 の詩 と鉄舟の詩を比べ ると、前者は後者 より、難渋であることがわか る。中

巌の詩の性格 が唐詩的か、宋詩的かとい うことについては、現在研究者の問で議論 の分か

れ るところであるが、典故の応用 と変容な どの点か らみれば、この四首の場合 はあきらか

に、宋詩 とくに江西詩派の詩風の影響を うけているものだと結論付 けられた。また、その

特徴 はさかのぼってみると留学時代の作品にすでに見えることも確認できた。

この四首の詩 と比べると、同じく春屋のために書いた 「春屋天龍 に住す る江湖疏」の表

現は比較的平易である。 この違いは、送 る相手の理解力 に対応 したであろ うと思われ る。

中巌 は文学的素養 の非常に高い春屋一人に限った場合か、公 の場で朗読 されて多数 の人に

分か らせ る必要がある場合 かによって、 自在 に詩文の表現を操れた ことが分かる。

夢窓派のなかで も、中巌 を特に尊敬 し、師 と仰いでいるのは義堂周信 であった。両者 の

応酬作は多 く存 しているが、本論 では中巌 が延文四年 に義堂の詩文集 『空華集』のために

書いた序を取 り上げた。同序は大きく分 けて二つの部分か らなってい る。前半では義堂の

詩の特徴 を 「衆体具　」と評 し、高、深、明、冥、変化 、弥奇、縦逸横放など七っの角度

から、すべて比喩を用いて絶賛 しているが、 これは同時に中巌の力量の発露で もあった。

後半では 『空華集』の命名 の由来 を説明 している。空華が 「諸仏世界」と不即不萬の関係

になるよ うに、詩 も禅 と不即不離の関係にあると明言 してはばか らない中巌の文学観 は注

目に値す る。中世の 日本禅林では、ほとんどの禅僧は漢詩文の作成 に力を入れ、後に五山

文学 と称 される膨大な作品群 を残 している。 しか し、一方では、理論的 にそれを否 定する

立場 を取っている人 も少な くなかった。その中で、中巌 は正面か ら文学 を肯定 しているの

だ。そのまっす ぐな性格 の現れ ともい うべきだろ うか。また、中巌には個人の感情の流露

である詩 よ りも文章のほ うを一段上 とする考え方をもってい るこ とも確認できた。

中巌は 自ら詩文を作成す ると同時に、講義や注釈な どを通 じて、詩文の普及や教育 にも

尽力 した。第三節では 『挿注参釈広智禅師蒲室集』とい う注釈書の原本調査 を通 じて、そ

の執筆の動機や引用漢籍及び漢詩について考察 した。同文は、一三五八年 に、春屋 の依頼

により執筆 した 『蒲室集』の注釈書である。『蒲室集』は元代の大慧派禅僧笑隠の詩文集

であ り、日本禅林に多大な影響 を与 え、多 くの注疏類 が作製 されたが、中巌のこの挿注参

釈はもっ とも早い時期 のものであった。 しか しこの 『挿注参釈広智禅師蒲室集 』は、現在

わずか足利学校史跡図書館 に写本が一本伝わるのみである。本論では現存写本 は江戸時代

の閑室元倍の手によるもの と判断 した うえで、そ こに引用 されてい る漢籍 と漢詩(文)つ い

て詳 しく考察 した。それにより、これ まで抽象 的に論 じられていた 中巌の博学ぶ りについ

て具体的に示す ことができた。た とえば、経部 に分類 され うる漢籍で、引用が最 も多いの

は 『詩経』であるが、なかでも嚴藥 『詩緯』によるものが多かったことが分かった。『詩

緯』三六巻は、宋嚴粟が呂祖謙 『読詩記』を主 として、諸説 を取 り入れなが ら自説 を立て

たものである。このように、新注の うちでも、特に諸説統合的な性格 の書物をよく利用 し

たことは、杜甫詩 の典故 『集千家注分類杜工部詩二十五巻』や、さらに第三章で明 らかに

した 『易』の注釈書 『項氏玩辞』な どの受容において も見 られる。これは中巌の 自身の学

問の特徴 ともなっているとい えよう。また、正史類のなかで最 も引用が多かったのは 『漢
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書』であったことも注 目され る。中巌 は 『漢書』にあま り興味がなかった とされてきた従

来の説は、訂正す る必要がある。このほか、中巌に関 してのみな らず、中世の漢籍受容史

に新 しい基礎 的事実 も見っかった。た とえば、十五世紀 の禅僧惟 肖得岩が始めて読んだ と

されていた 『荘子慮斎 口義』は、実は中巌が既 に読み終えていたことの証左は、その代表

的な一例 であろ う。

第 四節では帰国初期において特に関心 を持 っていた韓愈 と揚雄 に対す る中巌の評価 を

考察 した。これにより、中巌 はかれ らの生き方 を自分の処世のモデル として考えていたこ

と、具体的にい うと、文章によって立身 しようと考 えていたことを明 らかにした。その文

章 とは何 かについて、中巌は 自ら定義は していないが、その後 の行動か らみると、「原民」

や 『中正子』のような政治議論文であることは間違いない。

第三章では中巌 の儒学的政治思想 について考察 した。文学 と同様、儒学は本来な らば外

学 として排除 され るべきものであったが、中国では宋代以降、士大夫 の参禅 を得て発展 し

た禅宗の間では、儒仏一致思想が見 られ、儒学教典の習得やその研鐙 が禅林の風潮 となっ

ていた。よって、日本 に伝 えられた禅宗は当然当初か ら儒学(し かも、古注のかわ りに当

時 中国で流行 していた宋学)に 対 して強い関心を持っていた。しか し、かれ らのほ とん ど

は儒学に対する知識学問的関心はあったが、それ は、禅 を批判す る宋学 を論破す る手立て

としてであ り、それ を政治思想 として実際の政治に役立てようとい う考 えは持 っていなか

った。それ に対 して、中巌 は儒学 を単なる学問としてではなく、それを政治思想 として前

面に積極 的に出してい く。儒学 を単なる学問としてではなく、それを実際の政治活動 ・社

会生活において指針 として用いることこそ、中国での儒学の重要 な特徴の一つであった。

本章では、中巌の書いた政治思想的内容の含 まれた文章を時代順 に点検 した。第一節 で

は後醍醐政権 の下で書いた 『上建武天子表』や 『中正子』を分析 した。一三三三年 に書い

た 『上建武天子表』と同時に奉った 「原民」は彼の政治思想の初披露 とでもいえる作品で

ある。長文 ではないが、儒学思想 をもって政治の指針 とすべ きだ とい う彼の考 えは、はっ

き りと表れてい る。彼 は後醍醐天皇の政権の正 当性 を 「得命於天」にもとめた。また、理

想的な政治 を文治に求めながらも、一時的な武力行使 をも容認 し、後醍醐 の強い政権樹立

を期待 していた。しか し、具体策 として提示 している僧兵の禁止 とい う内容は実質的には

後醍醐の政治姿勢 と相反す るものであった。

翌一三三 四年に書いた 『中正子』では文治の必要性や 旧弊 を改 める必要性を再び 『易』

や 『孟子』の経典を引き、論理的に説明 しているが、前のものに比べると。後醍醐政権 の

安定性に対する不安が顕著に現れている。大友貞宗 とい う保護者 を失っただけではなく、

現実には後醍醐にはかつて 自分 が期待 していたほどの強い軍事力 を後ろ盾に していない

ことにも気付いたためだろうか。

やがて、建武 中興が失敗に終わ り、足利幕府の もとで、北朝の朝廷が生まれた。 「奉左

武衛大将軍 代実翁」の内容か らみて、中巌 は今度は足利政権 を革命政権 と見て、期待 し

た ことが分かる。前政権を武力で追い出 した とい う点か らみて、中国の政権交代の様式で

ある 「革命」 と規定 したのだろ う。 しか し、 「東明和尚累住建長上表」や 「與竺仙和 尚」

の内容か ら見ると、彼は一方で、北朝の天皇の存在 と地位 をも認め、将軍が天皇を補佐す

るとい う考 えをも持っていた。尊氏は後醍醐の追放 に成功 して最高権力者 にのぼ りつ めた

ものの、みずか ら光厳上皇 に院宣の下付 を申請 し、朝敵であることを避けなければならな

かった よ うに、天皇の権威は当時の人 々に とってや は り影響力を保持 していたことを中巌

も理解 していたのだ ろ うか。一四四一年、中巌 は 『日本書』のなかで、天皇の祖先(国 常
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立尊)は 中国の呉太伯の後喬であると説いた。彼は何故 この特異 な天皇起源説 を説 いたの

だろうか。王権 が危機にある状況において、徳のある中国の聖人の後喬 にすることで、彼

は天皇家の権威の源泉を求めたのではないだろ うか。中国文化に精通 し儒学の政治思想 を

信奉 した中巌 でも天皇の必要性 を唱えていた。中国 と全 く同じ政権交代の様式である 「易

姓革命」が起こる素地が 日本には存在 しないことに気づいたのだ ろう。また、中巌 の 『日

本書』を義堂が高く評価 していた ことも注 目され る。義堂 こそ後年義満の漢学の師匠とし

て名高い人物であ り、また義満の明への国書の起草はすべて義堂の属す る夢窓派の禅僧 の

手によった。中国文化を尊崇す る禅僧 の問で明に臣下の礼 を取 る文面に抵抗がなかったの

は不思議 ではない。 しか し、義満 を 「国王」と称 した とはいえ、天皇に取ってかわる とい

う意識まではなかったのではないか。 「天皇」はまた別格の存在である。つま り、中巌 と

同じよ うに、天皇 を補佐す る存在である とい う認識 の前提で、幕府を全権 を握 った政権 と

認めた考え方が一般的だったのではないかと思われ る。今後更なる考察を続けたい。

このように建武新興期や幕府成立初期のころの中巌 の政治的関心は、政権の合理性な ど

の比較的観念的な問題 にあったのに対 して、一四世紀六十年代以降、晩年 の中巌の政治的

関心は財政政策な どより具体的な問題 に向けられるよ うになる。

第三節 では 『文明軒雑談』で記述 している天龍寺火事に関す る記述 と二条良基に書いた

「龍躍池記」を考察することによって、かれは政治事件 の処理にあたって、依然 として、

中国をモデルにす る立場に立 っていたこと、なかでも施政 にあたる心得 として 「徳」の重

要性 を特に強調 していたを明 らかにした。 また、彼 が基づ く経書や史書の経典や故事は、

帰国当初 よ りも、宋元のものが より多 くなった。それこそ、中国文化 に一番近い ところに

い る禅僧 に対す る世間の期待であることに気づいたためと思われ る。

この時代、中国に範を求める思考様式は広 く存在 していた。『太平記』 の言葉を借 りる

と、 「異国 ノ例 ヲ以吾朝 ノ今 ヲ計」ることである(巻 ニー 「先帝崩御事」)。以上見てきた

よ うに、そのよ うな時代背景の中でも、中巌 の中国文化の素養 は特にぬきんでていた。禅、

文学、儒学のいずれ の面においてもその深い造詣 を示 し、新 しい もの、価値が認め られる

ものの 日本への導入、適用にカ を入れていた。そ して、先駆的な役割 を果た し、当時また

後の世に大 きな影響 を与 えたものは少な くなかった。特に禅や文学の場合 はその例が多い。

たとえば、大慧 『普説』の講義や、『挿注参釈広智禅 師蒲室集』 の注釈活動な どはそれに

あたる。また、後世では一見特異 としか認識 されないよ うな考え方でも、当時においては

思想界に一定の影響 をあたえた もの もあった。た とえば、『日本書』 にある極端 ともいえ

る中国を上位 とす る思想(天 皇の祖神 まで中国人の後喬 とす る思想)は 、意外 にも義堂に

代表 される当時の文化人の問で認め られていたことである。しか も、次代の義満の行動を

理解す るヒン トにもな りうる。個人の思想 が社会の一般 的思想に影響す る一例 として興味

深い。一方 で、時代の関心事にすばや く反応 していながら、その意見が用い られなかった

例 もある。た とえば、天龍寺の再建に関す る意見はそ うである。

以上、本論では中巌 自身の作品の解読や思想 の分析 を中心に考察 してきたが、今後、そ

の思想や文学作品が社会の一般風潮の形成に預かった役割 な どについて、考察を深 めてい

きたい。
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付録

1「 上建武天子表」(現代語訳)

建武天皇への上表文

十一.月日、仏法を伝える臣僧円月は、謹んで死を覚悟して上書する。

皇帝陛下、ひそかに思 うに、王には二種類がある。人から受禅 した王は、その位を受け継ぎ、(先王の政

治に)従 うが、天より命を得た王は、変革をする。受禅 した王は、たとえば、夏 ・商 ・周の皇位継承者

たちである。天より命を得た王は、桀を倒 した商湯や紺を討伐 した武王などがそ うである。故に 『易』

では、「湯武の革命は(上 は)天 の命に従い、(下 は)民 の心に応じるものである」 とい う。湯王 と武王

だけではない。漢高祖、漢世祖、唐太宗、宋太祖はみなそれである。文中子は言った。変化をよくすれ

ば、天下には悪い法がない。固執すれば、よい教えがない、教化 と法度の制定は、(夏 ・商 ・周の)三 代

を超えることはできない。 しかし、長い時間が経つと、その法には弊害が起こる。弊害が起これば、そ

れを革める。それによって通 じるようになる。 よって、夏の法に弊害が起これば、股湯はそれを革(あ

らた)め る。股法に弊害が起これば、周武王はそれを革める。周が衰ぶ時には、法の弊害がひ どくなっ

た。時に衛の商鞍 という人が秦に入って変法をした。新法が行われて一年になったとき、都で新法に不

満を持つ人が数千人を超えた。太子 さえ法を犯 した。鞍は法が行われないのは、お上さえ法を犯 してい

るか らだと言った。太子は国王の嗣子であるため、直接罰する事は出来ないので、太子の傅(後 見役)

の公子度を鼻削ぎの刑にし、また教育係の公孫質を額に入れ墨を入れる刑に処 し、さらにもう一人の太

子侍従の祝ll`を処刑 した。この後は全ての人が法を守った。新法が行われて十年、秦の国では道では人

の落 した物を拾 うものがなく、山には盗賊がいなくなった。民は国のための戦争に旧戦 し、私闘をしな

くなった。最初不満を言った人たちも、新法を褒め称えるようになった。 しか し、秦が天下を統一 して

から、(時間の経過につれて)法 の修正をする必要のあることを忘れて、その弊害が どんどん肥大 し、暴

政にまで発展 した。そのため、秦はわずか二代で滅びた。漢が秦を継いでか ら七十年以上経って、それ

を整頓しようにも方法がない。法を出せば偽 りがおこり、命令を下せば欺きが生 じる。ほかでもない、

秦の遺民の習俗が悪 く、法令に抵抗するためである。 よって、董仲舎予は次のように建策をした。もし湯

で湯を止めようとしたら、ますます沸 くばかりである。琴の調子がひどく外れているのを直すには、そ

の弦を張 り替えて音調を整えなければならない。そ うして初めて引けるのである。為政に当たって政令

が行われない場合、それを思い切って変えて初めて管理できる。まさに董仲舎予の言 うとお りである。私

が思 うには、陛下は、明を周文王に継ぎ、徳を神武(天 皇)に 承ける。王道を興 し覇道を除く。遠方の

民をも安ん じなつけて服従 させ、人の意見を聞き入れる度量が大きい。天下の民はそれに服従 しないも

のがいない。聡明で容知にして天より命を得たものでなければ、どうしてこのようにできようか。 しか

し、今天下は、鎌倉幕府に支配 された百数十年間の多くの弊害が溜った。民も悪俗に染ま り、貧欲で偏

屈である。故に朝から夕まで訴訟が廷中に満ち、謀反を企てるものさえあった。漢が秦を引き継いだ時

の状況と同じであ り、改革 して整理整頓すべき時である。天地の始まりについては私はよく知 らないが、

陛下が覇道を除き王道を興す今こそ、万世偉業のはじま りではないか。これにあた り、旧法の弊害を改

めなければな らない。わたしは一介の出家者であり、草木とともに朽ちるべきであり、世の利害に関わ

るところではないのに、こうして自分のつまらない意見を、無礼を承知の上で上書 したのはなぜだろう

か。実に天下のためであり、自分のためではない。万世に役立つためであ り、一時の名声のためではな

い。伏して願 うは、陛下、董仲舎予と王通の至言に感心し、私の誠意を受け止めてくだされば、それは天

下万世の幸いである。自分の無能を省みず 「原民」「原僧」を著 したので、御覧いただきたい。もし採用

可能なところがあれば、有司に救 して施行 していただきたい。謹 しんで書を奉 りもうしあげる。誠憧誠

恐。
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原民篇

純朴な世の民は、みなそれぞれ本業に専念 しているので、国が富強になる、農民は米や野菜などの農作

物を栽培 し、職人は建造物を建てたり器物を作った りし、商人は商品の流通をし、支配者層である土大

夫は政令を発し、はんこや秤の信用を守 り、欺きを防ぐ。詩書礼楽を教え、狼戻(心 がねじけているの)

を正す。武士兵隊を統率 し、侵奪を禁 じる。このように各層の民がそれぞれ本業に勤め、お上を仰いで

いるため、国には徒食の民がおらず、富強になるのである。まことによろしい。漢王朝以降、仏法が伝

わ り、民に性命死生の理に精通 させ、また禍福因果の道を教えた。民はみな善を好み、善 くないことや

災いを忌避するので、(仏 の教えは)国 に利があって、民に害が無い。 よって国はますます富強になる。

今わが国をみると、民はみな鎧をつけ武器を手にしている。人々は本業を怠 り、お互いに奪い合いをし

て利益を求める。出家 したものでさえ、鎧や強い武器を持っていることを誇 りにしている有様で、本業

がすっか り荒廃している。これ以上ひどい禍乱はない。武 とは 「禍乱を鐵定する」(乱を鎮める)も ので、

その書き方は 「止」 と 「犬」 とからなっている。 しかし今こんなにも乱が起きているのに、それを鎮め

ることができないのは、国に武があると言えるだろ うか。そこも堅甲利兵、ここも堅甲利兵、堅いもの

で堅いものと戦い、鋭い武器で鋭い武器 と戦い、その勢力は均衡し、どちらも相手を止めることはでき

ない。宜なるかな。『周語』の言葉、「先王は徳を披露しても兵を見せび らか さない、兵を見せび らかす

と威力がなくなる。」今すでにこうなった以上、どうすればいいだろうか。有司に命令 して、官軍ではな

いのに、武器を手にするものがいれば、これをp一す るように。士農工質及び仏教徒な ど、それぞれ本業

に専念させれば、富強の国の実現もそ う遠くではないことだろう。

原僧篇

出家とは、断髪だけという意味ではない。俗塵の家を離れ、世情に疎く、道情に親 しむことを言 うもの

である。儒者も言 うではないか。身体髪膚(体 や髪の毛皮膚にいたるまですべて)、敢(あ え)て殿傷 して

はいけないのに、仏教では、髪や髪を剃るのは、理由がないだろうか。私が思 うには、もし体や形が在

俗の人と同じものであれば、俗人は誰が僧であるか分からず敬 うことができない。僧もまた俗人 と同じ

格好であるため、俗にまみれて、非法の事を行っても、恥ずかしくない。よって、わが仏教徒は髪髪を

剃って周 りとの違いを示す。そうすれば俗人が頭を丸めた出家者を見て尊敬の念を起こす。僧も普通の

人と姿が違 うので、隠れることができないため、非法のことを行わなくなる。僧が非法の事を行わなけ

れば、仏道はいよいよ隆盛する。俗人が尊敬の念を抱くようになれば、その福はますます多くなる。仏

の教えはもとより理由のあるものである。今出家と称す る者は、その根本を省みず、ただ断髪するだけ

である。土農工質の民、皆な各 自の本業を捨て、僧 とはほんとはなにかも知 らずに、出家 とい う名を盗

み、勝手に断髪するものが多い。儒者に罪人とされているのみならず、仏法を疲弊させる魔者たちでも

ある。僧も俗も断髪すると、区別がなくなるではないか。また、(これにより)士 農工質の民が次第に減

少し、徒食の人がますます増えるのは国家の害でもある。

付録2「 経権篇」現代語訳

経権篇

中正子は鳥何の国へ行った。その君の包桑氏は迎えてくださって、質問された。「天下の動きは武がない

と止まらない。そこで、わ しは幼いころ武を好んだ。国中の民もまた武を好む。みな七歳で剣術ができ、

十歳で出征できる。わしの武においては、心を尽 していると言える。 しか し、いまだに盗賊はなくなら

ず、戦争は終結 しない。 どうしてだろうか。私は答えた:大 王は経権の道をご存知か?王 は知 らないの

で、その内容を教えてくれ と答えた。私は答えた。経権の道は国を治める最も重要なものである。経は

常であり、変えてはいけないもの。権は常ならざるものであ り、長く行ってはいけない。経の道は秘密

にしてはいけない。天下の民に示すべきである。権は経に反 しているが道理に合っているものである。

経に反ん しているもので道理にも合わないものは権ではない。経は 「文徳」で、権は 「武略」である。
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武略を用いるのは聖人の本願ではないが、やむを得ず作ったものである。用いっぱな しで、止めないの

は権の道ではない。用いるけれ ども止め時を知っていれば 「文徳」に帰することができる。これが権の

効用となる。文徳は経常の道であり、天下に広まっていれば、武略権謀を行わなくても、尭舜のような

素晴 らしい治世はいながらにして実現できる。私はかつて論 じたことがある。大王さま、よく聞きなさ

れ。王はわしの望みである。(私 は次のように述べた)。およそ人が生まれてきて、禽獣 とは違 う。好み

の食べ物をとる爪や牙をもたず、暑 さや寒 さをしのぐ羽毛もない。ほかのものに頼って生きるために必

要なものを確保せざるをえない。そこでみんなで集まって必要なものを求める。それが十分でなければ、

争 う心が生 じる。古の聖人はみなより抜きんでてお り、仁愛礼譲をもって文徳を行 うので、大衆はそれ

に感化され、従い、群を成すようになる。 これは 「君」である。君は文徳をあまねく天下に施 し、人々

は皆帰順する。これが 「王」である。王はもっぱら文徳を修め、盛んに人々を教化する立場の人である。

これは常として変えてはいけない経の道である。王者の心が怠って常を失えば、民の心もまた怠 り常を

守らなくなる。よって、(民の怠 り)が 小さければ、これを鞭打ち、刑罰を加える。大きければ、兵を送

り討伐する。これは権謀の道である。よって経の道は挙げたいもので、権の道は措きたいものである。

治世は挙げられる道を、乱世には措 くべき道をなす。尭舜のような治世はいつもあるわけではない。よ

って権の道は捨て られず、刑罰が行われ、兵隊が興る。それで動乱を鎮圧 し、経常の道に合 うようにす

る。ゆえに武器や兵力を調えるのは威嚇する効用がある。しかし、それを天下に示してはいけない。『左

伝』には、示せば翫ぶようになる。もてあそばれたら威力がなくなる。故に盗賊は納まらず、国が安定

できない。とあるのは、まことに正 しい。そ うすれば経の道がないだけではなく、権の道も失われるの

である。権の道を失っているのに、武に心を尽 していると言っておられる。私はまことに王のために惜

しいと思 う。だいたい経常の道は天下にあまねく実施 しようと思 うもので、秘密にしてはいけない。権

謀の事はあまねく天下にしめすものではない。秘密にしなければならない。今は文を修めるものが少な

く、武をい うものが多い。武をいうものの方が出世 し、文を修める者が困窮 している。卿大夫士庶人農

工質客と社会各層の人々はみな武をなしている。(国)を 奪わないと満足 しない。そ うすれば国は全 く危

くなる。たとえば、次のような家があるとする。経である仁義をもって、子供や下人を教える。もし、

その子供や下人のなかに、仁義に反する人がいれば、長男の使 える人に任せて叱った り打った りして、

威力で懲 りさせるのは権謀の道である。もし、その諸子や下人がみな武器を手にもっていれば、叱 られ

れば叱 り返 した り、鞭打たれれば打ち返すようになると、何の威嚇の効果もなくなる。それなのに、我

が家の人がみな武ができると(嬉 しく)思 うのは、大乱を導くにちがいない。王であるあなた さまはこ

の例から推 して、国と天下を修める道を考えればいい。王は大いに喜んで、手厚い謝礼をくれたが、中

正子はそれを受け取らずに行った。

付録3「革解篇」現代語訳

革解篇

革卦は下卦離と上卦免からなっている。『序卦伝』は井卦に革卦が次ぐ理由を、井戸は(い つも濁るか

ら)革 めなければならないという。『雑卦伝』は、革は古いものを除くという。私は次のようにい う。離

は火で、免は金である。火は金に克つことができる。金は従革とい う。これを変えた り、溶か した り鋳

造すれば、器とすることができる。離は季節では夏にあた り、 日では丙である。丙は柄と通ずる。免は

季節では秋であり、 日では庚である。庚は更に通ずる。四季はそれぞれ働きを持ってお り、春には生ま

れ、夏には養い、秋には殺 し、冬は静にすることである。静にしてはじめて生まれることができる。生

れてから之を養 うのは、沿の道である。生れて養った後に之を殺すのは革の道である。故に、離か ら免

へと行くのは、革の象(か たち)で ある。(『易』の最初の卦である)乾 卦か ら革卦までは、四十九番 目

である。だから 『象伝』は 「暦を制定 し、季節の推移をあきらかにする」ことを言 う。(詳 しくは 「治暦

篇」で述べたとお りである)。

経にある 「已 日にして乃ち孚あり」については、孔子は(『象伝』で)「変革 して人が 自分を信 じてく
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れる」と解釈 した。私中正子は次のよ うに思 う。改革の道、急いではいけない。だか ら周公は初交の交

辞で 「輩むるに黄牛の革を用ってす」 といい、二交の交辞で 「已 日にして乃ち之を革む」 と言った。人

がいまだに信じてくれない時は、改めてはいけない。人がそれを信 じてくれた時に初めて革めても良い。

秋は味においては辛である。干支では(辛 は)庚 の後に来る日である。辛は新であり、辛難である。だ

から、国が新 しい制令を実施するに当たって、凡庸で無知の民は習熟していないので、困難で不便を感

じる。朝廷に愚痴をいい、悪いうわさが国中に広まることになる。だから、(『説卦』でい うように)免

は口舌である。故に、庚革の道は、急いではよくない。時間をかけてゆっくり進めなければな らない。

そ うすれば、無知の民が次第にそれに慣れ、信 じるようになれば、便利に思 うようになり、 自ら実行す

るようになる。だから、(卦辞で)「 已日にして乃ち孚あ り。元いに亨る貞 しきに利あり。悔亡ぶ」 とい

うのである。改革の道は、天下にとって非常にいいことであ り、君主や統率者は、それを知 らなければ

ならない。

『説卦伝』は、「離は南方の卦、明である。聖人南に面して聴けば、天下は明に向い治まる。」という。

また 「免は説であり、説言は莞である」という。中正子は言 う。革卦は、内卦は文明の徳で、外卦は説

言をもって応 じている。よろしいかな。革めて、人は信 じてくれる。故に 『象伝』は 「文明にして以っ

て説び、大いに亨りて以て正 し。革めて当れば、その悔乃ち亡ぶ」(改革者に文明の徳があるので、人が

悦服する。かくてこそ改革の願いは大いに通 り、しかも正道を踏み外さない。改革の仕方が当を得てい

るから、改革に付き物の悔いも意外 と消滅する)。中正子はいう。鳴條での誓い、牧野での戦いは、湯武

が革命する時のできごとである。(鳴 條で)「 君たちは私の命令に従わなければ、殺すか奴隷にするか、

容赦はない」 と誓わせた。牧野で敵の夏王朝の軍隊が寝返 りを うち、後続する味方を攻め、流れる血に

臼が浮かぶほど、多くの死傷者が出た。それから股を滅ぼし天下が安定した。『書経』に 「一たび戎衣す

れば、天下定まる」 とあるが、これがすなわち最初は苦難に満ちたが、最終的には成功 した例ではない

か。また、次のような事例はどうだろうか。天地の革(春 に生まれ、夏に養ったものを秋に殺す過程)

においては、気候が厳 しく草木が殺 される。天気は寒く、風が激 しく、強い霜が降 り、草木が黄 くなる。

この時、凡庸で無知な人々はみな愚痴をこぼし、怨んだ り訴えた りするものである。造物主が慈愛の心

がないか らそ うさせたのだろうか。(い や、それは違 う。)こ れは(む しろ造物主の)義 である。そ うし

ないと、果実や穀物がどうやって熟れるのだろ うか。果実や穀物が熟れないと、民は何をもって育てる

ことができるのか。民が育てることができないのは、不仁の最たるものである。だか ら、私は秋に殺す

のは 「義」であると言 うのである。

孔子が(『象伝』で)「天地革まって四時成 る。湯武命を革めて、天に順って、人に応ず」(天地陰陽の

気が常に変革 してこそ、四季が成立し万物が生成す る。股の湯王、周の武王の革命も、上は天の命に従

い、下は民の心に応 じてやむをえず起った現象である)と 言ったのは、このことである。

ある人は 「『象伝』で沢に火があると革めるとい うのはどうい うことか。」と聞いた。応えて言 う。沢

は檬濁の意味である。火は文明を指す。文明の才をもって、繊濁の悪を除くのも、また革ではないか。

夏の桀王、股の紺の悪は、汚い沢であり。股の湯王、周の武の才は文明の火である。中正子は言 う。人

生、周公 ・孔子の世に生まれ合わせていないのは、天の定めか。

中正子、ある晩、初更から後更まで瞑想 しながら、じっと坐っていた。長いため息をつき、しばらく

してから言 う。革卦の体(か たち)は 、内卦は革まらず、外卦は革めるべきである。(外卦は)濁 悪であ

るため革めるべきで、(内卦は)文 才であるため、改めるべきではない。周公が作った交辞にそのわけが

説明してある。火は革める力を持つ。金は革める対象である。(上卦)免 が(下 卦)離 により変わってき

ているが、下の一交は静で変わらない。中央と一番上の二交は動で、変わる。(つ まり、四交は一交 と同

じ陽交で、五交は二交の陰交から陽交に変わり、六交は三交の陽交から陰交に変わる)。周公は、初九の

交辞で 「輩むるに黄牛の革(つ くりかわ)を 用ってす(黄 色い牛の革で身を固める)」と述べている。孔

子は翼伝で 「以て為すあるべからざるな り(積 極的に何かをなそ うとしてはならない)」 と付け加えて解

釈している。私中正子は次のように解釈する。黄牛の皮は、最も固い物である。輩とは固めるとい う意
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味 で あ るが 、 固 め る の は 九 四 で あ る。 つ ま り、 下 の 一 交 が 静 で あ る とい うの は この 意 味 で あ る。 周 公 は

「六 二 、 已 日に して乃 ち これ を革 む。 征 い て 吉 、各 な し」 とい う。 孔 子 は 「行 きて 嘉 ぴ あ る な り」 と解

釈 した 。 中正 子 は次 の よ うに解 釈 す る。 革 の道 、急 い で は い け な い 。 だ か ら、 初 交 を 固 め、 二 番 目の交

を革 め る。 下 卦 の真 ん 中 の交 が行 っ て 上卦 の真 ん 中 の 交 に 変 わ る。 湯 王 が 夏 桀 を、 武 王 が 紺 王 を征 服 し

た 過 程 は こ の よ うな も の だ っ た。 周 公 は 「九 三 、征 け ば 凶。 貞 しけ れ ば 属 し。 革 の 言 三 た び 就 りて 、孚

あ り。 孔 子 は 「革 の言 三 たび 就 る。 又 た何 くに か 之 か ん 」 と解 釈 した 。 中正 子 は 次 の よ うに解 釈 す る。

三 交 は下 卦 の形 を総 括 す る位 置 に あ り、文 明 の 才 を 持 ち 、 変 え て は い けな い 。 だ か ら、 い け ば 凶で あ る

とい う。征 とは 動 く こ とで あ る。ただ 、上 六 に変 わ る勤 め を持 っ てい る の で 、そ の躬 を正 し く内 に も ち 、

危 な い 志 は 外 に 向 けて 発 す る。 自 ら行 わず に 、言 葉 の教 え を持 っ て 変 え るの で 、 「革 を言 うこ と、三 たび

就 る」 とい うので あ る。 三 とは 、 上卦 の 三 交 目、 つ ま り上 交 の こ とで あ る。 周 公 は 「九 四、 悔 亡ぶ 。 孚

あ りて 命 を改 む れ ば 、吉 」 とい う。 孔子 は 「志 を信 ず れ ば な り」 と解 釈 す る。 中正 子 はつ ぎの よ うに解

釈 す る。 稼 濁 の時 、牛 革 の よ うな 堅 い材 料(才 能 、 か わ)を 下 に 持 ち、 文 明 が 来 るの を待 つ 。 そ れ を信

じ、 其 の 才 能 は変 わ らな い が 、其 の命 は変 わ る。 命 とは 召 す で あ る。 そ れ を受 けて 命 令 となす も の で あ

る。 九 四 は も とも と梅 濁 の命 を受 け て い た が 、 三 交 の 革 が成 就 す る今 とな って 、 ま た 文 明(の 王)に 召

され る。 ゆ え に改 命 とい う。 た とえ ば 、伊 摯 は も と も と夏 王 朝 の 臣 下 で あ った が 、 の ち に、 湯 王 に従 っ

た 。又 た 、箕 子 も も とも と夏 王朝 の 人 だ っ た が 、武 王 の命 令 に従 った の は、 この 類 い で あ る。周 公 は 「九

五 、 大 人 虎 の ご と く変 ず 。 未 だ 占 わず して 孚 あ り。」 とい う。 孔 子 は 「そ の文 柄 らか な り」 と解 釈 した 。

周 公 は 「上 六 、 君 子 は豹 の ご と く変 ず 。 小 人 は 面 を 革 む 。征 け ば 凶 、 居 れ ば 貞 し く して 吉 」 と し、 孔 子

は 「君 子 は豹 の ご と く変 ず 、 そ の文 蔚 な り、小 人 は 面 を 革 む 、 順 に して 以 っ て 君 に従 うな り」 と解 釈 し

た 。 中正 子 は次 の よ うに解 釈 した。 九 五 ・上 六 の 二 交 は 、 い わ ゆ る 「中 ・上 の 二 交 は 動 く」 とい うも の

で あ る。莞 卦 の 三 交 の うち、この 中 ・上 の二 交 が変 わ っ て離 卦 に な っ た の で 、周 公 は こ の 二交 につ い て 、

変 とい うこ と のみ を強 調 し、 ほ か の こ とは 特 に触 れ な い。 虎 と豹 の 違 い は 、 陽 と陰 の 違 い か ら来 る も の

で あ る。又 た 九 五 の 交 で 「大 人 」 を 述 べ るの に 対 して 、上 六 で は大 人 の か わ りに 「君 子 」 「小 人 」 を と り

あ げ るの も、 理 由が あ るか らで あ ろ う。

付録4年 表

西暦 年号 年齢 月 事項

1300 正安元 1 1月6

2

0

鎌倉の土屋氏に生まれる。幼名吉祥丸。

父は罪に坐し西国に流 され、乳母 と武州鳥 山に帰る。

夢窓疎石二十六歳。

1305 嘉元3 6 外祖父が吉祥丸を名越に迎えるが、病気で鳥山に帰る。

1306 徳治元 7 老 人 よ り干 支 を教 えて も ら う。

1307 二 8 春 祖 母 、吉祥 丸 を亀谷 に迎 える、 寿福 寺 に入 れ る、名 を至道 とい う。

1308 延慶元 9 背に瘡 を生ずる。立翁基に従い大慈寺に移 る。

1311 応長元 12 春

秋

10.26

0

池房で道恵和尚より孝経 ・論語 ・算法を習 う。

大慈寺に帰 る。

北条貞時卒す。朝 日が赤く血 に似ているとい う惟を吉祥丸は見る。

春屋妙繭生まれ る。

1312 正和元 13 立翁の命で梓山律師によ り剃髪す。 三法院で密教を学ぶ。

1313 2 14 春

夏

密教を学び、諸尊法を修行す るが、途中で捨てて学ばず。

寿福寺に掛搭できなかったが、首座寮に通 って、禅僧諸家の語録 を読んでいた。

瞼崖巧安の頗に和韻 し賞賛を得た。

1314 3 15 万寿寺雲屋慧輪の会下で類を多作。
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冬 円覚寺東明慧 日に礼 し、受業師 とする。

1315 4 16 春 円覚寺に掛搭す る。

夏 病 気 にな る。

1316 5 17 禅鑑象外の援で曹洞禅に参 じるが密意 に達 しえず。

1317 文保元 18 東明慧 日は寿福寺に移 り、南 山士雲が円覚寺に入院。中巌は円覚寺に留まったまま。

0 一 山一寧南禅寺に入寂す る。

1318 2 19 円覚寺を出て博多まで行 く。 中国に渡航 しようとしたが、綱司が許 さなかった。

夏 京都万寿寺絶崖宗卓の会下で修行。

冬 越前永平寺の義雲に参 じ、曹洞禅の言語に少 し通 じた。

1319 元応元 20 春 鎌倉に帰る。浄妙寺妙玉徳旋 に参じたが、契わず、建長寺東明慧 日に参 じ、

建長寺に掛搭す る。

10 東明慧 日が建長寺を退き、霊 山道隠が建長寺に入院、その下で修行を続ける。

1320 2 21 冬 姉や甥の難 を救 うために出羽 に下向。

この年 南 山士雲 、建長 寺 に遷 る。類 を多作 、 よ く褒 め られた。

1321
_⊥_

兀 旱兀 22 冬 不聞契聞 と共に上京、關提正具に参見しよ うとしたが、会えず。南禅寺帰雲庵に仮住 ま

い。虎関師錬を訪れ、本朝の高僧の伝 を聞く。

1322 2 23 夏 南禅寺双峰宗源の会下で修行。「五宗符命」を書き、虎 関師錬に褒め られる。

0 虎関師錬 『元亨釈書』を上進。

1323 3 24 建 長 寺に帰 り、書記 とな る。

1324 正 中元 25 春 建 長 寺 よ り九州 に下 り、 中国行 きの 舟 を待 つ。

夏 大友貞宗に会 う。豊後万寿寺で關提正具に参 じた。

秋 博 多 に帰 る、京 の 乱の た め、商船 は 出航 で きなか った。

冬 豊 後 に帰 る。

冬至 異人よ り著草を示 され、得著賦を作る。

1325 2 26 9 不聞 と共に中国江南に到着。

冬 雪寳山で冬を過 ごす。知人珠侍者 とともに漸江嘉興の霊石如芝に参ず。

天寧寺で新年を迎える。

0 義堂周信生まれ る。夢窓(51歳)後 醍醐の請で南禅寺に入る。正 中の変起こる。

1326 嘉暦元 27 春 呉(蘇 州)雲 岩寺に掛搭する。建康保寧寺で古林清茂に参ず。

(泰 定 夏 江西洪州に行 く、西山雲蓋で夏をすごす。癖を発病。

3) 冬 雲岩に掛搭、済川若撒に参ず、単寮の 日本人僧龍山徳見に参ず。

この年 責 詞 を書 く。 「與虎 関和 尚」 を書 く。

1327 泰定4 28 夏 雲 岩 にい る。

秋 保寧寺で古林に再参。

冬 呉門の幻住庵で絶際会中に参ず。

1328 5 29 春 呉門を離れ る。

夏 道 場。

秋 浄慈寺で済川に再参す。

1329 天暦元 30 春 福建に行 くが、す ぐに江西省に帰る。龍山を再度訪ね る。不聞を救 うために武 昌へ行 く。

また江西東林寺に戻る。古林 に再参。書記の就任要請を断る。

冬 百丈山に到着。

1330 至順元 31 5 書記 となる。師表閣のために上梁文を作成。

乗払を遂げた後、大智寺を離れる。盧 山の龍岩徳真を訪ねる。鄙陽湖 で竺田悟心に参 じ
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る 。

「題 雪寄懐 」、 「贈 張学 士」。

1331 至順2 32 春 金 華 につ く。

夏 双 林 寺。

秋 智 者 寺。

0 元 亨 の変 が起 こる。

1332 元弘2 33 春 浄 慈 寺、 大緋正 訥 と径 山へ行 く。 幻住 庵 を訪 ね る。 「祭 絶 際文*」。

夏 一 峰通 玄 と漸東 へ い く
、帰 国。

冬 顕 孝 寺。

1333 元弘3 34 5 豊後万寿寺、0鎌 倉幕府が滅びる。

秋 博 多。

冬 大 友 貞宗 と上京 、 南禅 寺蒙堂 、後 醍醐 天皇 に上表 、 「上建 武天 子」 「原 民 」 「原僧 」。

1334 建武元 35 春 円覚 寺、 中正子 を執 筆。

建武中興成 る。夢窓南禅寺に再住する。

1335 建武2 36 正 東明慧 日の後堂首座の就任要請を断る

夏 大川通道の後堂首座の就任要請をも断る。

8 東明慧 日が建長寺に入住、中巌はその下で後堂首座 を務 める。

1336 建武3 37 10 建武中興やぶれ る。

夏 円覚 寺。

秋 宇 都 宮。

冬 常陸鹿島安坊寺、相馬立沢庵。

0 明極楚俊寂す。

1337 建武4 38 春 建長寺、大友氏泰に請われて藤谷崇福庵に住す。

冬 竺仙梵倦に請われて浄智寺の前堂首座 を務 める。

1338 暦応元 39 秋 前堂首座の職を解 く。利根へ行 く。

冬 建長寺蕪碧庵。

0 北朝、尊氏を征夷大将軍とす る。

1339 暦応2 40 春 建長寺東明慧 日の前堂首座就任要請から逃れるため、上京。

京で浄智寺で養 閑したい とい う東明慧 日のために、夢窓を訪ねた り、直義に書簡 を送っ

た

りして、奔走するが、建長寺の住持予定者が急死 したため、直義の裁量で、東明慧 日は

建

長 寺 に留任 す る こ とにな った。

夏 崇 福庵 。

冬 利根で吉祥寺を開き、東陽への嗣法を表明。鎌倉へ帰るが、宏智派よ り迫害を受ける。

O 後醍醐天皇、吉野に崩ず る。天龍寺が創建 される。

1340 暦応3 41 崇福庵、夏に病 にかかる。『藤陰碩細集』を執筆。

1341 暦応4 42 崇 福庵 。『日本書*』 を執筆。

1342 康永元 43 夏 九 州 へ行 き、 中国 へ行 こ うとしたが 、乗船 を禁 じ られ た。 崇福庵 に帰 る。

O 足利幕府、五山十刹の制 を定 める。

1343 康永2 44 4 利 根。

1344 康永3 45 正.2 吉祥寺仏殿 を建てる。

正.3 永 橘 のか わ りに九州 へ行 く。
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夏

秋

冬

崇福庵に帰 る。

利根。

嵩山居 中に請われて建長寺用則寮に行 く。

1345 貞和元 46 正

2

夏

秋

10

建長寺前堂首座。

崇福庵。

吉祥寺仏が盗まれたことを知 る。

利根。

上京、氏泰 を待っが、氏泰は船が破れたため、九州に帰 る。

今熊宗猷庵で新年を迎える。海蔵院で虎関師錬か ら 『元亨釈書』を借覧。

1346 貞和2 47 春

3

秋

0

正 帰庵 。

崇 福庵 。

利 根。

虎 関 師錬 寂す(六 二歳)。

1347 貞和3 48 春

夏 秋

12

僧 堂 が出 来上 が り、 四十人 あま り僧 がい た。

寺 内規 制 を整 え る。

方 丈 が火事 、止 止庵 を立て 、居住 。

1348 貞和4 49

0

大友氏兄弟内紛で一旦止止庵 に移ったが、後また吉祥寺に再び住 した。

竺仙梵偲寂す(五 七歳)。

1349 貞和5 50 3

夏

秋

吉祥寺を退 き、鎌倉へ。

全提志令に請われて寿福寺前堂首座を務める、結夏の後、松鵠で仮住 まい。

吉祥寺に住す。

乱 を避 け、寿福寺にいる。

1350 観応元 51 正

3

夏

秋

0

兜 率 寺。

利 根止 止庵 。

藤 谷崇 福庵 、 素一 ・素撲 中庸 を問 う。

利 根。

観 応 の変起 こる。

1351 観応2 52 正

夏

冬

0

明岩正因に請われて寿福寺首座を務める。

崇福庵。利根に帰ったが、風で崇福庵が壊れたため、修理に帰る。

無文元選 ・古先印元と共に鎌倉で足利直義 に会 う。

夢窓寂す。(七七歳)

1352 文和元 53 春

3

夏

秋

10.4

冬

浄妙寺大喜法析に命 じられ疏*を作成。

永橘軍とともに利根 に帰る。

吉祥寺。

豊後へ行 くため、鎌倉を通る。大喜にとどめられ、利根 に帰る。

白雲庵で調経(東 明派 と和解)。

吉祥寺御願寺 となる。

1353 文和2 54 正

2

12

河 田観音殿落成式典 に出席、帰途雷にあい、重傷。

乾明万寿寺に出住。

豊後万寿寺。

1354 文和3 55 春

冬

12末

豊後万寿寺、山門外門牌 を修 める。

退院。

利根吉祥寺に着 く。
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1355 文和4 56 正.2

夏

吉祥寺方丈火災。

止止庵で過 ごす。

東陽の計報に接 し、拮香する。

1356 延文元 57 春

冬

止止庵の西に竹所坊 を建て、住む。

京都天龍寺先照軒に仮住まい。

1357 延文2 58 春

秋

冬

12

伏見殿に 『大慧普説』を講 じる。

利根。

吉祥寺廊下庫司火事。

本尊を迎える。

1358 延文3 59 10

2

3

4

6

冬

0

天龍寺全焼する。

上京。

善護庵。

岩生庵。

天龍寺先照軒。

『蒲室集』 を注釈、「龍 山和尚行状」を書く。

尊氏没する。

1359 延文4 60 春

夏

7.8

秋

利根に帰ろ うとしたが、官によって引止められる。

等持寺で尊氏小祥忌を追修す る。

京都万寿寺に入住。

勅修百丈清規を講 じる。

1360 延文5 61 夏

秋

冬

『樗厳経』、『嘉泰普灯録』を講 じる。

万寿寺に妙喜世界を建てる。

妙喜世界。

1361 延文6 62 春

3

冬

万寿寺退院。

近江経 由で利根 に帰る。

立沢寺を得 る。

相馬で年を迎える。

1362 康安2 63 春

3

4.19

8

9

12.8

12.15

吉祥寺。

純書記は建仁寺御教書を持って くる。上京。

建仁寺に入寺。

後光厳天皇に会 う。

妙喜世界を建仁寺に移す。

義天無雲の指図で義俊によって矢を射 られ る。

退院。近江金剛寺。

1363 貞治2 64 正

潤

正.26

2.1

4.30

こ の 歳

金剛寺。

帰京。

等持寺に入住。

上杉清子の追薦 を行 う。

妙喜に隠居、官使を断る。

足利義詮の建長寺入住要請を断った寂室元光を再度進めるが、謝絶 される。

1364 貞治3 65 11

是 歳

近江杣荘で龍興寺を創める。

事に触れては大笑す る。弟子が多く去って行 く。
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1365 貞治4 66 2

3

4

5

夏

秋 、 冬

12

甲良で澄禅庵にいる。

帰京。

龍興寺。

将軍母渋川幸子がなくなる。京で法事に参加する。

龍興寺。

妙喜。

龍興寺で新年を迎える。

1366 貞治5 67 春

4

冬

12013

龍興寺。

帰京。

夏が終わってから、杣荘で、佐々木道誉 ・六角氏頼の北征祈願。

仏堂を移転。

勅集百丈清規を講ず る。

1367 貞治6 68 春

2.24

10.3

0

風 を引く。

宗蔵帰京。

『自歴譜』の記事はここまで。これ以降は弟子の補筆。

天龍寺が火事にあう。

建長寺に入寺。

義詮没す。

1368 応安元 69 春

5

秋

0

建長寺を退 き、寺内に梅州庵 を創めるが、帰京。

「祭無夢文」*を書く。

二条良基のために龍躍池記を書 く。

義満征夷大将軍になる。禅宗 と比叡山が対立する。

1369 応安2 70 春

是歳

龍興寺、妙喜世界にいる子建浄業と詩の応酬をする。

霊洞院文殊点眼の仏事を行 う。

1370 応安3 71 是歳 龍興寺にいる。南禅寺の請を受けるが、辞す。

1371 応安4 72 1.17

夏

秋

0

禅居庵観音安座の仏事を行 う。

別源塔銘を書 く。

讃岐禅修寺へいく。一切経を供養。帰京。

細川頼之 と春屋が対立す る。

1373 応安6 74 夏

8

龍興寺。

甲良勝楽寺で京極高氏の葬式 に参加す る。後、龍興寺に帰る。

天龍寺が火事に会い、細川頼之よ りその復興の請を受けるが、固辞す る。

1374 応安7 75 11 祭 夢岩 和 尚(*)祭 定 山和 尚(*)を 作 成。

1375 応安8 76 1.8 示 寂。

2.14 「仏種 恵 済禅 師」 と朝 廷 よ り詮 を も ら う。

*現 存 しない作品 ○ 関連事項

1室 町時代、正式な国交が結ばれてからも、禅僧は引き続き外交の分野で活躍 していく。それについ

ては、西尾賢隆の 「京都五山の外交的機能一外交官 としての禅僧Jで 詳 しく論 じている。『アジアの

なかの 日本史II』p339～357(荒 野泰典 石井正敏 村井章介編 東京大学出版会、一九九二年)

所収。
2渡 来僧の研究については、村井章介 「渡来僧の世紀」(石井進編 『都 と鄙の中世史』pl70～197、 吉

川弘文館、一九九三年)を 参照。同論文では、十三 ・十四世紀において、 日本に来た渡来僧は全部

で二十九人であったとし、出身地、渡来動機とルー ト、 日本での活動などについて分析 した。

137



3

4

FO

ρ0

7

8

∩》

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

留学僧の数は渡来僧の数よりはるかに多かった。木宮泰彦の研究によれば、「その名を史料にとどめ

ているものばか りでも百数名に上ってお り、このほか史上に名を残さなかったものが相当多数に上

ぼったであろう」とい う。木宮泰彦 『日華文化交流史』p89(東 京富山房、一九七七年)を 参照。

蔭木英雄 『義堂周信』(日本漢詩人選集三、研文出版、一九九九年)p262。

玉村竹二 『五山禅僧伝記集成』(講 談社、一九八三年)p441～458を 参照。

中川徳之助 「中巌円月の翔心」、『広島大学教養部紀要』-p1～52、 一九六四年。後、中川徳之助 『日

本中世禅林文学論考』(一 九九九年、清文堂出版)に 「中巌円月の飛翔心」とい うタイ トルで収録。

同論文では、中巌の渡元、帰国、帰国後の活動をたどることによって、彼の理想に惹かれる心(翔

心)の 激しさを明らかにした。

蔭木英雄① 『中世禅者の軌跡 中巌円月』、法藏館、一九八七年。

注5前 掲 『五山禅僧伝記集成』p452を 参照。
一三五二年の官寺出住に先立ち、その前年に吉祥寺は御願寺になっている。また、官寺出住が果た

せた理由については、『自歴譜』の同年条に大喜は中巌が九州に行こうとしているのを止めていたと

い う記述に注 目し、玉村 ・蔭木はともに大喜法肝の配慮を挙げている。これには筆者も賛成するが、

やは り大喜一人だけの力ではないだろう。中巌の後半生の人間関係をさらに詳 しく検証する必要が

ある。

『五山文学全集』第二巻、裳華房、一九〇五～一九一五年。

『五山文学新集』第四巻、東京大学出版社、一九七〇年。

市川白弦 ・入矢義高 ・柳田聖山 『中世禅家の思想』pl24～170(日 本思想大系一六、岩波書店、一

九七二年)所 収。

増田知子 『中巌円月東海一温詩集』、白帝社、二〇〇二年。

注13前 掲書p31を 参照。

井上哲次郎 『日本朱子学派之哲学』p623以 下(富 山房、一九〇五年)を 参照。

西村天囚 『日本宋学史』p85、 梁江堂書店、一九一四年。

足利街述、『鎌倉時代之儒教』p256、 日本古典全集刊行会、一九三二年。

注12前 掲書所収。

久須本文雄① 「中巌 円月の儒学思想」、『禅文化研究所紀要』五p103～143、 一九七三年。

『五山文学新集』及び 『五山文学全集』ではともに 「孔子翼之日」となっているが、久須本の引用

(注19前 掲論文p130)で は 「象日」となっている。異なる底本に拠るのだろうか。もっとも象伝

は孔子が作ったとされていたため、意味はたい した相違はない。

注19前 掲論文p130～131を 参照。久須本が引用を省略 したのは 「亦取卦名而義不同也」という部分

である。なお、氏の引用は原文のみであるが、参考 として現代語訳を以下に付す。

① 『中正子』

初九の交辞は 「身を固めるのに黄色い牛の革を用いる」である。象伝には 「積極的に何かをなそ う

としてはならない」と解釈 している。私は次のように解釈する。黄牛の皮は、最も固い物である。

輩とは固めるとい う意味であるが、固まるのは九四である。つま り、下の一交が変わ らない とい う

のはこの意味である。

②朱注

変革の時に当るといっても、初交のために応 じるものがないので、積極的に動いてはいけない。よ

って、この形になる。輩とは、固いことである。黄は陰陽の中間にある最も美 しい色。牛は従順な

もの。革は物を固めるのに用いるもので、(中略)。 その占いの意味は、堅 く守るべきで、積極的に

動いてはいけないとい う意味である。聖人が変革において、慎重であることはこのようである。

こうした方法、つま り内卦と外卦の対応する交(内 卦一の初九を外卦一の九四に、内卦二の六二を

外卦二の九五に、内卦三の九三を外卦三の上六にそれぞれ対応 させる)の 説明は、「革解篇」後半六

交の説明部分で共通 している。

芳賀幸四郎 『中世禅林の学問及び文学に関する研究』、思文閣出版、一九八一年。(朱 子観について

はp62以 下を参照)。

北村沢吉 『五山文学史稿』p239(冨 山房、一九四一年)を 参照。

久須本文雄② 「中巌円月の中国文学的背景」、『禅学研究』五七号p145～164、 一九六八年。

千坂山彦峰 「五山文学の精華一中巌円月の 『易』詩」、『聖和』二八号p17～38、 聖和学園短期大学、一

九九一年三月。

千坂山彦峰 「五山文学の 「理」一虎関師錬 と中巌円月を中心に」、『禅学研究』六十五p97～116、 一九

八六年十一月。

注24前 掲書p239以 下を参照。

山岸徳平 『五山文学集 江戸漢詩集』(日本古典文学大系)p22、 岩波書店、一九六六年。

蔭木英雄② 『中世禅林詩史』(笠 間書院、一九九四年)p213～234を 参照。

高文漢 「五山文筆僧中巌円月の世界」(『日本研究』、一九九八年九月号p59～82)を 参照。

佐々木朋子 「中岩円月一行動 ・思想の変化と詩の展開、私詩から偶頗へ、『日本文学』三三九、一九
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八一年(同 論文の著者名は 「ささきともこ」とひ らがなで表記 している)。

33注27前 掲論文plO5を 参照。

34玉 村竹二 『五山詩僧』(『日本の禅語録』八)p333以 下(講 談社、一九七八年)を 参照。

35今 枝愛真 『禅宗の歴史』pl(日 本歴史新書、至文堂、一九八六年)を 参照。

36敦 煙文献など新しい史料の発見にともなって、研究が進展している中、従来のこの中国禅宗史の通

説に対 して、修正する意見が多く出されている。たとえば、達磨や青原行思の実在性なども疑われ

るようになった。ただ、中巌の時代ではが生きていた当時においては、達磨初祖説や、五家七宗の

法系を事実として信 じていたはずである。

37二 十四流とは江戸前期に成立した名称で、今 日の禅門で常識となっている言葉である。詳 しくは以

下のとお りである。

「 曹洞宗一T道 元派 入宋僧 永平道元 一二二三年入宋 し天童如浄の禅を伝灯

1ト 東明派 来日僧 東明慧 日 一三〇九年来日し直翁徳挙の禅を伝灯

lL東 陵派 来日僧 東陵永瑛 一三五一年来 日
L臨 済宗一丁黄龍派一千光派 入宋僧 明庵栄西一一八七年入宋 し虚庵懐Pの 禅を伝灯

L楊岐派T聖 一派 入宋僧 円爾 一二三五年入宋 し無準師範の禅を伝灯

ト大覚派 来日僧 蘭漢道隆 一二四六年来日し無明慧性の禅を伝灯

ト法澄派 入宋僧 無本覚心 一二四九年入宋 し無明慧開の禅を伝灯

ト法海派 入宋僧 無象静照 一二五二年入宋 し石漢心月の禅を伝灯

ト大応派 入宋僧 南浦紹明 一二五九年入宋 し虚堂智愚の禅を伝灯

ト兀庵派 来日僧 兀庵普寧 一二六〇年来日し無準師範の禅を伝灯

ト大休派 来日僧 大休正念 一二六九年来日し石漢心月の禅を伝灯

ト西燗派 来日僧 西燗子曇 一二七一年来日し石帆唯衛の禅を伝灯

ト無学派 来日僧 無学祖元 一二七九年来日し無準師範の禅を伝灯

ト鏡堂派 来日僧 鏡堂覚円 一二七九年来日し環漢唯一の禅を伝灯

トー山派 来日僧 一山一寧 一二九九年来日し頑極行弥の禅を伝灯

ト古先派 入元僧 古先印元 一三一八年入元し中峰明本の禅を伝灯

ト仏慧派 来日僧 霊山道隠 一三一九年来日し雪厳祖欽の禅を伝灯

ト中厳派 入元僧 中巌円月 一三二五年入元し東陽徳輝の禅を伝灯

ト清拙派 来日僧 清拙正澄 一三二六年来日し愚極智慧の禅を伝灯

ト明極派 来日僧 明極楚俊 一三二九年来日し虎岩浄伏の禅を伝灯

ト竺仙派 来日僧 竺仙梵倦 一三二九年来日し古林清茂の禅を伝灯

ト愚中派 入元僧 愚中周及 一三四一年入元し即休契了の禅を伝灯

ト大拙派 入元僧 大拙祖能 一三四四年入元し千厳元長の禅を伝灯
L別伝派 来日僧 別伝明胤 来日し虚谷希陵の禅を伝灯

38注7前 掲書p92～106。

39大 慧宗果(一 〇八九～一一六三)、

中国、宋代の臨済宗の禅僧。看話禅の大成者。賜号は仏 日大師、大慧禅師、論号は普覚禅師。妙喜

と号する。俗姓は雲氏。宣州の人。十六歳で出家 し、洞山道微などに参 じた後、天寧寺の円悟克勤

の下で悟 りを開き嗣法 した。四十九歳で径山に住 し、のち政争に巻き込まれて、衡陽、ついで梅州

に流罪となる。六十九歳で復僧 し、阿育王山に住 したのち、径山に再住 した。公案による悟を強調

し、禅思想に期を画 した。『語録』三十巻は大蔵経に編入 される。

40霊 石は虚堂智愚の法嗣、大応国師南浦紹明の法兄弟にあたる。

41『 藤陰項細集』三六九条 「泰定二年、予初参霊石和尚於秀(之 本覚、石云、今年)郷 里、有幾人出漸、

対日、二十余人、(石 日、非細事也)(後 略)」。(『新集』p461)
一三二五年前後の両国間の禅僧の有名な往来事件として、一三二六年の元僧清拙正澄の 日本渡来、
一三二九年に明極楚俊が 日本からの招請を受け、 日本渡来が有名である。特に一三二九年の舟には

金剛憧下の竺仙梵偲や帰朝の 日本人僧雪村友梅 ・天岸慧広 ・物外可什等が同船 し、唱和 した詩集 『舟

中唱和詩集』が残 り、有名である。
42不 聞契聞(一 三〇一～一三六八)、 曹洞宗宏智派。東明慧 日に嗣法。浄智寺や円覚寺を歴住 した。

43古 林清茂(一 二六二～一三二九)、当時元代禅林の第一人者 とされる人で、日本からの多 くの禅僧が

彼の下で修行 した。その会下の僧侶は、古林の号にちなんで金剛憧下と呼ばれる。中巌が参 じた一

三二七年にも、月林道咬(一 二九二～一三五一)が その会下にいた。

44中 峰明本(一 二三六～一三二三)、宋末から元にかけて活躍 し、日本か らの留学僧がその教えを受け、

帰国後も中峰の教えを広めた。その語録 『中峰広録』は、鎌倉時代から江戸初期頃まで、 日本の仏

教に大きな影響を与えた。中世で代表的な人は寂室元光である。中峰和尚の住 した庵を 「幻住庵」

と呼ぶのにちなんで、その教えを受け継ぐ児孫たちを 「幻住派」と呼ぶ。なお、中峰についての研

究は野口善敬 「天 目中峰研究序説」(『中国哲学論集』四)、西尾賢隆 「元朝における中峰明本 とその

道俗」(『禅学研究』六四号)な どの好論がある。
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45月 林道咬(一 二九二～一三五一)、中国に留学 し、古林に八年間参学 し、元の文宗より仏恵智鑑大師

の号を贈られた。一三三〇年に帰国 して京都に長福寺を開き、花園上皇の帰依を受けた。帰国に際

して古林から書き与えてもらった 「与月林道咬偶」は徳川家康(駿 府御分物)一 初代義直と伝来 し、

現存する。

46保 寧寺は古林清茂のいたところで、南京にある。解嘲とい う表現は揚雄の 「解嘲賦」を援用 してい

ると思われる。月林のように既に何年も中国にいた留学僧と比べ、中巌の中国語、また禅の理解は

まだ 「拙い」ものであったことも事実だったと思われる。

47龍 山徳見(一 二八四～一三五八)、下総国千葉氏の出身。誰は初め利見と称したが、のちに徳見 と称

した。道号は龍山。論号は真源大照禅師。十三歳で鎌倉寿福寺の寂庵上昭に師事 して出家し、その

後円覚寺の一山一寧に参禅した。二十二歳の時中国(元)に 渡って天童山の東岩浄 日・古林清茂な

どに参禅している。また黄龍から栄西にいたる臨済宗の法流を受けて兜率寺に住するなど、長期間

元に滞在して一三四九年に帰国 した。足利直義の招きを受けて京都建仁寺の住持となり、その後は

天龍寺 ・南禅寺にも住した。

48雪 村友梅(一 二九〇～一三四七)、越後白鳥の人。鎌倉の一山一寧に参 じ、十八歳で入元 して諸山を

歴訪した。しか し、 日元関係の悪化に伴い、 日本留学僧は間諜(ス パイ)と 見なされたため、害州

の獄に繋がれる。危 うく処刑されかけたが、とっさに無学祖元の臨剣頗を唱えたため、気圧された

処刑官が、死罪を延期し、処刑を免れた。以後、江南地域ではこの臨剣頬が、祖元ではなく雪村の

作であると伝わったとい うことが、数年後同地を訪れた中巌円月によって記録されている(『新集』

p461、 『藤陰坦細集』三六九条)。 長安や四川にあること二十年に及ぶ。一三二八年に文宗の勅によ

り翠微寺に住し、宝覚真空禅師の号を賜る。翌年に帰国、信濃慈雲寺、徳雲寺、山城西禅寺、播磨

法雲寺などを開創、京都 ・万寿寺、建仁寺に歴住 した。五山文学の最盛期にあって中枢となった僧

であり、詩文集としては、在元時代の詩偶を編んだ 『眠峨集』や帰朝後の詩文 ・語録集として 『宝

覚真空禅師語録』がある。

49吉 祥寺は豊後守護である大友氏泰が中巌を開山に招き、開基した寺院である。後に諸山に昇格。現

在群馬県利根郡川場村門前にある。なお、中巌と吉祥寺についての研究は、山本世紀の 『上野国に

おける禅仏教の流入と展開』p81～110(刀 水書房、二〇〇三年)を 参照。

50『 五灯会元』(上pl88、 中華書局、一九八四年)に よって引用 したのは、次項で述べるように中巌が

『五灯会元』をよく利用 していたと思われるからである。この話は文字の異同はあるが、多くの禅

籍に見える。たとえば、『景徳伝灯録』巻九黄奨希運章(T51.266)で は次のようになっている。「幼

於本州黄奨山出家…乃往参百丈…百丈一 日間師、イ十,ly処来。日、大雄山下、採菌子来。百丈問、還

見大虫嚥。黄師便作虎声。百丈拾斧作欣勢 、師即打百丈一掴。百丈恰恰大笑便帰。上堂謂衆日、

大雄山下有一大虫、汝等諸人也須好看、百丈老漢今 日親遭一ロ…」

51禅 籍にそれほど用例は多くないが、たとえば、『大慧普覚禅師語録』巻七(T47.837c)に 次の用例が

ある。「且道袖僧有甚1長 処。良久云。錐有一双窮相手。未会低揖等閑人」。

52こ の話は、たとえば、『大慧普覚禅師語録』や 『古尊宿語録』、『五灯会元』などに広く見られ、中巌

も蒋山万寿寺で以下のように取 り上げている。

復挙、道吾因趙州至、著豹皮揮、把吉擦棒、在門首唱諾。州云、小心祇候著。妙喜類云、有礼有楽、

有唱有酬。人平不語、水平不流。師拮云、妙喜師翁、也只是徐六捲板。何也、道吾、趙州賓主相見、

特地作箇心行作磨、捻点将来、直是出自不平。」(『新集』p511)

妙喜すなわち大慧の頒を引用していることか ら、『大慧普覚禅師語録』を見たと思われるが、公案の

記述には若干異同がある。

『大慧普覚禅師語録』巻十(T47.854a)

趙州訪道吾。吾見来著豹皮棍。把吉擦棒。在三門前等候。纏見州来。便高声唱曙而立。州云。小心

祇候著。吾又唱曙一声而去。順云有礼有楽。有唱有酬。人平不語。水平不流。

53こ の公案は大応国師南浦紹明の師である虚堂和尚の語録などに見られ、また、夢窓の語録(『夢窓正

覚心宗普済国師住山城州南禅禅寺語録』と 『再住南禅寺語録』)でも取 り上げられているが、中巌の

語録には見えない。

54象 外禅鑑(～1335年)、 臨済宗大覚派の桃渓徳悟の法を嗣いだが、東明慧 日にも相当の期間随侍 し

た。のち、円覚寺、建長寺を歴住 した。塔所は建長寺同契院。

55こ れは彼の武士の出自と関係があるのだろうか。室町時代の中巌の木造坐像が京都市霊源院に現存

し、四角い顔と遠方を見つめる目か らその剛毅さが感じられる。

56「 上東陽和尚」(『新集』p388)で は 「点鉄成金」と使っている。

57禅 宗は 「不立文字」を唱えている一方、実際は 「不離文字」であった。その表現の多様さについて

は、多くの研究がある。た とえば、陳原 『社会語言学』(上海学林出版社、一九九四年)、南懐理 『禅

家与道家』(復旦大学出版社、一九九一年)、楡建章 ・叶野憲 『符号、語言与芸術』(上海人民出版社、
一九八八年)、張美蘭 「禅宗語言的非言語表達手法」(『中国典籍与文化』第四期、一九九七年)、 張

美蘭 『禅宗語言概論』(台湾五南図書発行公司、一九九八年)、周裕錯 『禅宗語言』(漸江人民出版社、
一九九九年)な どが代表的である。この うち、周裕錯 『禅宗語言』は上下二編十三章四十一条に分

140



けて、禅宗言葉の特徴を分類 している。詳細かつ説得力がある。これに照合すると、中巌が拮香で

見せた反語的表現の使用、また追悼文にみえる俗語の使用などは、いずれも禅宗表現 としては伝統
のあるものである。

58た とえば

① 『無門関』の冒頭部分(T48.292b)

佛語心為宗、無門為法門。既是無門、且作麿生透。量不見道、從門入者不是家珍。從縁得者始終

成壊。

② 『大慧普覚禅師普説』巻十六(T47.882a)

所謂從門入者不是家珍。信知宗師家無実法与人。且如世間工巧技芸有様子便倣得。若是這一解。

須是自悟始得。得之於心応之於手。若未得箇安楽処。

ほかにも『法演禅師語録』(T47.656b、 『佛果円悟禅師碧岩録』(T48.145b)な ど多 くの語録に見える。

59た とえば、『円悟佛果禅師語録 』巻九(T47・753c)に 「示衆云、撞著道伴交肩過一生参学事畢、

似此称提。若不知有、争解急麿道。可謂從自己胸襟流出、蓋天蓋地(後 略)。」とある。

60「 恰恰用心」は一般的に永嘉玄覚(六 七五～七一三)の 『証道歌』によって知られているが、大慧

は 『大慧普覚禅師書』巻二十七 「答夏運使」(T47.930a)で 、唐代の禅僧牛頭法融に纏わる話を次の

ように挙げている。「又癩融云、恰恰用心時、恰恰無心用。曲談名相労、直説無繁重。無心恰恰用、

常用恰恰無。今説無心処、不与有心殊。非特獺融如是、妙喜与左右亦在其中。其中事難拮出似人前、

所謂黙黙相契是也」。一生懸命の心構えは無の心構えと同 じであることを確認すると同時に、その境

地は人に説明するのは難 しく、黙契の必要性を強調 している。

61貞 治六年条に 「以下無自歴譜、後来補之」とあるが、「予」ではなく、「師」とい う表現からみて、

貞治三年の記述も弟子の手になるものと思われる。
62注7前 掲書p243。

63中 巌は渡元前から大友氏から経済的援助を得ていた。また、官寺に出住する前に、大友氏の開基で、

吉祥寺を開山している。大友氏は中巌の最大の外護ともいえるが、大友氏の内紛に巻き込まれたの

か、中巌が五山官寺出住以降、両者の交渉は途絶えたようである。両者の交流についてはすでに先

学によって考察されている上、思想的な交流を窺わせる史料が見つからないため、この章では考察

しないことにする。

64正 統庵はもともと浄智寺にあ り、夢窓疎石が円覚寺舎利殿背後に正続院(円覚寺開山 ・無学の塔所)

をうつ した際、その跡地に骨壷ごと移植したものである。

65夢 窓の亡き後、一三五九年八月、春屋妙芭は関東に夢窓派を盛んにするために、その直弟十人を鎌

倉に送 り、籔によって、その うち五人は建長寺に、五人は円覚寺に掛籍せ しめられた。おそらくそ

の うちの一人がその庵主となったのだろう。

なお、憲顕の禅宗信仰は、ほかに次の二点が知られている。

① かつて伊豆奈古谷に天長山国清寺を開いて、仏光派の天岸恵広を開山に請 じたが、天岸が固辞

したので、代わってその同門の無擬妙謙を招いた。(『上杉系図大観』、『大 日本史料第六編之三

十一応安元年九.月十九 日条所収』)

② 一三六四年一月二十三 日、上野八幡庄鼓岡村内の池鰭禅尼給分の半分を無学祖元の塔所である

円覚寺正続院に、長灯料所 として寄進 している(『円覚寺文書』一七二、一七三、一七四号文書、

『鎌倉市史』史料編第二)。
66猛 著精彩の意味については、『大慧普覚禅師法説』巻第二十一所収 「示螂守熊祠部」(T47・899a)に

ある 「不疑佛、不疑孔子、不疑老君。然後借老君孔子佛鼻孔、要自出気。真勇猛精進勝夫所為。願

猛著精彩、努力向前。」 という箇所を参考にした。

67「 道元説」にある 「中書侍郎上杉公」とい う表現からみて、同説は朝宗の道号説であることが分か

る。

68義 堂周信の 日記 『空華 日用工夫略集』にたびたび登場しているが、いずれも中書と呼ばれている。

69『 老子』第四十二章に 「道生一、一生二、二生三、三生万物。」 とある。

70象 外禅鑑(一 二七九～一三五五)、肥前の人。鎌倉円覚寺第四世の桃渓徳悟に師事 しその法をつ ぐ。

上総胎蔵寺をひらき、のち鎌倉円覚寺 ・建長寺の住持となる。論号は妙覚禅師。

71「 万物之中惟人最霊」は 『尚書』泰誓篇の 「惟天地万物父母、惟人万物之霊」を踏まえていると思わ

れる。

72石 室善玖(一 二九四～一三八九)が 朝宗のために書いたと思われる 「道元」とい う頒が残っている。

そのなかでは、「須知流出胸襟底、鉄樹枝頭覚果成」と、より禅的な内容が含まれている。

73費 隠の解釈については古注と新注とで異なる。鄭玄の注では、費はもとる意。世の道義が間違って

いるときは、かくれて仕えない。朱子の注では、費は広いこと。君子の道は、その働きは広大であ

るが、その本体は微妙で人 目につかない。中巌は新注によって理解 したと思われる。

74「 含元殿裏、別間長安」については、『大慧普覚禅師語録』(T47・819c、841c、929a-b)『 佛果円悟

禅師碧岩録』(T48・185b)、 『人天眼目』(T48・305c、306a)、 『佛祖歴代通載』(T49・644a)、 『景徳

伝灯録』(T51・275c)、 『佛光国師語録』(T80・188c)、 『竺倦和尚語録』(T80・385b、428c)な ど
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にみられるが、中巌の派祖大慧の語録から、また中巌の同時代人で彼を高く評価 した竺倦の語録か

ら一例ずつ挙げよう。

『大慧普覚禅師住福州洋喚苓語』(T47・841c～842a)、

示衆、一句中具三玄門、一玄門有三要路。臨済小厩児、只具一隻眼、四方八面来、只打中間底、

卒風暴雨時、向古廓裏馨得過。興化老凍膿、全未夢見在。至道無難、唯嫌挾択、是時人案窟。趙

州古佛、直得五年分疎不下、灼然鵬王択乳、素非鴨類。有佛処不得住、無佛処急走過。三千里外

逢人不得錯挙、掲却脳蓋換却眼晴。汝等諸人、不用鎭亀打瓦。百丈被馬祖一喝、直得三 日耳聾、

作麿生圖度。切忌停囚長智、急麿也不得、不急麿也不得、急麿不急麿総不得。含元殿裏休問長安、

莫認騙鞍橋、作阿爺下頷。既然如是、向這裏説、高高峯頂立、深深海底行得Y。 香象渡河、載流

而過得Y。 如金翅壁海直取龍呑得磨。既不許急麿、如今不免且作死馬医。蕎拮控杖卓一下云、太

陽溢 目、万里不掛片雲。超佛越祖之談、已為掃来填溝塞堅了也。且道、清平木杓旅籠井索銭貫、

雪峯軽毬禾山打鼓。畢寛向柄僧分上、成得箇甚麿辺事、還委悉腰。莫待是非来入耳、從前知己反

為仇。復卓一下、喝一喝。

『竺仙和上天柱集』法語示禅賢居士竹奄(T80・428c)、

拠如所謂信向此道、孜孜不倦、而朝夕披尋経教井古人語録、匪逞寧居。即此是無量劫来、八識田

中、菩提種子発生如是也、更非他物。又云、未蒙激発蒙滞、願以不渉他塗、径直開示本分一路。

此即含元殿裏更覚長安。作如是説可謂直否、然世間人多是錯会。便日、一切動静施為是皆 自己如

来藏海一切山河大地、無非自己妙明真心。若如是会則是無量劫来、八識田中、無明荒草、参天荊

棘、根深而幕固、未能菱1」除、説甚菩薩種子而発生耶。然直菩提種子亦須劃却、其庶幾也。其況他

乎。然居士已自実会、量須恒。有此切但、悉是無故横入他途、皆非直也、又雲能開示本分一路。

然則直中曲、曲中直。劃却菩提種荊棘、看他結箇大胡藍、掛向趙州東院壁。

75「 大道坦然」にっいては、『円悟佛果禅師語録』(T47・754c、783c)、 『大覚禅師語録』(T80・72c)、

『義堂和尚語録』(T80・515a)な どに用例が見えるが、大慧の師である円悟と、中巌を師と仰いだ

義堂の語録から一例ずつ挙げよう。

① 『円悟佛果禅師語録』巻九 小参(T47・754c)

僧問、玄沙不過嶺、保寿不渡河、未審意旨如何。師云、直超物外。進云、雪峰三度到投子、九度

上洞山、是同是別。師云、別是一家春。進云、忌麿則春色無高下、華枝 自短長。師云、一任 卜度。

師乃云、大道坦然更無回互。同証明者識、同道者知。若有実法繋綴羅籠人、入地獄如箭射。所以

諸佛出世祖師西来、実無一法与人、只要諸人休歌。若実到休歌田地、二六時中如天普蓋似地普整、

更不剰一綜毫、亦不欠一縣毫。浄裸裸赤漉漉、見成公案。

② 『義堂和尚語録』(T80・515a)

開櫨上堂垂語、南禅一路平地上、瞼嵯万偲孤峻処、大道坦然若是通方、作者試進一歩来。(問 答

不録)。挙、佛光師祖開櫨有偶。示衆日、籏出玲瀧面面紅、漏堂納子坐春風。東山山下無人到、火

冷雲深憶祖翁。後百年南禅不肖会孫開罐亦有一偶日、漸漸霜風梯曉来、地櫨重揆旧冬灰。莫嫌火

種無柴続、且坐蒲団待暖回。

76こ の大道は同時に、教外別伝の禅宗をかけことば的に表現していると思われる。

77『 義堂和尚語録』巻三所収の拮香(T80.525b)に よれば、一三七〇年、義堂が信州陣中にいる朝宗

からの依頼を受け、鎌倉でその父憲藤(古 岩淳)の 三十三忌を行った。その拮香のなかに 「所謂妙

法者、(中略)十 二時中、行住坐臥処、治生産業処、或公堂政事処、或軍陣戦闘処、乃至閨閣燕集歌

舞戯笑処、全体受用底道理、(中 略)是 名真実報佛恩者」)とい う内容がある。中巌の 「要行便行」

と一脈通じるものである。

78『 夢窓国師語録』『西山夜話』(T2555.493c)に 「干玄玄一山国師兼住建長円覚、在其会下数年、農昏

親,一参決吾家宗脈、自謂禅門宗旨無所不明也。時復 自顧胸中依前未穏、乃知從門入者不是家珍。」と

ある。

79原 文は五山版 『南禅寺語録』(五葉裏)に よった。また、現代語訳は柳田の訳である。(柳田聖山 『日

本禅語録七 夢窓』p148、 講談社、一九八一年第二刷)。

80柳 田聖山 『日本禅語録七 夢窓』p148(講 談社、一九八一年第二刷)。

81高 峰顕 日(一 二四一～一三一六)は 、後嵯峨天皇の第二皇子。論号は仏国禅師 ・仏国応供広済国師。
一二五六年円爾に従って出家し、その後、兀庵普寧 ・無学祖元に師事 した。下野国那須の雲岩寺の

開山にもなっている。南浦紹明とともに天下の二甘露門と称された。幕府執権北条貞時 ・高時父子
の帰依を受け、鎌倉万寿寺 ・浄妙寺 ・浄智寺 ・建長寺の住持を歴任 している。門下には夢窓疎石な

どの俊才を輩出し、関東における禅林の主流を形成 した。

82『 天龍開山夢窓正覚心宗普済国師年譜』二十七歳～三十一歳条(T80.484b～485b)を 参照。

83退 院上堂が普通の上堂よりも内容が短めであるのに対して、入院上堂の内容は総じて豊富である。

当時住院は決まった儀式があり、山門、仏殿、土地堂、祖師堂、拮帖、拮香などと一連の手続きを

踏んでいる、各語録はで毎回詳細にそれの記録をしている。

84最 も、これも日本禅林独自の傾向ではなく、中国禅林の傾向を継承したものと思われる。

85『 大慧武庫』は大慧が弟子たちに語った宋朝禅林の逸話を集めた書物である。宋版を覆した五山版
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が現存する。

86『 正法眼蔵』は大慧が湖南衡陽に配流 されている間に先徳の機語を集め拮唱を加えたものである。彼

の思想の背景や思想形成過程を考えるのに重要な書物であるが、入蔵はされていない。現在宮内庁

書陵部には宋板本が蔵されている。また、南北朝初期に五山版が刊行されているが、現在唯一の伝

本は建仁寺両足院にある。建仁寺は中巌がかつて住持を勤め、妙喜庵を結び晩年を過ごした ところ

である。

87『 大慧普覚禅師語録』(三〇巻本)は 径山、育王、江西雲門苓、福州洋嗅苓、泉州小鄭等の上堂語 と、

雲居首座寮乗払語録、室中機縁、頗古、偶頬、讃仏祖、普説、法語、書等、一代の語を集めたもの

である。宋版大蔵経に最初に入蔵した禅の個人の語録である。大蔵経の 日本への将来は古くより行

われているため、『大慧普覚禅師語録』も早 くから日本に伝わったよ うである。一〇八〇年頃から刊

行 し始めた民間最初の大蔵経である福州東禅寺版に入蔵 している 『大慧普覚禅師語録』(と 『大慧普

覚禅師普説』)の原刻本の所蔵は東寺 ・上醍醐寺に完本、天理図書館に端本が知 られる。また福州開

元寺版の大蔵経にも(東 禅寺版大蔵が完成をみた一一一二年頃から元の大徳年間まで印行されてい

たもの)『大慧普覚禅師語録』(三 〇巻)と 『大慧普覚禅師普説』(一巻)が 入蔵 し、日本でその遺存

が確実なのは書陵部本である。

88十 二巻本は三〇巻本の うち、一～六を上巻、七～一二を下巻とする二冊本に名づけられたものであ

る。宋版、元版、五山版がそれぞれ開版されている。現在 日本では宋版は見ることができないが、

元版(西 尾市立図書館岩瀬文庫)と 五山版(成 質堂文庫)は 現存 している。

89同 書は大慧の著述の中で、もっとも多く開版されている。宋版、朝鮮版、五山版が知られている。

五山版だけでも、五種が現存している。天理図書館蔵は複宋版で、鎌倉末期に初刻されてか ら、南

北朝初期に補刻がなされている。

90『 智覚普明国師語録』付録(T80.0726c)、

「又至一所、楼閣峰峰礫殿宇粛厳、而不見人。自念言、是妙喜世界。予凝遠熟視、中巌和尚堆要楊、

而為衆談大慧普説。」

91『 五灯会元』については、「五灯会元が編纂 されてから、大いに流行し、それまでの五つの灯史が読

まれなくなったほどである」と従来信じられてきたが(蘇潤雷「灯録与五灯会元」、『五灯会元』p1412、

中華書局、一九九二年)、縞国棟の最近の研究によると、現在九種類の 『五灯会元』の刊本が残って

いるが、それが最も流行 したのは清代であり、元や明において従来言われているほど流布 しておら

ず、とくに元代においては、まだ 『景徳伝灯録』のほうが断然影響力が強かったことが指摘されて
いる。(「『五灯会元』版本与流伝」、『宗教学研究』二〇〇四年四期p91)。 このようにみると、中巌

が 『五灯会元』を重視したのは、当時の一般的風潮とい うよりも、やはり大慧派関係の書物とい う

理由のほうが大きいと思われる。

92円 爾が一二四〇年に宋から帰朝の際に将来した書籍を整理したとされる 「普門院経論章疏語録儒書

等 目録」(『大 日本史料』第六編三一収録)に も 『五灯会元』の書名が見える。

93一 山一寧((一 二四七～一三一七)は 元の人、一二九八年元の招諭使として、 日本に派遣され、一旦

幽閉されたが、許され、円覚寺建長寺南禅寺を歴住した。公武両方から帰依され、寂後 「本朝一国

師」と後宇多上皇から讃えられた。多くの法嗣を出し、学芸上の門生が多く、夢窓も若いころには

参学したことがある。緒方香州の 「禅宗史籍の註釈について 五灯会元抄を中心として」(『禅学研

究』五九、一九七八年)に よれば、現存する 「一山抄」は一山自身の撰述ではなく、一山の講釈を

もとに して、後世の人がまとめたものである。

94こ の条の内容は達磨の渡唐年次についての考証である。

95『 大 日本史料』第六編之三十応安元年雑載学芸の項を参照。

96『 五灯会元』の編者は一般的に大慧派拙庵下の漸翁如瑛(一 一五一～一二二六)の嗣で杭州の霊隠寺

に住 した大川普済とされているが、最近では、大川は住持として賛助は怠 らなかったであろうが、

実際にその編纂に尽力 したのは慧明とい う首座を中心とした霊隠寺の諸禅人であった とい う説が提

起されている。佐藤秀孝 「『五灯会元』編集の一疑点」、(『印度学仏教学研究』五八、pll4～ll5、 日

本印度学仏教学会、一九八一年三月);石 井修道 「大慧宗果とその弟子たち(一)、 『五灯会元』の成
立過程と関連 して」(『印度学仏教学研究』三六、一九七〇年三月)を 参照。

97宗 派に関係なく交際した人の中で、来朝僧や留学僧が多いことが 目立つ。たとえば、前者では清拙

正澄(「 中巌月書記、自百丈東陽和尚会中掌翰墨還郷、過予、文気逼人、可敬、弦欲省観円覚東明老

師、書此以贈」『新集』p568)、 竺仙梵倦(「 謝竺仙和尚訪」同p334、 「擬古三首、次中巌首座韻」同

p571、 「示中巌首座」同p571)が 有名で、後者では物外可什(「 万寿請物外疏」同p642)、 別伝妙胤

(「和答泊船和尚」同p344、 真賛 「別伝和尚」同p527、 「祭別伝和尚」同p691)、 無隠元晦(「会無

隠」同p339、 「蒋山万寿請無隠和尚住海蔵寺疏」同p646、 「祭大友江州直庵 又 代晦無隠)同p695、

古先印元(『 自歴譜』観応二年条同p624、)、 放牛光林(「放牛和尚寿牌入祖堂」同p545、 「放牛和尚

住南禅山門 ・江湖二疏」同p648)、 此山妙在(「 此山住天龍江湖疏」同p647)、 無夢一清(「無夢住東

湖江湖疏」同p648)、 無涯浩外(真 賛 「無涯和尚」同p531、 「中巌和尚住相州万寿江湖疏」同p573、
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「同諸山疏」同p573)、 天境霊致(「祭中巌和尚」同p577)、 寂室元光(「江州永源寺開山円応禅師行

状」、『寂室録』下之二)な どがいる。
98竺 仙梵イ暮(一 二九二～一三四八)、 元から来日した臨済宗楊枝派の僧。号は来来禅子。俗姓は徐氏。

出身は明州。古林清茂の法を継いだ。一三二九年六月大友貞宗の要請を受け、明極楚俊に従って 日

本へ渡来 した。翌一三三〇年鎌倉に下 り足利尊氏 ・直義の帰依を受けた。その後浄妙寺 ・浄智寺を

経て、京都南禅寺 ・鎌倉建長寺の住持となった。学識は一山一寧の次位とされ、各寺において多く
の弟子を養成 した。公武の帰依を受け、五山文学発展の基礎を築いた。

99別 源円旨(一 二九四～一三六四)、越前の人。円覚寺の宋僧東明慧 日に参ず。一三二〇年入元。古林

清茂 ・雲外雲曲 ・中峰明本 ・霊石如芝、無見先観 ・古智慶哲 ・竺田悟心 ・南楚師説に参ず。また隠

逸の人龍岩徳真 ・絶学世誠に歴参。一三三〇年帰国。足羽の弘祥寺 ・肥後寿勝寺 ・山城真如寺 ・建

仁寺等に住す。在元中のものを集めて 『南游集』といい、帰朝後のものを集めて 『東帰集』とい う。

『南游集』は、写本が国立国会図書館(『南游東帰集』内)、東京大学史料編纂所(『南游東帰集』内)

に蔵される。一六六四年刊本(京 都林伝左衛門)が 、駒沢大学 ・旧積翠文庫 ・大中院に蔵される。

他に刊年不明の刊本がある。一六六四年刊本(京 都銭屋惣四郎)が 、国立国会図書館 ・内閣文庫 ・

慶応義塾大学 ・旧積翠文庫 ・大中院に蔵される。他に刊年不明の刊本がある。

100東 白円曙、鎌倉の人。東明慧 日に参じ、中巌や別源と特に親交があった。入元 して古林清茂 ・了庵

清欲 ・了堂唯一に参 じた。帰国後、再び東明に随侍すること、その示寂にまで及ぶ。東明の寂後は、

再び竺仙梵倦などの古林門下の人と交わ り、詩文の世界に遊び、生涯を終わった。法階は蔵主にと

どまった。

101注13前 掲書p64に 、同詩の読み下しと現代語訳があるが、その製作背景をはじめ、内容についての

考察は極めて簡単である。
102明 極楚俊(一 二六二～一三三六)、南宋明州慶元府で生まれる。一二七三年、霊岩寺の竹G喜 を拝 し

て剃髪受具。育王山の横川如瑛に参 じで悟りを得る。その後、霊隠寺の虎岩浄伏の門に移って侍香

として仕え、虎岩の法を嗣ぐ。奉聖寺 ・瑞岩寺 ・普慈寺の諸寺に歴住 した後、婆州双林寺主となる

など、すでに元の禅宗界において高名な存在であった。一三二九年、径山で前堂首座を務めたころ、

大友貞宗からの使節に招請され渡 日を受諾。同五月に博多へ入港した。翌一三三〇年、鎌倉幕府に

招かれて関東へ下向する途中、京都で後醍醐天皇に拝謁 して法問を受け、仏 日鮫(焔)慧 禅師の号

を賜る。同年二月、得宗北条高時の要請で建長寺住持とな り、竺仙が前堂首座 としてこれを支えた。

この頃、元弘の変で流請 した後醍醐天皇の復位を予言したとい う。変後、復位 した後醍醐天皇に招

かれて一三三三年上京、南禅寺第一三世として迎えられる。翌一三三四年には南禅寺は京都五山の

第一とされた。同年、建仁寺に移 り、第二十四世となる。また摂津に広岩寺を開山。一三三六年、

建仁寺の方丈にて入寂。享年七五。遺偶に 「七十五年、一条生鉄、大地粉砕、虚空送裂」。著書に 『明

極和尚語録』があり、法嗣に獺牛希融、草堂得芳らがお り、明極派もしくは鮫慧派と称される。
103中 巌が夢窓の存在を知ったのはおそらく上京中のことであろう。かつて中巌は帰国の船中で高峰の

嗣で夢窓と同門になる天岸慧広に和韻して詩を作っているが、夢窓の出世は天岸慧広が留学期間中

にあたるので、天岸慧広から夢窓の話を聞いた可能性は少ない。

104注7前 掲書pll6を 参照。なお、詩の原文は以下のとおりである。

和答融書記兼東明極和尚

荊州願識久心期、偶得相逢白水淵。世路歎虞何可説、宗門淡薄実堪悲。人窮智短今猶古、法弱魔強

我怨誰。躇鐙不唯眼前事。文王箕子亦明夷。

定乱之後、朝廷請明極和尚住瑞龍召見次、藤丞相間道、師偶以答。江湖依韻相賀予亦随衆擢登龍阜

堂。

105後 醍醐政権への接近は後に大友貞宗を通して上表したことに端的に現れている。

106千 坂山彦峰 「中巌円.月における 「時」の意識一易と孔子の影響について」(『聖和』二九号p17～38、

聖和学園短期大学、一九九二年三月)を 参照。

107① 『自歴譜』(暦 応)二 年已卯条(『新集』p620):

「春、東明和尚又請以前版、固辞、及乎被逼、棄而上京、東明和尚、亦退建長、復欲因予奏聞、得

浄智養閑、予到臨川、礼夢窓国師、又上三条殿、皆為東明和尚、求浄智也、天龍既得浄智命、国師

欲以浄妙為東明和尚養閑所、時聞円覚大川計、大川素得建長命、然俄亡　、建長更無可主人、故以

三条殿鈎命、固請東明帰鎮、予既得国師及三条殿手帖、帰関東、請白雲師帰建長、(後 略)」

②東明和尚累住建長上表代(『新集』p381)、
「相州巨福山建長興国禅寺住持釈沙門慧 日、頓首上表 皇帝陛下。慧 日II、 遠来蛉(立+屏)無

頼、窃食上国、二十余年。顧漸、内無補於宗門、外無援於国家。幸遇 仁聖、累恭寵栄。前歳備員

瑞鹿、吃乎両周、偶以衰病、当帰休。反蒙 聖旨、屡遷此山、捧対論言、感戴無已、但以老丁 日甚、

上表敢辞。尋奉南禅長老、依救勧漿、 恩私尤重、固辞不可。旧治之所、山川如故、錐則殊方、還

同衣錦、誠感誠荷。伏惟 皇帝陛下、徳被匿中、威加海内。轟賊'r、 胎蜜来藤。起三代之墜風、

延百王之景柞。夷夏同志、遽迩斉憺。恭惟河水清於千年、嵩山呼於万歳。下情無任、祝類屏営之至。」
108虎 関師錬(一 二七八～一三四六))、京都の出身で、八歳で臨済宗聖一派東山湛照に師事 して参禅 し、
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東山の没後は規庵祖円 ・桃渓徳悟らについて修行 した。一三〇七年建長寺の渡来僧一山一寧を訪ね

た時、本朝の名僧の事績について尋ねられ、満足に応えられなかったことをきっかけとして一三二

二年 「元亨釈書」を著 した。また鎌倉の無為昭元 ・約翁徳倹の会下に入る一方、仁和寺 ・醍醐寺で

密教を学んでいる。一三三九年南禅寺の住持とな り、一三四一年東福寺海蔵院に退き、翌一三四二

年後村上天皇から国師号を賜った。論号は本覚国師。菅原在輔から 『文選』を、六条有房か ら易学

を学ぶなど自らの研鎖につとめ、該博な知識を得た。

109嵩 山居中(一 二七七 一一三四五)、遠江出身。俗姓は源。西澗子曇の法をつぐ。二度元(中 国)に渡 り、

古林清茂らに師事。一三二三年帰国後、京都の南禅寺、建仁寺、鎌倉の円覚寺、建長寺の住持とな

る。一三四五年二月六 日死去。詮号は大本禅師。著作に 『少林一曲』がある。

110全 提志令、南洲宏海の法嗣。中巌には 「和禅興全提韻」(『新集』p345)と い う詩がある。

111明 岩正因(?～ 一三六九)、来日僧西澗子曇の法を継 ぐ。円覚寺 ・建長寺住持、墓所は円覚寺正伝庵。

鈴木大拙が住んだことで有名。木造の坐像(一 三六五年)が 現存。中巌には 「和答明岩」(『新集』

p356)と い う詩がある。
112た とえば、在元三十年にして帰国した清渓通 徹に対して、執拗に同派下への加入を勧誘したのであ

る。注5前 掲書p352清 渓通徹の条を参照。

113『維摩義記』巻一(T38.450c)に 「其須浮帝、此名善吉、亦日空生。初生之日、家物悉空、故名空生。

其人於佛弟子之中解空第一。」とある。

114三 会院は、夢窓が臨川寺に門徒の精神的拠点となる施設として建てた寿塔である。さらに、一三三

九年五月に、「三会院遺誠」を制定した。「三会院遺誠」は、「我に三等の弟子あり」という有名な内

容のほかに、塔主を含めて塔内の僧数は二十人と定め、塔頭は住持及び門徒中の老宿による協議に

より選任 し、また仏事 ・忌 日の勤行を規定する。特に、本寺 ・末寺の文書を三会院に保管するとい

う一項を規定 し、塔主の主要な任務の一つとしている。(竹 貫元勝 「南北朝 ・室町期の禅宗」p55

以下、『日本禅宗史』、大蔵出版、一九八九年)

115北 条貞時が無学祖元を開山として建立した。

116松 尾剛次 「室町幕府の禅律対策一禅律方の考察を中心にして」pl～36(『 鎌倉』三七、一九八一、の

ち 『日本古文書学論集』 第七巻、吉川弘文館、一九八六年に採録)を 参照。

117大 喜法析(不 明～一三六八)、今川基氏の子で、仏国派太平妙準(夢 窓の法兄)の 法を嗣ぐ。浄明寺、

建長寺、円覚寺を歴住 した。中巌には 「和謝析大喜相訪」(『新集』p344)が ある。

118注5前 掲書p714～718龍 山徳見の条を参照。

119中 巌がしたためた龍山の行状で 「掛錫雲岩二年、朝夕参請」(『新集』p563)と ある。

120と くに珊瑚枝と月とい う組み合わせは 『佛果円悟禅師碧岩録』(円悟は大慧の師である)第 百則で取

り上げられている 「挙、僧問巴陵、如何是吹毛創。陵云、珊瑚枝枝撹著月。(挙 す、僧、巴陵に問

う、如何なるか是れ吹毛の剣。陵云く、珊瑚は枝枝に月を撹著す)」(T48.223b)と い う公案によっ

て知られている。ちなみに中国では珊瑚は.月を感 じて生 じ、枝頭に.月輩あるとい う考えがある。

121無 涯仁浩(一 二九四一一三五九)、一三ニー年入元し、了庵清欲をはじめとした諸老に参じた。一三四

五年石室善玖とともに帰国。肥後能仁浄土寺 ・鎌倉東勝寺 ・建仁寺を歴住 した。著作に 『無涯和尚

語録』がある。彼の中巌のために作成 した江湖疏、諸山疏は 『新集』(p573)に も収録 している。な

お、中巌賛の無涯仁浩像が正伝永源院に現存する。

122龍 漱周沢(一 三〇八～一三八八)、夢窓疎石の法嗣。妙沢と自称 し、別に咄哉と号す。甲斐武田氏の

出身。夢窓疎石に参 じ、甲斐の慧林寺 ・建仁寺 ・美濃の大興寺 ・南禅寺 ・天龍寺 ・東山の常在光寺 ・

臨川寺に住す。ついで寿寧院を開創。語録 『龍漱和尚語録』は弟子玉漢中坦が入明 して育王山広利

山住持願庵宗体に序を請いて作製してもらった。また龍漱自身も夢窓疎石の 『再住天龍寺語録』を

編纂した。ほかに詩文集 『随得集』がある。

123注7前 掲書p224を 参照。

124義 堂周信(一 三二五～一三八八)、土佐国高岡の生まれ。十四歳で剃髪、比叡山で夢窓疎石の門弟 と

なる。一三五九年に幕府が関東地方の統治のために設置 した鎌倉公方の足利基氏に招かれて鎌倉へ

赴き、基氏や関東管領の上杉氏などに禅を教える。一三七九年に上京し、三代将軍足利義満の家庭

教師的存在となる。相国寺建立を進言し、建仁寺住職、一三八六年には南禅寺の住職とな り、等持

寺住職も務めた。春屋妙芭や絶海中津と並ぶ、中国文化に通じた五山文学を代表する学問僧とされ

る。著作に 『義堂和尚語録』、『空華集』、『空華 日用工夫略集』がある。

125義 堂周信の 日記 『空華 日工集』は四十八冊あったが、早く散逸し、現在は抄出本 『空華 日用工夫略

集』四冊として伝えられる。記事は義堂誕生の一三二五年から死去の一三八八年に及ぶが、日記 ら

しい体裁を備えているのは六七年(正 平二二 ・貞治六)三 月からであり、それ以前と死去直前の部

分は、年譜作成のためになされた追記であろう。崇光上皇はじめ将軍足利義満、関東管領足利基氏 ・

氏満また二条良基、斯波義将など、広 く公武の要人と交わりがあり、禅宗史のみならず、政治 ・社

会 ・文化に関する貴重な史料で、ことに鎌倉の模様を伝える史料 として重要である。また彼の該博

な学識を表す内外典の記事は、当時の五山禅僧の教養の最高水準を示している。刊本 として辻善之

助編 『空華 日用工夫略集』(太 洋社、一九三九年)や 蔭木英雄 『訓注空華 日用工夫略集』(
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版、一九八二年)な どがある。

126① 貞治元年三月条、中巌、実田及諸老、商推古今娘々弗已。高麗人呼銀為南音。故謂銀音南。実田

説、京府中掛成陽宮圖。諸老或謂之切利天圖。可咲也。

②貞治六年十一月十 日条、命工、給絵前府君玉岩肖像、充瑞泉常住供養、締香火之勝縁。請建長中

巌讃。日 「(後略)」。

③応安元年追抄十六 日条、陽谷和松字答業子建。出示求改。(中 略)乃 指中巌也。

④応安三年十二月十八 日条、良弘 ・至勲二侍者来。並無惑之徒也。出石室送偶 ・此山和イ十、中巌長

篇。(中 略)因 索余偶。(後 略)

⑤応安四年三月六 日条、夢岩 ・黙庵与中巌 ・此山会於等持之頃、夢岩以 『日用規』中浴室之儀上下

知事、探間中巌す。中巌即座一々分暁指陳。蓋江南叢林常儀、不必疑也。時管領細川武州在座、以

為一快云。

⑥応安七年二月十八 日条、九峰出示故梅洲老人旧題及自和者。余乃次其韻題(後 略)。

⑦永和元年正月廿八 日条、中謙首座至、乃聞中巌和尚今月八日示寂、余日、「鳴呼、天下宗門棟梁催

也。奈何々々。」

⑧永徳元年九月二五 日条、准后又求余名新楼、且云、「旧名十境、其政平水則中巌所名也。水月楼則

先皇賜名、親御震翰云。

⑨至徳二年二月廿日条、為管領玉堂殿請、雪渓号序。大明瓦官無逸作記、梅洲老人中巌作説。(後略。)

⑩嘉慶二年四月四日条、(義堂)偶 頗詩文若干巻号空華外集、梅洲老人中巌公嘗作叙並践。(注125

前掲辻善之助編 『空華 日用工夫略集』に拠った。)

127『 五山文学全集』巻二 『空華集』P1750(思 文閣、一九九二年)所 収。

128同 文については蔭木は一部について触れている。注7前 掲書p253を 参照。

129哀 安(?～92)は 、後漢初期の中国の官僚。哀安 自身を含め四世代で五人の三公を出した後漢時代

の名門汝南哀氏の始祖となった。若い頃は家学の 『孟子』や 『易』を学び、儒者として学問に励ん

だが、特に目立った家ではなかった らしい。のちに孝廉にあげられて官界に入った。孝廉にあげら

れたときの逸話として、以下のような話が伝わっている。哀安が官途につかず勉学 していたときに

大雪があって飢饅になったことがあったが、彼はひとり家に篭って寝ていた。たまたま市中を巡回

していた県令が大雪を除雪 していない家があったので餓死者がいるかもしれないと思って中に入る

と、そこは哀安の家であった。なぜ外に出て食料を求めないのかと県令が問うと、哀安は大雪で人

はみな困っているのに、自分が外に出て行ったらますます迷惑をかけて しまうと答えた。県令はそ

の悠然とした賢人の態度に感心 して孝廉に推薦した。

130① 『大慧普覚禅師年譜』(『嘉興大藏経』JOlp797c)

高宗皇帝建炎元年丁未、師三十九歳、居楊州天寧。十月、同琳普明渡江省侍円悟干金山、信宿

而別。イ皆隆藏主之呉門、少憩宝華、次虎丘、遂館干前。資按武庫日、円通秀禅師云、雪下有三

種僧、余丁未冬在虎丘親見之、不覚失笑、乃知前輩語不虚耳。」

② 『大慧普覚禅師宗門武庫』巻一(T47・956b)

師云、円通秀禅師因雪下云、雪下有三種僧、上等底僧堂中坐禅、中等磨墨点筆作雪詩、下等園

櫨説食。予丁未年冬在虎丘、親見此三等僧、不覚失笑。乃知前輩語不虚耳。

131中 国における禅と文学の関係について、すでに多くの研究成果が蓄積されている。代表的なもので

孫昌武 『禅思与詩情』(中華書局、一九九七年)が ある。同書の序で、禅 と文学が密接な関係にあっ

たのは、その内容、思考様式が文学の創作活動 と共通する部分があるからということを論 じた上で、

禅の発生期(達 磨時代)か ら隆盛期(宋 代の江西詩派)ま での中国における禅と文学の交渉の実態

を明らかにしている。

132仏 照禅師徳光(一一ニー～一二〇三)は大慧宗果の法嗣である。大慧の後を嗣ぎ、径山に勅住 した。

また、孝宗の勅を受け、一一七六年より一一九三年にわたって数次入内説法した。その内容は 『仏

照禅師奏対録』に記録されている。

敬嬰居簡(一一六四～一二四六)は 徳光の法嗣である。その詩集 『北燗詩集』や、墨蹟「醇梅披吟友宿

山見胎偶」などが日本に伝わっている。中巌が 『北燗詩集』に識語をしたためている。また、ほかに
「物初翁瓶梅、燗陰翁折而為二。其一奇而不怪、其一怪而不奇。止止蕎前有梅、奇而且怪。凡物日癸

而後合、理之使然也。有感於予、故効墾而作。」(『新集』p357)、 「追和醐陰翁雲錦亭」(同p365)の

詩がある。

物初大観(一 二〇一～一二六八)は 敬里の法嗣である。その語録 『物初和尚語録』や詩文集 『物初

膿語』は 日本に伝わ り、五山版が開版 されている。語録の刊行に中巌 も尽力 していたことは、「法孫

比丘円月、施財命工鐘板、以垂後学功徳、報答四恩三有」という刊記によって窺える(『物初和尚語

録』)。また、中巌には 「物初師翁感事韻」(同p345)と い う詩がある。なお、その墨蹟 も日本に多

数伝わ り、現存するものもある。藤 田美術館所蔵の 「物初大観墨跡 山隠語」やサンリツ服部美術館

所蔵の 「黄山谷草書杜詩践」などは重文に指定されている。

晦機元煕(一 二三八～一三一九)は 物初の法嗣である。百丈山の所在地である南昌の人。百丈山、

浄慈寺、径山寺などに住した。笑隠の師であるため、その塔銘は、文宗の命で、元代随一の文人虞
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集が撰文している。

133原 文、「夏五月掌書記、建天下師表閣、作上梁文」。また、『自歴譜』に中巌が自身の著作活動に触れ

ているのはこのほかに、『中正子』、『藤陰項細集』、『日本書』があるが、いずれも大部のもので、一

篇の文章の名前を挙げているのはこの上梁文だけである。

134宋 の王応麟の 『困学紀聞』巻二十雑識によれば、北魏の温子升の 「閻閤門上梁祝文」が上梁文の最

初であるとされている。
135黄 渚(一 二七七～一三五七)は 、元代の著名な詩人、古文の大家。また、「儒林四傑」として柳貫、

偶渓斯と虞集と併称された。彼の 「行中書省上梁文」は 『金華黄先生文集』巻二〇に収録されてい

る。

136黄 潜が東陽と親密な交友関係 にあったことは、『金華黄先生文集』巻四所収の一三三六年に作成 した

詩 「丙子七.月十七 日、同渾公登紫微岩、江生元明許生存仁来会、遂宿鹿田、明 日乃由山橋回芙蓉峰

而別、追念数十年間同遊之士、往者已不可作、在者又莫之与同、両生顧能不悼其動相従隔履行風雨

中、誠一時清事也、第未知後遊為何 日、同遊為何人、撫事述情、成二十韻、激両生同賦、奉呈審言

子長」などから分かる。なお、芳賀の指摘によると、中巌より一世紀も後になる十五世紀の瑞渓周

鳳の著書 『臥雲 日件録』康正三年九月十五日の条に黄漕撰 『黄漕卿文集』が言及 されている(注23

前掲書p305を 参照)。

137『 五山文学全集』によって二を工の誤 りと考えた。

138結 綺、臨春 ともに陳后主が建てた楼閣で、贅沢さで知られる。『陳書』巻七皇后伝、后主張貴妃の章

に 「南朝陳后主、至徳二年、起臨春、結綺、望仙三閣、閣高数丈、井数十間、窩煽、壁帯之類皆以

況檀香木為之、飾以金玉、問以珠翠、其服玩之属、塊奇珍麗、窮板奢華、近古所未有。后主自居臨

春閣、張貴妃居結綺閣、巽孔二貴嬢居望仙閣、井復道交相往来。」とある。後代多くの詩に詠まれて

いる。たとえば劉禺錫 「金陵五題皇城」(『全唐詩』巻三六五)に 、「皇城六代競豪華、結綺臨春事最

奢。」とあり、宋王安石 「金陵即事三首」二(『王安石詩全集』巻三)に 、「結綺臨春歌舞池、荒膜狭

巷丙三家。」とある。

139太 形と王屋はともに雄大さで知られている翼州にある山。『列子』巻五 「湯問篇」に 「太形、王屋二

山、方七百里、同万イ刀。」 とある。愚公移山という故事で広 く知 られている。

140「 縢王閣序」は唐王勃の作、洪都の景色のすばらしさを詠んだ作品として有名である。

141左 界、東方にある星座の名前。謝庄の名作 「月賦」(『文選』巻一三)に 「干時斜漢左界、北陸南踵」

とある。

142張 鷹之嵯、張鷹が漢の武帝の命によって、嵯に乗って天の川の源を尋ねて帰ったとい う有名な故事

を踏まえている。

143李 白の名作 「夜宿山寺」(『全唐詩』巻一七四)の 「危楼高百尺、手可摘星辰」を踏まえていると思

われる。

144東 陽は百丈懐海下の十八代目に当たる。

145獅 子座は仏教では長老大徳の座を指す(『禅学大辞典』p430)。 獅子吼も禅宗でよく用いる用語で、

素晴らしい説法の喩えである。たとえば、『維摩詰所説経』「佛国品」(T14.537a)に 「演法無畏猶師

子吼、其所講説乃如雷震。」とある。

146百 丈野狐の公案に基づく。にせものの禅者 を呼び覚ますべきであるとい う意味。『無門関』二、『従

容録』八、『宏智禅師広録』巻二など多くの語録に取り上げられている。以下、『円悟佛果禅師語録』

巻一九(T47.804a)に よってその内容を示そ う。「挙、百丈毎至陞座、常有一老人聴法。一 日衆去老

人独留。丈云、汝是何人。老人云、某非人、然某縁五百生前迦葉佛時会住此山、錯答学人一転語、

所以五百世堕野狐身。今欲挙此話、請和尚為答。丈云、汝試挙看。老人云、大修行底人還落因果也

無。某対云、不落因果。丈云、汝問我与汝道。老人遂問、大修行底人還落因果也無。丈云、不昧因

果。老人遂悟、得脱野狐身化去。」

147那 伽は梵語の音訳で、龍、象、仏陀の三つの意味があるが、ここでは仏陀の意で取った。那伽定は

佛の禅定を意味する。那伽が立つとい う表現は那伽定か ら来た連想かと思われる。それによって暁

の百丈山の静誼で神秘的なイメージをかもし出していると思われる。

148『 金華黄先生文集』巻十一(商 務印書館、一九三二年四部叢刊本)pll5所 収。

149『 法言』巻四間道篇に 「或問、八荒之礼、礼也、楽也、敦是。日、股之以中国。或日、敦為中国。

日、五政之所加、七賦之所養、中於天地者、為中国。過此而往、人也哉。聖人之治天下也、擬諸以

礼楽。無則禽、異則酪。吾見諸子之小礼楽也、不見聖人之小礼楽也。」とある。

つま り、礼楽があるかどうかをもって人間かどうか、礼楽が聖人の制定 したものと同じかどうかを

もって中華人かどうかを判断する基準にしている。

150① 廉而不劇は現代中国語で熟語となっているが、『礼記』四八聰義篇にある 「廉而不劇、義也」が

出典である。孔頴達の疏には 「廉、稜也、劇、傷也。言玉体錐有廉稜而不傷割於物、人有義者亦能

断割而不傷物、故云義也。」と解釈 している。

② 『老子』五十八章には 「是以聖人方而不割、廉而不劇、直而不舜、光而不耀。」とある。

151帰 国後鎌倉円覚寺に帰る前に送別として書いたとあるから、元弘三年末か建武元年始め頃のものと
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思われる。この時、清拙正澄は後醍醐の命により建仁寺に住持 している。またこれより五年後関東

にいた中巌は京都の清拙に 「与清拙和尚」(『新集』p386)と い う書簡を書いてお り、京都を発った

とき、挨拶に行ったことなどを記 している。

152竺 仙梵倦、義堂周信など中巌の文章力を褒め称える同時代の言説は多くあるが、年代的には清拙の

この詩が一番最初のもので、百丈山での経験を特に記 しているところが特徴的である。

153雲 屋自閑(一 二三一～一三一二)、 その法系は大慧一徳光一妙峰之善一束聖仲穎一雲屋である。

154二 老亭と草堂の建立にっいて、中巌は 『藤陰項細集』三六二条(『新集』p460)で 次のように触れて

いる。

「雲屋和尚住智者時、周斐斉、数入山中、□□□□□二老亭、李雪苓、鮮干伯幾、作圖賦詩、落□

□□□又構草堂、雲屋謝事居焉、宣政院復以□□□□□老不仕、譲其友万一山。」

またほぼ同じ内容の記述が笑隠大訴の 「金華智者寺雲屋問禅師塔銘」(『蒲室集』巻一二)に 見える。

155中 巌の 『自歴譜』によると、一三三一年春に金華に着いてから、夏には隣接の義烏県にある双林寺

に掛搭 したとあるが、そこでの生活については、智者寺を回想する 『文明軒雑談』三七三条に、「縣

錫椿陰」とそれを裏付ける一句があるだけで、他に詳 しい記述が残っていない。
156薩 都刺の生没年については(一 二七二～一三五五)説(周 双利 『薩都刺』p5～7、 中華書局、一九九三

年)、(一 三〇〇年～?)説(章 培恒 『中国文学史』第六編第四章第三節)、(約 一二八〇一釣一三四六)

説(『 中国古代文学史』第六編第八章第三説、北師大)が ある。

157そ の詩集 『薩天錫詩集』(台湾学生書局、一九七九)に 「贈訴笑隠長老」(pl45)、 「寄賀天竺長老訴

笑隠召住大龍翔集慶寺」(pl78)の 二首が見える。

158三 生石の故事、唐の僧円観は親友の李源と再会の約束をして示寂する。十二年後、李源は約東通 り

杭州天竺寺へ行って、円観の生まれ変わ りである牧童と再会する。その場所が三生石である。
159『文明軒雑談』四四九条(『 新集』p486)に 「儀則堂与、予同庚、亦法嗣先師広慧(東 陽徳渾)と あ

る。なお、琳荊山については、呉景奎の 「寄琳上人」(『薬房樵唱』巻一一)に 「我識東陽老仙伯、

為煩問訊近如何」とあることか ら、東陽の弟子であることが分かる。また景南葉顯の 「挽琳荊山上

人」(『樵雲独唱詩集』巻一)に 「大徳庚子春、生我及此公」によると、琳荊山も一三〇〇年の生ま

れであることが分かる。

160『 文明軒雑談』三六三条(『新集p460』 に 「金華王善甫善書。会用 日本繭紙、書□□□□□。琳荊

山収之、与予観之、且日、此紙仙里出也、退之之文、善甫之書、紙亦遠来、可珍、是三絶也、予日、

物以遠見貴、人以遠見卑、荊山然之、繭紙、 日本謂之引合、予帰国時、荊山以為畿、荊山亦能書。」

とある。

161「 挽琳荊山上人」(註159前 掲)に 「賦詩雑風騒、屈宋或可宗、字垂尤俊健」、「寄琳上人」(註159

前掲)に 「踏穿門限客求書」とある。

162中 巌の現存作品の内、中国で作ったと思われる作品は詩十四首(遊 武夷山、瘡疾、贈張学士並序、

贈塗都料、庚午三.月東陽和尚書所見韻、和儀則堂韻謝珠荊山諸兄見留、古意、九宮観酬車提点、寄

天如則首座、泰定二年寓保寧会諸江湖名勝、金陵懐古、遊赤松宮、思郷)、上梁文一篇(百 丈法堂上

梁文)、疏二篇(百 丈請玉田住西隠疏、江湖請傑独峰住智者)、 祭文五篇(祭 智者大道和尚代両序、

又代者奮、又代緋事人、又代選僧堂、祭幻住中絶際)乗 払一条である。

158智 者寺の環境については、当地で書いた詩 「和儀則堂韻謝琳荊山諸兄見留」に 「涼々玉澗流、青々

青祇樹囲」とあることか ら、実際川や林に囲まれていた景勝の地であったと思われる。

164『荘子』や 『列子』および江掩、陶潜については後述する。『史記』については増田が指摘ずみであ

る(注13前 掲書p31)。 蘇載の影響については、次の箇所 「夜色混天水、身若居瑠璃。舟子款乃敏、

客有洞箒吹。始作鳴鳴声、漏座皆無恰。漸有容与態、聴者同好眉。」が蘇載 「前赤壁賦」の 「客有吹

洞箒者、イ奇歌而和之。其声鳴鳴然、如怨如慕、如泣如訴、余音裏畏、不絶如縷。(後 略)」 を踏まえ

ていると思われる。なお、中巌が蘇載の 「前赤壁賦」を宋代の文章のなかで最もすばらしいもので

あると思っていることについてには、『藤陰項細集』三七一b(『 新集』p462)に ある 「欧陽公云、

晋無文章、惟陶淵明帰□□□□□□ □東披云、唐無文章、惟(韓)愈 送李　□已、予日、宋無文

章、惟東坂前赤壁□(後 欠)」 から分かる。

165『 荘子』内篇一 「迫遥遊篇」に 「連叔日、其言謂何哉。日、貌姑射之山、有神人居焉。肌膚若沐雪、

緯約若処子。不食五穀、吸風飲露。乗雲気、御飛龍、而游乎四海之外。其神凝、使物不疵癌而年穀熟。

吾以是狂而不信也。」とある。

166『 列子』巻二 「黄帝篇」に 「海上之人有好鴎鳥者、毎旦之海上、從鴎鳥游。鴎鳥之至者、百住而不

止。其父日、吾聞鴎鳥皆從汝游、汝取来、吾玩之。明 日之海上、鴎鳥舞而不下也。」とある。

167た とえば、張喬 「贈初上人」(『全唐詩』巻六三八)に 「竹色覆禅栖、幽禽続院哺。空門元去住、行

客自東西。井代春来歌、庭枝雪后低。相看念山水、尽 日話曹漢。」とある。
168雪 村友梅 「失題」に 「幽禽呼念佛、薄俗疑生姦」とある。(『眠峨集』一首目)こ こでは、雪村は自

らを幽禽に喩え、仏教を勉強するために元に留学 してきているのに、スパイの容疑をかけられたと

い う経歴を詠んでいる。

169中 巌が陶淵明の 「帰去来辞」を晋代の文章のなかで最もすばらしいものであると思 うことについて
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には、『藤陰項細集』三七一b(『 新集』p462)に ある 「欧陽公云、晋無文章、惟陶淵明帰□□□□

□□ □東坂云、唐無文章、惟(韓)愈 送李　□已、予日、宋無文章、惟東坂前赤壁□(後 欠)」 か

ら分かる。

170観 は中国語では冠と発音が同じであることから来た誤用かと思われる。

171『 智覚普明国師語録』付録(T80・726c)に 「又至一所、楼閣峰燦殿宇粛厳、而不見人。自念言、是

妙喜世界。予凝遠熟視、中巌和尚堆望楊、而為衆談大慧普説。時衆未集、某近前。岩以手指中央一

幅垂像、予就其指看却 日、阿誰。岩且頷、引声曉云、彼者言大慧之人也。予云、不然。岩崔然日誰。

予日、是吾国師。岩詰其故。予見大智普明四箇字在其上方、而指以為謹之。頃忽開静板鳴、驚覚撫

枕正聖追繹焉。」とある。
172『 孟子』巻一に、「挟太山以超北海、語人日、我不能、是誠不能也。」とある。

173こ の話は 『潭州潟山霊祐禅師語録』『景徳伝灯録』『五灯会元』、『大慧普覚禅師普説』、『大慧普覚禅

師法語』など多くの禅籍に見られるが、以下中巌と縁の深い 『大慧普覚禅師普説』にある内容を参

考に掲げよう。

『大慧普覚禅師普説』巻一三(T47・865a)、

(香厳和尚)便 辞潟山、直過南陽観忠国師遺跡。遂憩止卓奄。一 日蔓除草木、因麗瓦礫、蕎然撃

著一竿竹作声、不覚打著父母未生時鼻孔。当時如病得医、如暗得灯、如貧得宝、如子得母、歓喜

無量。遂沐浴焚香、遙礼潟山歎日、和尚大悲、恩途父母。当時若為我説破、w有 今 日事。乃有頬

日、一撃亡所知。爾看他得底人、発言自是不同。初聞撃竹作声、忽然大悟、所悟底心便絶消息。

如彌勒弾指楼閣門開、命善財入、善財心喜、入巳還閉、便是這箇道理。香厳悟処既絶消息、父母

未生時事頓爾現前。纏作箇頒子、便有為人底方便。下面註日、更不假修治。動容揚古路、不堕情

然機。処処無蹴跡、声色外威儀。諸方達道者、成言上上機。多見禅和子、愛去到処問長老。長老

家無著口処、便為他解説。爾伯他香厳説得未分曉在、更要註解。又有一般人也道、因撃物作声、

有箇悟処。或問他爾試説看、便撃物作声日、多少分明、有甚磨交渉。大似隔樺使拳頭爬痒、如何

得快活去又不見。
174① 答不聞:顧我為人也、(中略)養 蒙類眠意、癩拙不征利(後 略)。

②和韻贈大虚井序:今冬無雪、春来太暖。天為窮者厚其賜也、量可謂之不仁乎。二月桃李已盛　、既

而將清明節、俄爾大雪。予甚異之而獺拙相成、未有得詩若文為記。(後 略)

③和答明岩:(前 略)学 書北海拙成死、避世東方狂入場。欲伴鷺鳳待時出、傭随燕雀逐風翔。紛然衆

目更難理、免伎宗師力整綱。

④祭竺倦和尚:(前 略)尋 師鳳台、再之不遇、帰哉帰哉。藏拙稠衆、南屏之隅。恵然過吾、鳳林同来

緬懐嘉会、嵯乎難再。(後 略)

⑤祭義師立翁:(前 略)既 受僧業、恨不依師。飛蓬無根、漂梗無　。偶於福山、藏拙自適。不料忽聞、

師己告寂。(後 略)

175千 岩元長(一 二八四一一三五七年)、中峰明本の法嗣。隠遁的な性格 という師の家風をよく守った人 と

されている。

176「 不照覆盆」については、葛洪 『抱朴子』巻十二 「緋問篇」にある 「是責三光不照覆盆之内也」が

最初と思われる。元の頃には元曲にも登場するほど広く普及 した言い方になっている。たとえば元

代第一の劇作家として知 られる関漢卿の 『山神廟斐度還帯』第一折に 「日月錐明、不照覆盆之下、

看説此一事韓公実是冤柾」とい う内容がある。中巌は 「祭大友江州直庵」(『新集』p695)で も自ら

を 「自謂覆盆」と卑下して表現 している。

177『 准南子』巻一二道応訓篇や 『列子』八説符篇にみえる。以下、『列子』によってその内容を以下に

紹介する。

『列子』説符篇

秦穆公謂伯楽日、子之年長　、子姓有可使求馬者乎。 伯楽対日、良馬可形容筋骨相也。天下之馬者、

若滅若没、若亡若失、若此者絶塵揖轍。臣之子皆下才也、可告以良馬、不可告以天下之馬也。臣有

所与共担墨薪菜者、有九方皐、此其干馬非臣之下也。請見之。穆公見之、使行求馬。三月而反報日、

已得之　、在沙丘。穆公日、何馬也。対日、牝而黄。使人往取之、牡而朧。穆公不悦、召伯楽而謂

日、敗　。子所使求馬者、色物牝牡尚弗能知、又何馬之能知也。伯楽唱然太息日、一至干此乎。是

乃其所以千万臣而元数者也。若畢之所観、天机也。得其精而忘其粗、在其内而忘其外、見其所見、

不見其所不見、視其所視、而遺其所不視。若皐之相馬者、乃有貴乎馬者也。馬至、果天下之馬也。

178陳 友氷 「二十世紀大陸的宋詩総論研究回顧」p4以 下を参照。(『漢学研究通訊』94期 、二〇〇五年五

月)

179「 奪胎換骨」「点鉄成金」「以故為新」はいずれも黄庭堅が詩の創作について述べた有名な言葉であ

る。

奪胎換骨、『冷斎夜話』巻一 「奪胎換骨法」に、「山谷云、詩意無窮、而人之才有限、以有限之才、

追無窮之意、錐淵明、少陵不得工也。然不易其意而造其語、謂之換骨法、窺入其意而形容之、謂之

奪胎法」とある。

点鉄成金、「答洪駒父書」(『豫章黄先生文集』巻一九所収)に 「自作語最難、老杜作詩、退之作文,
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元一字元来歴、蓋后人読書少、故謂韓、杜 自作此語耳。古之能為文章者、真能陶冶万物、錐取古人

之陳言入干翰墨、如霊丹一粒、点鉄成金也。」とある。

以故為新、『冷斎夜話』に 「山谷嘗与楊明叔論詩、謂蓋以俗為雅、以故為新、百戦百勝如孫呉之兵、

棘端可以破嫉、如甘蝿、飛衛之射、此詩人之奇也」 とある(『山谷詩集注』巻十二)。
「以故為新」こそ 「奪胎換骨」の原理だとされている(黄 啓方 『黄庭堅与江西詩派論集』pl6、 台北

国家出版社外、二〇〇六年)。
180そ の全詩は次のようである。「拾遺流落錦官城、故人作チト眼為青。碧鶏坊西結茅屋、百花潭水濯冠櫻。

故衣未補新衣綻、空蠕胸中書万巻。探道欲度義皇前、論詩未覚国風遠。干父峰燦暗宇県、杜陵章曲

元鶏犬。老妻稚子且眼前、弟妹瓢零不相見。此公楽易真可人、園翁漢友肯 卜隣。隣家有酒遽皆去、

得意魚鳥来相親。洗花酒船散車騎、野培元主看桃李。宗文守家宗武扶、落 日寮騙駄酔起。1聞 解鞍

脱兜馨、老儒不用千戸侯。中原未得平安報、醇里眉横万国愁。生給舗塙粉墨落、平生忠義今寂輿。

几呼不蘇騙失脚、抗恐醒来有新作。常使詩人拝画図、煎肢続弦千古元。」

181同 詩の黄庭堅の真跡は、明の蔵書家や清王朝の宮廷の所蔵を経て、現在故宮博物館に所蔵されてい

る。

182注23前 掲書p288を 参照。

183中 巌のように留学経験があ り、中国で疏の作成に従事したことのある人間は、必ずしも蒲室疏法通

りに書かなくても、立派な四六文が書けたのであるが、留学経験のない多くの禅僧たちにとって、

約束ごとがはっきりしている蒲室疏法にのっとって書いたほうが安心できたのであろう。

184絶 海中津(一 三三三～一四〇五)は 土佐国高岡郡津野(高 知県高岡郡津野町)を 支配 していた豪族 ・

津野氏の一族として生まれた。義堂周信とは同郷である。一三四八年に上洛して天龍寺に入った。
一三五〇年に剃髪し

、翌年に夢窓疎石が死去するまで、その側に仕えたと言われる。一三六八年に

は明に渡海し、用貞輔良ら明の高僧らと出会い、これらの教えを受けた。一三七六年には明の太祖

である洪武帝(朱 元璋)か ら謁見を許されている。一三七八年に日本に帰国した。この明への渡海

により、絶海中津は多くの高僧らと出会ったことで、俗的詩文の風と四六文の技法を身につけたの

である。また、このような明への渡海は、かつての師匠である夢窓と同じく、 日本における政治家

や武将たちからも一目置かれる存在として見られるようになった。足利義満 ・足利義持などの二代

の将軍をはじめ、多くの有力な守護大名、また朝廷においても伏見宮栄仁親王 らの帰依を受けた。

その存在は当時の仏教界でも大きく、義堂と並んで臨済宗夢窓派の発展に寄与 したとい うことで評

価は高い。後小松天皇や称光天皇らも中津に帰依 した人物の一人であり、その死後に前者は仏智広

照国師、後者は聖国師とい う勅命による追贈を行なった。『絶海和尚語録』や 『蕉堅稿』(詩 文集)

などの著作が伝わっている。

185そ のため、その故事の出典を知ることが読む人にとって必要となってくる。中世禅林で出現した多

くの抄物も出典の提示を中心に作成されているのは偶然ではない。

186「 咄嵯而緋」とい う表現は 『晋書』巻三三石崇伝に 「嘗為客作豆粥、咄嵯而蜘 がもともとの出典

であるが、宋代以降熟語 と化 している。たとえば 『東京夢華録』巻三に相国寺の斎会について、「毎

遇斎会、凡飲食茶果、動使器皿L、錐三五百分、莫不咄嵯而蜘 と書かれている。

187た とえば、宋宗蹟 『禅苑清規』の序文には 「庄厳佛社、建立法憧、佛事門中、閾一不可。wK;_立法之

貴繁、蓋随機而設教」とある。

188蔭 木はこの疏の後半を取 り上げ、「明監来機、入門便知好悪、沢施群品、随機乃分多寡」については、

春屋妙繭は人材能力をば見ぬいて適材適所に登用する、人事管理能力をさしているとしているが、

筆者と違 う理解を示 している。(注7前 掲書p242)

189現 在貞治七年(一 三六八)践 付きの五山版が残っているが、『五山文学全集』第二巻 『空華集』所収

の践は同序と同文である。

190義 堂の杜甫認識については朝倉尚の 「禅林における杜甫像寸見一 「文章一小技」と 「杜甫忠心」」(『岡

山大学教養部紀要』一一p65～102、 一九七五年三月)を 参照。

蘇献については、『空華 日工集』応安五年二月十 日、七月三 日、永徳元年正月五 日条などに記述が見

みえることからみると、尊崇 していたことは明らかである。

191蘇 献については本章第一節、杜甫については本章第三節を参照。

192呉 言生 『禅宗思想淵源』(p321～353、 中華書局、二〇〇一年)に よれば、『円覚経』の示 している修

行理論など、禅の思想と共通することが多いことから、中国で禅宗の確立期である唐代からすでに

宗密など有力な禅僧によって喧伝されていた。

193注192前 掲書p329を 参照。

194義 堂の文学観については注23前 掲書p248を 参照。

195『 大方広円覚修多羅了義経』普眼菩薩問佛章(T17・915a)、
「善男子、此菩薩及末世衆生、修習此心、得成就者、於此無修亦無成就。円覚普照寂滅無二、於

中百千万億不可説阿僧祇恒河沙諸佛世界、猶如空花、乱起乱滅、不即不離、無縛無脱。始知衆生

本来成佛、生死浬繋猶如昨夢。」
196鄭 紹基 「元代僧詩現象平議」(『中国社会科学院研究生院学報』、二〇〇五年三期p62～67)を 参照。
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197現 在 日本には円至注、斐庚増注 『増注唐賢三体詩法』三巻が一四九四年より一七〇三年までの間の

七種類の刊本が知られる。

198『新集』(p526)で は正宗と傍注を振っているが、『禅学大辞典』(禅宗法系譜4708)で は正庵 として

いる。前者に従った。

199『夢窓国師遺芳』(天 龍寺、二〇〇一年)に 収録されているものだけでも三十四点に上っている。

200注80前 掲書pl8以 下を参照。

201注80前 掲書p61を 参照。

202心 似鐡とは決心が固く、何事にも動かされないことを表す表現として、元代では熟語として定着し

ている。たとえば、有名な劇作家馬致遠の 『双調夜行船』四 「落梅風」に 「天教伽富、莫太奢。没

多時好天良夜。富家几更倣到称1心似鉄、争享負了錦堂風月。」とある。また、禅宗の語録では常用す

る語句では多くないが、『円悟佛果禅師語録』『密庵和尚語録』『万松老人評唱天童覚和尚頒古從容庵

録』などに用例が散見される。夢窓がその孫弟子となる渡来僧無学祖元の語録 『佛光国師語録』

(T80・150a-b)に 「東福開山和尚言卜音至上堂。昨夜虚空忽錆殖。東福山頭法憧折。蓋大地人倶嘆咽。

唯有建長心似鉄。何故。東山左畔老松樹。e.開 在深雪。」とある。なお、中巌 自身の木造をみる

と、荒削 りで厳 しい顔となっている。

203原 田正俊 「日本中世における禅僧の講義と室町文化」(『東アジア文化交渉研究』第二号p31～45、

二〇〇九年)を 参照。

204『 国書総 目録』に載せているものを一覧表にすると、以下になる。

書名 著者 所蔵

挿注参釈広智禅師蒲室集 中巌円月 足利学校史跡図書館

蒲室烏焉集 龍谷大学

蒲室疏解 仲方円伊 新纂禅籍目録

蒲室四六講時 口伝 江西龍派 新纂禅籍目録

蒲芽 稀世雲彦講、正宗龍統抄訳 東福寺霊雲院

蒲室集抄 桃源瑞仙 尊経閣

蒲室集抄
足利本 『蒲根』における枠内の本

文 と注釈に相当する
大谷大学

蒲室集 月舟寿桂 尊経閣

蒲根(漢 文) 月舟寿桂
足利、建仁寺大中院、両足院、

鹿苑寺

蒲華 東大、京都府、鹿苑寺

蒲室集抄 仁如集尭 積翠文庫

蒲室集抄 月渓聖澄 駒沢

蒲室集疏翼講 駒沢

蒲室疏 建仁寺大中院

蒲室抄 輪王寺

蒲室集書問翼講 東北大学

蒲室集書問枝蔓略抄 此山玄淵 静嘉堂、駒沢

蒲室文集緒梗 此山玄淵

蒲室疏続考 高峰東唆 建仁寺両足院

蒲室秘旨四六 口伝 高峰東唆 両足院

蒲室禅月見桃抄 新纂禅籍目録

蒲室聞塵 両足院

蒲室鱗書 御茶ノ水図書館成葺堂文庫

205注7前 掲 書p222を 参 照 。

206現 存 す る五 山版 をみ る と、 余 白部 分 は 非 常 に多 く、 刊 行 当初 か らそ こ に注 の 書 きい れ を予 想 して い

た よ うに さ え思 え る。

207注7前 掲 書p221を 参 照 。

208龍 谷 大 学 蔵 『蒲 室 烏焉 集 』に よれ ば、「中巌 、参 釈 ト云 、蒲 室 ノ抄 ヲ メサ レ タガ 、全 部(ハ)ナ キ也 、

カ ンヂ ン ノ蒲 室 ノ疏 ハ ナ キ ソ」 と、『参 釈 』 は 疏 の 部 分 の解 釈 が な い とあ る。 た だ 、詩 文 部 分 も途 中
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で終わって しま うのは、やはり納得 しにくい。

209足 利蔵 『補注参釈広智禅師蒲室集』の筆跡について、コピーを持って、根津美術館の菅原先生に鑑定

を依頼したところ、恐 らく中巌筆ではなく、巻末の 「円光寺常住元倍」の署名と同一人物だろうとい

うことだった。

210国 会図書館所蔵元倍手沢本については、宇津純 「京都円光寺旧蔵 閑室元倍手沢本 目録」(『参考書

誌研究』三〇)、また足利学校遺跡図書館に伝存す る手沢本については、川瀬一馬 『増補新訂足利学校

の研究』(講談社、一九七四年)第 二章を参照 した。

211『 参釈』には参(語 釈)に は●をつけているのに対して、釈(解 説部分)に は▲ と朱筆で記号をつけ

分けている。
212室 町時代後半期から 『蒲室集』への関心は主にその疏の部分に向けられていた。それが、詩文のみ

を注釈 した『参釈』の筆写が途中で中断 したこととなんらかの関係があるのではないかと思われる。

213『 天柱集』「示中巌首座」(『新集』p571所 収)。

214注23前 掲書p94を 参照。

215厳 註からの引用は合わせて十三ヶ所が確認されている。また、「箋」 としている部分でも、実際は厳

註から引用している例も見られる。たとえば、「会曹伯珪」詩の 「邪」字についての注釈(巻 二 十

葉表余白部分)に は、「『詩』「常様之華、郷不聾韓」。郷即h、韓音偉。箋、承華者日h。(後 略)」 と

ある。下線の箇所を実際に調べてみると、鄭箋にはないかわりに、『詩緯』では 「桟日、承華者 日h」

とい う記述が見つかった。

216一 字の解釈をめぐって、違 う意味の用例を出して、妥当なものを取る作業はほかにも多々見 られる。
一例を挙げる。「佛智師帰仰山」詩 「扶輿」についての解釈(巻 四第二葉表余白部分)は 以下のよう

である。「▲扶輿二字、祖出相如賦。 「楚使子虚使於斉、々与使者出田(敗)。 田罷、烏有先生問云、

田楽乎、獲多乎。使者対以楚国雲夢之事。於是鄭女曼姫、蛮 繊濫琶繊扶輿猫雛.

髭、燕尾之属、皆衣上假飾。扶輿猜靡、張揖日、扶持楚王車輿相随也。顔師古駁之日、非也。此自

言鄭女曼姫為侍従者所扶輿而猜靡耳。(□ □□□)

今案、扶輿而猜靡耳之文、輿与猜之間有而字、故知由扶輿故、其衣裳猜靡耳。非謂扶輿即為猜靡之

義也。猜靡者、師古云、今人猶呼相撫掩容養為猜靡。

又案、賦日、其南則有平原広沢、登降随靡。注、師古日、陥靡、妾表也。□也、随七ホ反。又案、

『上林賦』登降施靡、注、師古日弛、音ざホ反、施靡、猶連延也、陥施同読、為父ホ反、皆与猜靡

同読也。韓文用相如賦扶輿而猜靡之語、故直倣畳連之文耳。今吾祖述本文云、抜車輿也。広智師伯

与佛智翁拝別之時、挟助八十老師於車輿之上、拝而別之也。」

なお、「扶輿」に関しては、『文明軒雑談』三九〇条(『新集』p468～469に も関連記述が見える。

217清 原宣賢(一 四七五～一五五〇)は 、室町時代 ・戦国時代の公卿 ・学者。宮中に仕えて講義を行い、

明経道を整理 して和漢にわたる著作をおこなった。後に宮仕えから身を引き、剃髪 して環翠軒宗武

と号し、学者としての活動に専念 した。国学者 ・儒学者で歴史上屈指の碩学とされ、多くの著作が

あるが、そのなかでも各種の抄物は現在も多く伝わり、 日本国学研究の基礎資料となっている。

218注23前 掲書pl70を 参照。

219『 新集』p659。 なお、中巌が 「志云」と断った上で引用 している内容は 『漢書』巻ニー上 「律暦志」

にある。

220『 漢書』引用に際して、師古日と並んで、「蘇林日」、「応勧日」の形で注釈者の名前が見えるが、何

れも顔注に引用 してあるものである。

221注23前 掲書p199～208を 参照。

222詳 しくは武内義雄 「日本における老荘学」(『武内義雄全集』巻六、諸子篇一p226～238、 角川書店、
一九七八年)を 参照。

223藤 原頼長 『R記 』康治二年九月二九 日条を参照。

224池 田知久 「林希逸荘子口義在 日本」、『荘子窟斎口義校注』所収(周 啓成、中華書局、一九九七年)。

225注23前 掲書p306を 参照。

226注23前 掲書p269～274。 朝倉尚も 「禅林における杜甫像寸見一 「文章一小技」と 「杜甫忠心」」(p65)

で中巌について触れているが、中巌本人の杜甫観については考察 していない。義堂が杜甫の影響を

受けていることの証拠として、義堂を杜甫に喩えている中巌の文章を引用 しているのである。

227笑 隠詩をはじめ、当代中国文人の杜甫崇拝はそのまま日本禅僧の杜甫への関心を高めたことになっ

たであろう。

228中 巌が杜甫に傾倒する理由は、その文章のすばらしいことだけではなく、中巌自身もそ うであるよう

に、常に国を憂い、民を憂 う杜甫の政治参加的な生き方にもあると思われる。中巌と杜甫の共通性に
ついては、高文漢の 「五山文筆僧 中巌 円月の世界」p73(『 日本研究』一八、国際日本文化研究センタ
ー、一九九八)に 言及がある。

229長 沢規矩也 『宋元版の研究』(汲古書院、一九八三年)を 参照。

230許 総 『杜甫論の新構想一受容史の視座から』p152～153(研 文出版、一九九六年)を 参照。

231数 多く存在した 『蒲室集』注釈書の うち、疏の部分についての注釈がほとんどである。その詩文に
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ついての注釈は中巌の注のほかに、わずか龍谷大学蔵 『蒲室烏焉集』が確認 されているのみである。

中巌の注と比べ一毅と簡単なものである。
232久 須本 「中巌の中国文学的背景」(注25前 掲)や 、芳賀 『中世の学問および文学に関する研究』(注

23前 掲)に は、陶淵明、李白、杜甫、韓愈、柳宗元、欧陽修、蘇東:岐の影響が指摘 されているが、

このほかにも、屈原、曹操、曹植、竹林七賢、司馬相如、揚雄、謝霊運、江俺、顧凱之、寒山、王

勃、顔師谷、孟浩然、質島、盧全、元積、白楽天、劉萬錫、杜牧、陸亀蒙、司馬光、林適、王安石、

票裏、黄庭堅、陸遊、範成大への言及が確認される。

233た とえば、九世紀に編纂 された 『日本国見在書目録』儒家の条に 「揚雄法言十三、楊子太玄経十三」

との記載がある。

234た とえばその冒頭を飾る 「和働志詩」で 「日希験之馬、験之乗、慕聖之人、聖之徒」とあるのは、『法

言』「学行巻」第一の 「購騨之馬、亦騨之乗也。購顔之人、亦顔之徒也」を踏まえていると思われる。

235『 海蔵和尚紀年録』徳治二年条に 「師日、悪獲太玄。山廻函出玄日、此書甚難得。後略」と見える。

236『 空華 日用工夫略集』応安四年一二月ニー 日条を参照。

237日 本で揚雄の生き方に関心を持つようになるのは、現在知られているのは近世以降であり、江戸の

思想家の間で隠逸を基調とした揚雄像が類型化され、それへの仮託がなされた とされている。高橋

章則 「護園古文辞学と揚雄一熊阪大州大田南畝を端緒として」(『文芸研究』一四p1～12、 一九九

六年一月)を 参照。

238渡 元前には 「不敢以文詞干冒威重」だったが、帰国した今は 「不可自棄」と自ら表現していること

からみれば、中巌は留学によって、虎関の推挙に値する文章力を身につけたと自己認識 しているこ

とが分かる。

239『 漢書』巻八十七楊雄伝を参照。一例を挙げると、「以為諸子其知舛馳、誕砦聖人、輯為怪誰之辞、

以擁世事。錐云雲小辮、終破大道。」とい う部分は 『漢書』の 「雄見諸子各以其知舛馳、大氏誕砦聖

人、即為怪迂、析緋誰辞、以擁世事、錐小辮、終破大道而或衆、使溺干所聞而不 自知其非也。」とい

う 『漢書』の記述に拠ったものと思われる。

240た とえば、韓愈 「読荷」に 「晩得揚雄書、益尊信孟氏。因雄書而孟氏益尊、則雄者、益聖人之徒也」

とあり、張籍 「張籍遺公第十二書」に 「執事聡明、文章与孟輌揚雄相若」とある。また、司馬光 『資

治通鑑』巻三八では、『漢書』の記述をもとに、肯定的に記事を構成 している。

241本 節では、帰国初期に見える中巌の揚雄への言及を中心に、その揚雄観を見てきたが、中巌の揚雄
への憧憬は、その後も続いていたと思われる。たとえば、後年中巌は 『自歴譜』を書いているが、

禅僧が生前に自分の伝記を書いたのは極めて稀なことであり、中巌のほかには今のところ、外に知

られていない。一方、揚雄も自分の伝記を書いたことがある。現在の 『漢書』の揚雄伝は、多くそ

の「自序伝」に拠ったものである。影響関係が推測される。

242注23前 掲書p277を 参照。

243犬 が輿に載せられ鎌倉へ送られるとい う事については、『太平記』にも記録 され、批判されている。

巻五 関東田楽賞翫の事

(相模入道)こ れを愛する事骨髄に入 りけり。あるいは正税 ・官物に募 り、あるいは権門 ・高家に
ついて、これを責め仰す。されば、国々の守護 ・国司、処々の一族大名、十疋、二十疋飼ひ立てて

引き進らす。継ぐに金銀を以って し、飼ふに魚肉を以ってせしかば、その弊はなはだ少なか らず。

輿に乗せて路地を過ぐる日は、路を急ぐ行人も馬より下 りて脆き、農を勧むる里民も、夫に取 られ

てこれを鼻ぐ。(後 略)

244『 荘子』秋水篇に 「恵子相梁、荘子往見之。或謂恵子日、荘子来欲代子相。恵子恐、捜干国中三 日

三夜。荘子往見之日、南方有鳥名雛、発干南海而飛干北海、非梧桐不止、非練実不食、非酪泉不飲、

干是鴎得腐鼠、鵡雛過之、仰而視之日、口下、今子欲以梁国而口下我耶。」とあるのを踏まえていると思

われる。意味は、一国の宰相の地位をも腐鼠として顧みない荘子を思えば、二鳥にも劣ると意気消

沈する韓愈は嘆かわ しい。

245「蛤蠕之智在於転丸」は現存の 『荘子』には見えないが、晋崔豹 『古今注』魚虫、宋昊淑 『事類賦』

三十虫部注、宋陸佃 『埠雅』十、南宋羅　 『爾雅翼』二五、宋祝穆 『事文類聚后集』四八、元陰時

夫 『駒府華玉』六、などの多くの書物に、荘子の言葉として引用されているように、荘子の言葉と

して広く信じられていたのである。

246四 十句からなる韓愈の 「二鳥賦」は、大きく二つの部分に分けられる。「非愚」までの前半部分では

自分の身の上の不幸を嘆き、挫折感や不満を強調 している。「昔股之高宗」から始まる後半部分では、

傅説の例を引いて人材が重用されるかどうかは時運の問題だとい う論を導き、さらに 「天が私に生

を与えた以上、きっと期するところがあるだろう」と結ぶ。自らを励まそ うとする意図、将来への

希望を持ち、楽観的な態度が読み取れる。
247注23前 掲書p288を 参照。

248『鎮州臨済慧照禅師語録』(T47・499c)に 「乃至三乗十二分教、皆是拭不浄故紙。」とある。

249士 大夫の うちにも、禅に傾倒する者と、それを危険視して、批判する者とに分かれていた。朱烹は

前者の代表で、蘇載や黄庭堅は後者の代表である。禅宗内部から儒佛一致を唱えるようになったの
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は、士大夫の うちの賛同者たちの影響であると同時に、禅に対する批判者の立場を変えようとい う

意図もあった。たとえば、中巌の 『中正子』でも言及されている仏 日契嵩がものした 『輔教編』は、

欧陽修ら儒教を信奉 し仏教に批判的な科挙官僚たちの批判に応えて記 した儒佛一致を唱えるもので

ある。

250年 代的にみて、円爾(一 二三五年入宋)は 栄西(一 一八七年入宋)、道元(一 二二三年入宋)に 続い

て、禅宗を日本に伝えた三人 目になる。

251注23前 掲書p61-62を 参照。

252注23前 掲書p63を 参照。

253一 方、政権との関わ りを極力避け、黒衣の平僧で通そ うとする隠遁の禅を実行する禅僧もいた。永

源寺派の開祖である寂室元光はその うち有名な一人である。しかし、その寂室でさえ、権力者の帰

依を完全に拒否することはしえなかった。守護佐々木氏頼が近江の愛知川上流の地に建立 した永源

寺に入 り、そこで晩年を過ごしたのである。

254鎌 倉時代以降禅宗が受け入れられた理由としては、従来、①世俗身分の体系を反映し、御家人層が

容易に高度の伝法を受けることのできない旧仏教と違い、世俗身分と関係なく悟 りを認める禅宗は、

新興階級の武士層の宗教的要求に符合 した。②禅の思想と同時に禅僧によってもたらされた宋元文

化に人々がひかれた。③禅僧個人の人間性に魅了された、などが指摘されていたが、最近、仏事法

会の体系(原 田正俊 「五山禅林の仏事法会と中世社会一鎮魂 ・施餓鬼 ・祈祷を中心に」『禅学研究』

七七号、一九九九年;細 川武稔 「禅宗の祈祷と室町幕府一三っの祈祷システム」、『史学雑誌』一一

三編一二号、二〇〇四年ほか)や 、禅院東班の経済活動(武 田和夫 「公家領と五山僧」、『五山と中

世の社会』、同成社、二〇〇七年ほか)、対外交渉における役割(川 添昭二 「鎌倉仏教と中国仏教一

渡来禅僧を中心として一」『対外関係の史的展開』文献出版、一九八八年;伊 藤幸司 「中世 日本の港

町と禅宗の展開」歴史学研究会編 『シリーズ港町の世界史③港町に生きる』青木書店、二〇〇六年、

ほか)な ど、多様な社会活動の実態の解明がなされている。

255五 山制度は中国南宋時代にインドの五精舎制を導入して始まったと伝えられ、五山とは官寺の最上

位に列せられた五つの禅院を指 した。五山の下に十刹、その下に甲刹(そ の州で最上位の禅院)が

組織されて、官界の権威を背景に、文化 ・思想界の指導的立場に立った。鎌倉末期に北条氏は一二

九九年に浄智寺を五山、一三三四年に南禅寺を十刹に制定する等、五山制度を導入 したが、この時

期の五山はまだ官寺として確固たる地位を占めてはいなかった。建武年中に定められたらしい順位

配列は最も古いものでって、その位次は次の通 りである。南禅寺、東福寺、建仁寺、建長寺、円覚

寺である。室町時代に入ると足利氏が帰依 した禅宗は飛躍的な拡大を見せ、五山十刹諸山の官寺機

構も幕府権力を背景に改変された。一三四二年四月に、再び武家を中心とする五山の位次に改め、

京都と鎌倉それぞれ四寺ずつ、五山に収めた。第一建長寺 ・南禅寺、第二円覚寺 ・天龍寺、第三寿

福寺、第四建仁寺、第五東福寺、準五山浄智寺。尊氏 ・直義によって五山の公的保護が始まり、義

満の時代には五山は他の宗派を圧して第一位の勢力を持った。その順位も再度の改変を経やがて定

着した。五山之上南禅寺、五山第一天龍寺 ・建長寺、五山第二相国寺 ・円覚寺、五山第三建仁寺 ・

寿福寺、五山第四東福寺 ・浄智寺、五山第五万寿寺 ・浄妙寺。以上は、久須本文雄 「五山制度史孜」

(『禅文化研究所紀要』七、一九七五年九月)、玉村竹二 「五山叢林の十方住持制度について」(『日

本仏教史学』二、一九四二年)、 玉村竹二 『五山文学一大陸文化紹介者五山禅僧の活動』(至 文堂)、

愈慰慈 『五山文学の研究』(汲 古書院、二〇〇六年)な どを参照した。

256玉 懸博之 「夢窓疎石と初期室町政権」p228～269(『 日本中世思想史研究』、ペ リカン社、一九九八)

を参照。

257「 上建武天子」の執筆のいきさつについては、大友貞宗の薦めによるものと中巌が後年回想 してい

るが、上述の内容からみると、それは明らかに中巌自らの意志でもあったことが分かる。

258「 以天下為己任」については、『南史』「孔休源伝」の 「休源夙萢強正、明練政体、常以天下為己任。」

が初出であると思われるが、朱子が萢仲掩を評 して 「且如一介萢文正公、自イ故秀才時便以天下為己

任、元一事不理会冠。一旦仁宗大用之、便倣出許多事業。」(『朱子語類』巻一二九)と 言ったのが有

名である。現在でも熟語としてよく使われる。

259士 大夫とは、科挙により官の資格を得たもの、つま り官僚知識層のことである。特に宋代は士大夫

の時代といわれ、政治文化各方面で指導的役割を担っていた。これは、宋王朝は、歴史上の魏晋の

門閥的な政治、階唐の集団的な政治及び五代の武人的な政治に鑑みて、それらを戒めようとする一

方で、政権自体は少 しも 「君権神授」とい う神秘なベールがかかっていない実情を踏まえ、広く士

大夫を篭絡するとい う政治的戦略を選択し、士大夫たちを政治に参与させて、その政権への求心力

を増強させ、纂奪によって立てた政権を合理化する必要があったためである。そこで、科挙の方式

で大規模な試験を行い、社会全体から有用な人材を吸収するや り方で、統治の基礎を広げていった。
一方、一応機会均等といえるの競争の下、頭角を表 し、統治機構の一員になった読書人は 「兼ねて

天下を済 う」とい う志向を燃え立たせ、彼 らが身を投 じた政権の安危を自任 し、朝廷に対する恩返

しの意識に支えられなが ら、政治に当たっていた。中巌が留学 していた元代には、異民族支配の下、

科挙の制度も一時期廃止されるほど、宋代と比べ士大夫は政治から疎外された立場にあった。 しか
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し、古典の素養(特 に儒家の教え)を はじめ、作詞作文能力に加えて治国平天下の使命感などとい

った士大夫たる 条件はすでに読書人にとって骨に刻まれたものになっていた。

唐代に発展 してきた禅宗が宋代以降、中国仏教の主流になりえた理由の一つは士大夫 らの支持を得
たためである。そのため、儒禅一致が宋代以降の中国禅の大きな傾向となった。その影響をうけ、

鎌倉後期から室町後期の 日本の禅僧たちも、大な り小な り士大夫的な条件を具備 しているものが多

かったことはすでに研究者により指摘されている(西 尾 『中世の日中交流 と禅宗』pl95以 下、吉川

弘文館、一九九九年)。 しか し、その研究の多くは義満以降の対明外交における役割に集中し、その

前の時代についての研究は必ず しも多くない。わずかに、竺仙梵偲をはじめとする金剛憧下の人々
の士大夫的教養が指摘されている。 しかし、金剛憧下の人々は、教養を備えているものの、士大夫

と称されるのにもっとも重要な必須条件のひとつである 「治国平天下の使命感」を持っていなかっ

た。儒学的教養を身につけ、使命感をもってそれを実際の政治に生かそ うとした中巌こそ、鎌倉末

期から南北朝時代を通 じて、最も士大夫的傾向の強い禅僧であろう。

260吉 田の上奏文については、玉懸博之『日本中世思想史研究』p180(べ りかん社、一九九八年)を参照。

261注19前 掲論文p110を 参照。

262『 新集』p486所 収。

263同 書 「猜蘭辞」の注釈(巻 一第一葉表余白部分)に 「釈日、元朝文宗皇帝登位、以梁王出居金陵潜

邸、江南人懐其孝恭仁文之徳、且以為武宗聖子、天下大統当阪之主、故民間皆称太子、泰定年、妊

臣潜威、迫移湖北、勢甚急　、当是時也、広智師伯住中天竺、切知天命人心之所阪、而以遠渉湘楚

之阻、故憂君之念、不能抑止、感発於辞、私効楚騒招魂之躰、祷詞之誠、題日猜蘭辞。陽以法喜禅

悦余暇及翰墨遊戯之楽、表而示之、陰用老杜謁玄元皇帝李老君廟詩、所謂仙李盤根大、猜蘭変葉光

之句、陰栩王度祝僖之懇、含蓄在中。」とある。

264『 元史』巻三三、文宗本紀天暦二年(一 三二九)三 月の条に 「己巳、命改集慶潜邸、建大龍翔集慶

寺、以来歳興工。」とある。

265『 新集』p359に 「玄理、襲於前朝至元庚辰歳、先師東陽大和尚、進謝清規表。至金陵舟中言朝京、

時有 日本月中巌書記、在百丈我会中緋事。其人聰辮過人、携之イ皆行、所至有題誇美、佳作甚多。今

記得通州蚤行一詩雲、黄牛肥健短韓輕、葛挟風清臥月明。行蓋柳陰三十里、通州城外聴鶏鳴。別来

倒指巳三十六年　。後聞開化大刹、師門不至寂蓼。薮因聞漢上人回朝便、敬借前韻、述二首奉呈、

柳信弟兄拳拳向慕之意言。我師観帝事非輕、重整清規栩聖明。当日侍行観上国、羨兄酬唱以詩鳴。

鯨涛来往片帆輕、慧 日高懸海国明。消息遥伝天上使、関河雪蓋鷹初鳴。

前住霊隠法弟比丘玄理載拝

建長堂上中巌法兄和尚禅師

洪武乙卯歳。正月鐙夕。書干普慈方丈西軒」とある。

266中 巌が政治権力と始めて接触したのは、正中二年(一 三二五)二 十六歳の時である。その年の夏に

大友貞宗に吉津亀之第で会っている。貞宗は禅宗の保護者 として知 られる人物で、「祭大友江洲直庵」

(『新集』p694)に よると、初対面にもかかわらず中巌を厚 く遇 したようである。

267『 自歴譜』(『新集』p615)に よると、南禅寺には留学前の一三ニー年(元 亨元年)冬 から一三三二

年夏まで仮住まいしていたことがある。

268『 漢書』巻二二 「礼楽志」、

至武帝即位、進用英俊、議立明堂、制礼服、以興太平。会實太后好黄老言、不悦儒術、其事又廃。

后董仲舎予対策言、王者欲有所為、宜求其端干天。天道大者、在干陰陽。陽為徳、陰為刑。天使陽常

居大夏而以生育長養為事、陰常居大冬而積干空虚不用之処、以此見天之任徳不任刑也。陽出布施干

上而主歳功、陰入伏藏干下而時出佐陽。陽不得陰之助、亦不能独成歳功。王者承天意以杁事、故務

徳教而省刑罰。刑罰不可任以治世、沈陰之不可任以成歳也。今廃先王之徳政、独用執法之吏治民、

而欲徳化被四海、故難成也。是故古之王者莫不以教化為大務、立大学以教干国、設痒序以化干邑。

教化已明、習俗已成、天下嘗元一人之獄　。至周末世、大為元道、以失天下。秦継其后、又益甚之。

自古以来、未嘗以乱済乱、大敗天下如秦者也。習俗薄悪、民人抵冒。今漢継秦之后、錐欲治之、無

可奈何。法出而好生、令下而詐起、一歳之獄以万千数、如以湯止沸、沸(=≪'巳ハ)甚而元益。辟(讐)之 琴

麸不調、甚者必解而更張之、乃可鼓也。為政而不行、甚者必変而更化之、乃可理也。
「上建武天子表」、

漢継秦之後、七十余歳、錐欲理之、無可奈何、法出而好生、令下而詐起、則無他、以秦之遺民、習

俗薄悪、民人抵冒也。是故、董仲餅対策日、如以湯止湯、沸愈甚。琴麸不調、甚者必解而更張之、

乃可鼓也。為政而不行、甚者必変而更化之、乃可理也。

269中 巌 は 「与 虎 関 師 錬 」(『新 集 』p384)と い う書 簡 で 、 王 通 を 「子 思 ・孟 輌 ・荷 卿 ・揚 雄 ・王 通 」 の

順 序 で 並 べ 、 また 、 『中正 子 』 外 篇 一(『 新 集 』p407)で 「請 問 文 中子 、 日、 王 氏 後 夫 子 千 載 而 生 。

然 甚 イ省焉 、其 徒 過 之。 宜 夫 子 之 化 、愈 遠 愈 大 、後 之 生 敦 能 肢 焉 。」 と述 べ て い る こ とか ら見 て 、 王通

を儒 学 者 と して 高 く評 価 した こ とが 分 か る。

270「 寄 前 大 理藤 納 言 実 世 」(『新 集 』p329)、

世 運 醍 醐 五 百 春 、 析 逢 聖 徳 有 賢 臣。 龍 盤 虎 鋸 基 依 旧、 鳳 舞 鷺 翔 儀 転 新 。 寂 寂 庭 中無 獄 者 、潭 潭 府
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内聚文人。古来献替忠良事、量棄蒼生辞逆鱗。

271鎌 倉時代における儒教的徳治論については玉懸博之『日本中世思想史研究』p153～175(べ りかん社、
一九九八年)を参照

。
272森 茂暁 『後醍醐天皇』pl41～144(中 公新書、二〇〇〇年)を 参照。

273民 を農工質士と四分類したことについては、近世の身分制度との関連とい う観点から、近世史の研

究者によって注 目されている。植松忠博 「士農工商論における中・日比較」(『国民経済雑誌』173(4)、

p15～30、 神戸大学経済経営学会)や 、小林茂 「士農工商の源流」p287(『 大阪経大論集』第四二

巻第六号、一九九二年四月)が ある。植松によると、中巌と同時代の北畠親房が日本政治史を記 し

た 『神皇正統記』の第五十二代嵯峨天皇記のなかに、四民とい う言い方こそはしていないが、民が

農商工士の順で表され、そ してそれぞれの特技に従って、職を求めるべき内容がある。(岩佐正校注

『神皇正統記』岩波文庫、p102～103)。 この農商工士とい う順序は中巌の農工質士とやや違 うが、

四分類によって民すべてを職業による分類で代表 したことは、この時代、一般的に受け入れ られる

基盤のある言い方であることが窺がえる。

274『後漢書』(流 布本李賢注)巻 一光武帝紀上注一、

「礼祖有功而宗有徳、光武中興、故廟称世祖。論法、紹前業日光、克定禍乱日武。伏侯古今注日、

秀之字日茂。伯、仲、叔、季、兄弟之次。」とある。

275所 功 『日本の年号』p151・152(雄 山閣、一九七七年)を 参照。

276『太平記』巻一二 「広有射怪鳥事」の項に、「元弘三年七月に改元有て建武に被移。是は後漢光武、

治王葬之乱、再続漢世佳例也とて、漢朝の年号を被摸けるとかや。」とある。

277網 野善彦 『日本社会の歴史 〈下〉』(岩 波書店、一九九七年)を 参照。

278現 在ほかに史料が確認されていないため、後醍醐が中巌の上表に触発 されて、光武帝に思いを馳せ、
「建武」とい う年号を選んだとまでは言えないが、その可能性は考えられる。今後一層史料を精査

し、その解明に努めたい。

279『 天龍開山夢窓正覚心宗普済国師年譜』建武元年条(T80.489a～b)に 「於是近臣欲勧帝廃禅宗而

相砦者多。帝以斯言語師。師奏日。陛下若以叔末之不同正法故責今之禅侶不及古。則量独吾徒得其

責而已哉。範金塑泥刻木彩書之像亦以非真佛。黄巻赤軸之文亦以非真法故。破殿之可乎。陛下若欲

得福田。則只以剃髪染衣而為僧宝亦足　。況稠人広衆中有修禅持戒者続佛祖慧命乎。於是帝欲験其

行事及欲見宗社之規。十一月二十八 日百官雇從入山半夜上親巡堂。禅侶坐如枯木。上甚悦之。次早

命師為衆入室。又入僧堂叡覧僧赴午斎。以為礼楽備　。斎罷請師陞堂説法次命四頭首乗梯。龍顔大

歓嵯歎不止。由此疑諺斯蕩信心益深。」とある。
280嗣 法表明で宏智派と関係が悪化している間も、その派内においては不聞契聞をはじめとして、一部

の理解者を持っていた。それが、後年和解が成立する基盤であった。

281竺 仙梵偲(一 二九二～一三四八)、古林清茂の法嗣。一三二九年六月大友貞宗の要請を受け、明極楚

俊に従って 日本へ渡来した。翌一三三〇年鎌倉に下 り足利尊氏 ・直義の帰依を受けた。その後浄妙

寺 ・浄智寺を経て、京都南禅寺 ・鎌倉建長寺の住持となった。学識は一山一寧の次位とされ、各寺

において多くの弟子を養成した。公武の帰依を受け、五山文学発展の基礎を築いた。

読中正子(『新集』p436)

有生幾何同一気、有頑篇分有才芸。中正子特思無邪、吐語要作金榔地、馨飲嘘吸内外篇、上下出

入天与淵、荒涼海国瀞煙草、桑華開此扶桑顛

建武乙亥二月十七 日。書干浄智方丈

四明竺仙梵偲

282無 著の自筆写本が妙心寺龍華院に伝わ り、その巻尾に那波伊藤両人の識語がついている。

283「 中正子訓注」『中世禅家の思想』(日本思想大系一六、市川 白弦 ・入矢義高 ・柳田聖山、岩波書店、
一九七二年)所 収。

284注23前 掲書p74を 参照。

285注12前 掲書p137を 参照。

286実 際には、上表のときと違って、後援者を失い、遠い鎌倉の一禅寺にいる中巌の声が、後醍醐天皇

の耳に届くことはほとんど不可能である。「王大喜、厚幣遣之、中正子、不受而去」という文章の終

わ りからみれば、そのことは中巌自身も認識 していたと思われる。 しか し、それでも中巌は現実に

対する憂慮、また自分の主張を文章にせずにはい られないほど、使命感に燃えていたのである。そ
のような矛盾 した気持ちは、叙篇において詳 しく描かれている(第 二章第四節 「『中正子』「叙篇」

における楊雄認識」を参照)。

287『 国語』巻一周語上に 「穆王将征犬戎、祭公謀父諌日、不可、先王耀徳不観兵、夫兵敢而時動、動

則威、観則玩、玩則元震。」とある。
288説 得力を増すために、「假令有一家者、以仁義之経、普教諸児及戚獲。其児若戚獲、或有悸者、委其

長子可用者、叱之鞭之、而威懲之、則権謀之道也。若其諸児及威獲、威乎鞭推、而叱則抗叱、鞭則

抗鞭、何威懲之有。而自以為吾家能武、則大乱之道也。大王以治家之喩、推而知之於国且天下、則

可也。」と、たとえ話を盛 り込んでいる。
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289こ の年の七月に関東では中先代の乱がおこり、八月には尊氏が鎌倉に入 り、独自の判断で関東の秩

序の構築を始めた。
290後 年、義堂周信が関東管領家の執事、上杉氏憲の来訪を受けたときにも、「其亡其亡、系干苞桑」を

ひいて、不動の根底を養 うことの必要を説いている。(『空華 日工集』応安六年三月九 日の条)

291両 篇の相違点は、文徳と武略の関係を経権論によって整理している 「経権篇」のほうがより哲学的

である。

292井 上順理 『本邦中世までにおける孟子受容史の研究』(風 間書房、一九七二年)に おいては、平安期

から室町期までの文献か ら 『孟子』を出典とする表現が丹念に検出され、近世以前の 『孟子』受容

の軌跡が克明に辿られている。中巌も取 り上げているが、『中正子』序篇については触れていない。

293注23前 掲書(p133～139)に は、蘭渓道隆、虎関師錬、夢岩祖応、春屋妙繭とその弟子、義堂周信

とその弟子、及び室町中期以降の諸禅僧の 『孟子』受容が考察されている。

294注12前 掲書p403を 参照。

295小 川剛生 『二条良基研究』p450(笠 間書院、二〇〇五年)を 参照。

296注12前 掲書p494を 参照。

297箕 子については、武王の召を受けた話は知られておらず、一般的には朝鮮へ行き、国を建てたとさ

れている。中巌が箕子も武王の召を受けたと書いたのは、なにか所拠があるのか、それとも単なる

誤記か、今後の課題としたい。

298た とえば、『孟子』万章篇では、「人有言、伊サ以割烹要湯、有諸。」とい う弟子の質問に対して、孟

子は 「吾聞其以尭舜之道要湯、未聞以割烹也。」と答えている。

299王 葬政権は短命に終わ り、早くから纂奪政権とされたことから、揚雄仕新については、中国で朱子

を始めとして、批判する人が多かった。また、揚雄を尊崇する人の問では、その評価を避けるのが

普通であった。それに対 して、中巌は 『中正子』叙篇で 「然亦官為郎、給侍黄門、校書天緑閣。劉

棄従学新字、新室召為大夫」と、揚雄の履歴を列挙 し、さらに 「建非微而不顯者也」と褒め称える。

これは無位無官の自分と対照をなすとい う文章構成上の必要からきているものであると同時に、仕

新とい う行動自体を中巌も認めていることの現れであることはい うまでもない。政権交代の際、新

政権への転身を是とする考えが思想の根底にある。

300注12前 掲書p493を 参照。

301意 承室記 『新集』p378。

小師浄業、求扁名於書室。会予観項安世周易翫詞、在盤之初九。日干父之盤。象日意承考也。項氏

伝日、　若不順、意則承之也。　也者随時而遷、久則傲、猶器之久有虫。虫之於事、剥落蝕蛙、而

器質將残之謂也。月也老　、妖墓欲食、幾乎既乎、盤之極也。業汝初壮而才剛、当在盤之初九、庶

幾乎。汝承以吾意、而不師其　則可也、愼諸往哉。

302『 周易翫詞』(叢書集成続編一、上海書店出版社、一九九四年影印本)p574、 巻十革卦六交次序の項

に、「初九在事之初、居卦之下才、錐可為而時与位皆未可革、故日輩用黄牛不可以有為也。此伊チト耕

華、二老居海浜濱之交也。」とある。

303注12前 掲書p494を 参照。

304下 川鈴子 『北畠親房の儒学』p57以 下(ぺ りかん社、二〇〇一年)を 参照。

305天 龍寺創建の理由については、①後醍醐の鎮魂②幕府の禅宗保護 ・統制政策の一環③夢窓の建言な

どが指摘されている。玉懸博之 「夢窓疎石と初期室町政権」(『日本中世思想史研究』p247～269、 ぺ

りかん社、一九九八年)を 参照。

306実 翁聡秀、臨済宗大覚派、葦航道然の法嗣。生国 ・俗姓不詳。壮歳入元して、古林清茂に参じ、帰

朝後、一三六三年頃、下野小山の長福寺に住 し、のち鎌倉東勝寺に住 し、さらに浄妙寺に昇住、ま

た建長寺を歴住した。

307葦 航道然、臨済宗大覚派、蘭渓道隆の法嗣。明因寺の開山。建長寺第六世 ・円覚寺第五世、勅論大

興禅師。
308注5前 掲書p271実 翁聡秀の条(講 談社、一九八三年)を 参照。

309『新集』p641所 収。

310た とえば 「祭晦谷和尚文 代小師」(『新集』p602)が ある。

311「 奥州凶賊」とい うのは、おそらく北畠顕家の奥州勢を指しているのだろう。

312玉 懸博之 「梅松論の著者 と夢窓 ・親房」p311～316(『 日本中世思想史研究』、ぺりかん社、一九九八

年)を 参照。
313西 山美香 『武家政権と禅宗』p235(笠 間書院、二〇〇四年)を 参照。

314時 代は遡るが、鎌倉時代には親鷺や 日蓮が、宗教的権威 を至上視する立場から、か りに国王であっ

たとしても、正法を保つ者を弾圧した りした場合は仏の罰を受けて、その位を剥奪されてしまうこ

とになることを主張した。佐藤弘夫 『神 ・仏 ・王権の中世』p416(法 蔵館、一九九八年二月)を 参

照。

315中 国では黄河の水は千年に一回清くなる。それは大いなる瑞兆であるとされている。『左伝』や 『拾

遺記』に出典があり、知識人の問で一般的に知られていた。
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316漢 の武帝が嵩山に登ったとき、山が万歳を叫んだとい う有名な伝説に基づく。

317決 ま り文句。恐れ多く、非常に不安に思っているとい う意味。

318大 森志郎 「百王思想」P1～9(『 日本文学』21-7)を 参照。

319室 町末期の禅僧桃源瑞仙が著した 『史記』の抄物である 『史記桃源抄』の 「史記源流」の章に 「又

妙喜中巌師私撰 日本紀、有議論不行、惜哉。」とある。また、江戸時代の学者林羅山も 「神武天皇論」

(『羅山林先生文集』二十五論下)で 「論日、東山僧円月、嘗修 日本紀、朝議不協而不果、遂火其書」

としている。

320『 大 日本史料』第六編之四十三p84に 収録。

321そ の最も早い出典はかの有名な 『魏志』「倭人伝」と同じく三世紀に成立した頃に成立した 『魏略』

である。(『魏略』は亡びて伝わ らないが、多くの書物に引用されている。その一つに、唐代に成立

した 『翰苑』とい う書物の蕃夷部倭国条で引用されている 『魏略』の逸文がある)。その後 『晋書』

巻九七四夷伝や 『梁書』巻五四東夷伝、『北史』巻九四倭伝などの正史にも取り入れられた。また、

宋末金初の歴史家金履祥(一 二三二～一三〇三)が 著 した 『通鑑前編』昊亡の条にも 「日本又云、

昊太伯之后、蓋昊亡、其支庶入海為倭」(日本い う、呉の太伯の後な りと。けだし呉亡んでその支庶

(傍流 ・後喬)、海に入って倭 となる)見 える。上野武 「倭人の起源 と呉の太伯伝説」p327以 下(森

浩一編 『日本の古代1倭 人登場』、中央公論社、一九八五年)を 参照。

322太 伯奔呉説は歴史的事実ではなく、呉が強国になってから生まれた伝説であることは、多くの研究

によって明らかにされている。代表的なものを挙げると、内藤湖南 「支那上古史」(『内藤湖南全集』、

筑摩書房、一九六九年)、 手塚隆義 「中国の虞と夷蛮の呉」(『史苑』第二二巻第一号、立教大学史学

会、一九六一年)、 白川静 『稿本詩経研究』(立命館大学文学部中国文学研究室、一九六〇年)、 吉本

道雅 『史記を探る一その成 り立ちと中国史学の確立一』(東方書店、一九九六年)、 白川静 『中国の

神話』(中央公論社、一九七五年)な どである。

323『 日本紀私記零本』に 「師説。梁時宝志和尚識云。東海姫氏国。又本朝僧善択推紀云。東海姫氏国

者。倭国之名也。今案。天照大神者、始祖陰神也。神功皇后者。又女帝也。依此等。称姫氏国。」と

ある。『日本書紀私記』丁本p186(国 史大系、吉川弘文館、一九三二年)を 参照。

324天 皇との共通性をアピールすることを通じて、自身の政治的地位の優位性を示すとい う点は、親房

が藤原氏の身分の保証のために、天皇の神性を強調 したのと一脈通 じる。

325た とえば、『晋書』巻九七 「四夷伝」倭人の章に 「戸有七万、男子無大小悉鯨面而文身、自謂太伯之

后。」とある。

326注321前 掲論文p331を 参照。

327建 武二年後醍醐と対立した尊氏軍は、一旦新田軍を撃破 し京都に向かったが、やがて北畠顕家や新

田に破れ、博多まで落ち延びざるを得なかった。その途上で下 した重要な決断の一つは、光厳上皇

に院宣の下付を申請 し、それを備後の靹浦で受け取ったことである。これは 「今度京都の合戦に御

方毎度打負たる事、全く戦いの各に非ず、つらつ ら事の心を案ずるに、只尊氏の軍朝敵たる故也、

されば如何にもして持明院殿の院宣を申賜て、天下を君与君の御争いに成 して、合戦を致さばや」

(『太平記』巻一五 「薬師丸の事」)とい う考えによるものだったとされている。
328こ の一句については、歴史書に長く残される善悪の記述に恐れなければならないと戒めた文章だと

い う理解もあるが、それを取らない。

329と 同時に、『日本書』に対する評価が分かれていることも暗示 されていると思われる。

330そ の中で有名なものは、今谷明の 『室町の王権一足利義満の王権纂奪計画』(中 公新書、一九九〇年)

や村井章介 『東アジアのなかの 日本文化』(放送大学教育振興会、二〇〇五年)な どである。

331た とえば、平山朝治は 「足利義満は、子息義嗣の登極によって、易姓革命 ・王権纂奪を狙ったとさ

れてきた。しか し、異姓養子による家長位の継承を正統とするような法理や慣行がすでに確立 して

いた当時の人々にとって、義嗣が小松天皇の猶子となって親王扱いされたのだか ら、それは同一王

朝内での正統な皇位継承手続きであって王朝交代 ・易姓革命を帰結するような出来事ではなかった

と考えるべき」としている。平山朝治 「室町の十字架一足利義嗣と一休宗純」(『公家 と武家皿 王

権と儀礼の比較分明史の考察 武家H』pl62、 思文閣、二〇〇六年)を 参照。

332詳 しくは第一章第二節で既述。

333建 仁寺には江戸時代朝鮮通信使の手になる文明軒とい う額が現在も残っている。

334注7前 掲書p229を 参照。

335注7前 掲書p249を 参照。

336そ の内容は次のとお りである。

歳次壬寅秋九月二十八 日、蘭洲芳公西堂和尚、以丁弟子前大理判官同弟金吾稜尉小祥之 日、且以

其母明網大師卒実之忌在後二 日、同取薙辰、羅列霊供、預先法華経金剛経普門品等、書且印。又

請山僧焼香、供養諸佛菩薩等、以追資三霊冥地之福也。乃拮香説偶云、

元方季方難兄弟、千載垂名在青史。本朝近江源氏子、廷尉校尉事相類。同家同気同一心、同力佐

国同条死。 日月蹉駝不可系、貝乏眼忽値小祥忌。阿母沈痢終不起、卒qR之 辰又弦萢。老大師僧資冥

福、追薦三亡同霊機。或写或印妙蓮華、金剛普門多利済。請我借手熱此香、併為三霊謹真際。(『新
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集』p537耳又金景)。

337『 文明軒雑談』三八五条(『新集』p468)を 参照。

338乗 炬の全文は以下のとお りである。(『新集』p540)

佐佐木源廷尉徳翁乗炬

以火把打円相、良久云、最勝楽邦好休敏、哨壁成偉浄界結。人生七十八年間、万念千懐付一瞥。

共惟、勝楽寺殿徳翁源公、修身粛忠、立志猛烈。奉君無武、聴訟直決。於軍太勇健、挙世称豪傑。

屡策第一勅、宜乎高閥閲。家法不必森厳、子弟同遵軌轍。緩急允執豚中、奴隷敬畏析悦。富寿康

寧天使然、洪範五福非虚設。禅叢見慣善知識、執若今朝参勝熱。遂郷下火把。

339天 龍寺は、一三三九年、後嵯峨天皇の亀山離宮のあった場所に、足利尊氏が、後醍醐天皇の菩提を

弔うため建立された禅寺。開山は夢窓国師。京都五山でも、寺格 「第一位」に位置する。足利尊氏

は、この寺の造営資金獲得のため、幕府公認 ・貿易船 「天龍寺船」を運航させたといわれている。

340月 蓬円見(一 二七五～一三七〇)、宏智派東明の法嗣。寿勝寺、聖福寺、建仁寺を歴住。詳 しくは注

5前 掲書p165を 参照。

341『 太平記』巻四〇の記事、

さても中殿の御会と云ふ事は、我が朝不相応の辰宴たるによって、毎度天下に重事起こると、人

皆申し習はせる事なる上、近臣悉く眉を墾め、諌言を上 りしかども、つやつや御承引なくて、つ

ひに遂げ行はれにけり。さるに並せて、おなじき三月二八 日、戌の剋おびただ しく天変西より東

を指して飛び行くと見えしが、次の 日二九 日、申の剋に、天龍寺新成の大厘、土木の功いまだ終
へざるに、失火忽然と出でて、一時の灰kと 成 りにけり、故にこの寺は公家 ・武家の尊崇他に異

にして、五山第二の招提なれば、柳爾にも懐災集福の懇祈を専らにする大伽藍なるに、時節こそ

あれ、不思議の表示かなと、貴賎唇をぞ翻しける。将軍御参内の事は斜酌あるべき由、再三奏聞

を経られしかども、この寺すでに勅願寺たる上は、尤も天聴を驚かすところなれども、「かくの如

く災鉄によって、期に臨んで震宴を止めらるる先規なし。早く諸卿参勤せしむべきものな り。武

家何の掛酌じゃあるべき」と、強ひて仰せ下され しかば、この問答に時移 りて、御参内も夜深け

過ぐる程にな り、御遊も次の 日に及びけるとかや。あさましか りし事な りけり。

342龍 漱周沢、甲斐国武田氏の出身。一三五六年甲斐国恵林寺の住持となる。夢窓疎石が没した後は、

兄弟子である春屋妙芭とともに夢窓派の中心的な僧となった。春屋が足利幕府の管領細川頼之と対
立 して丹後国に隠遁 した後は、夢窓派の中心として活動 し、建仁寺 ・南禅寺 ・天龍寺 ・臨川寺の住

持を歴任 した。頼之が失脚 した後、一時春寧院に隠棲したが、その後南禅寺の住持として復帰 して
いる。このように、後年、春屋と対立 して しま う経緯もあるが、この時点では、両者は協力 して火

事の事後処理に当たっていたと思われる。なお、その詩文集 『随得集』に 「和中巌悼晦谷二首」(『大

日本史料』第六編之四十三永和元年正月八 日条に収録)が あることから見て、中巌とは詩の唱和な

どの交流があったことが分かる。

343『 宋史』巻一七九、食貨下一会計の項に 「(天聖初)時 洞真宮、寿寧観相継災、宰相張知白請罷不急

営造、以答天戒 」 とある。

344『 続資志通鑑長編』巻一一一仁宗明道元年八月乙丑の条

詔群臣直言閾失。先是、百官農朝、而宮門不開。輔臣請対、帝御操震門、百官拝楼下、宰相呂夷

簡独不拝。帝問其故、日、宮廷有変、群臣恋一望清光。帝挙簾見之、夷簡乃拝。丁卯、大赦。詔、

営造殿宇、宜約祖宗旧制、更杁減省。時宙者置獄治火事、得縫人火斗、已謳服、下開封府、使具

獄。権知府事程琳耕其不然、乃命工図火所経処、且言、后宮人多、所居隆、其鍋竈近板壁、歳久

燥而焚、此殆天災、不可以罪人。(後略)前 半呂夷簡関係の内容は 『宋史』呂夷簡伝にも記述があ

るが、程琳の事跡については 長編にのみ記述が確認 された。

345五 山版や宋版は現存せず、同時代の記述にもその名は確認されない。

346四 三七条の内容は、『太平御覧』の命名の由来についての有名な話である。その記述は 『太平御覧』

の序よりも 『続資治通鑑長編』(四庫全書本p314)と ほぼ一致する。

347張 知白の進言についても、表現などから見て、『続資治通鑑長編』の影響があると思われる。

348西 山美香の研究によると、天龍寺の創建は鎮護国家の象徴 ・拠点が東大寺から天龍寺へと移ったこ

とを示し、中世国家の中心点、すなわち 「国体」そのものの劇的な変動を象徴 しているとい うこと

である。『武家政権 と禅宗』p58(笠 間書院、二〇〇四年)を 参照。

349田 中博美 「武家外交の成立と五山禅僧の役割」、『日本前近代の国家 と対外関係』p45～51(田 中健夫

編、吉川弘文館、一九八七年)を 参照。
350後 年一三七四年鎌倉で円覚寺が火事に遭った際、義堂はこの貞治六年(一 三六七)の 天龍寺復興の

前例を出し、幕府に再建を助けるよう願い出たことからみて、火事の後すぐに復興するかどうかは

そのときだけではなく、その後の類似事件を処理する際の参考にもなった。このような点か らも、

夢窓派としては再興をしたかっただろう。

351『 左伝』昭公二十九年

秋、龍見干緯郊。魏献子問干票墨日、「吾聞之、虫莫知干龍、以其不生得也。謂之知、信乎」。対

日、「人実不知、非龍実知。古者蓄龍、故国有炎龍氏、有御龍氏」。献子日、「是二氏者、吾亦聞之、
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而不知其故。是可謂也」。対日、「昔有 爬叔衡子日董父、実甚好龍、能求其者欲以飲食之、

龍多帰之、乃擾畜龍、以事帝舜。帝賜之姓日董、氏日祭龍、封諸酸川、酸夷氏其后也。故帝舜氏

世有畜龍。及有夏孔甲、擾干有帝。帝賜之乗龍、河漢各二、各有雌雄。孔甲不能食、而未獲祭龍

氏。有陶唐氏既衰、其后有刻累学擾龍干i龍 氏、以事孔甲、能飲食之。夏后嘉之、賜氏日御龍、

以更家章之后。龍一雌死、潜酩以食夏后。夏后喰之、既而使求之、惧而遷干魯県、萢氏其后也。」

『史記』巻二夏本紀

帝孔甲立、好方鬼神、事淫乱。夏后氏徳衰、諸侯畔之。天降龍二、有雌雄、孔甲不能食、未得祭

龍氏。陶唐既衰、其后有劉累、学擾龍干祭龍氏、以事孔甲。孔甲賜之姓日御龍氏、受家章之后。

龍一雌死、以食夏后。夏后使求、惧而遷去。
352注7前 掲書p255を 参照。

353良 基が仏法を喜ばなかったことについては、岩下紀之 「二条良基の漢学の素養一 「筑波問答」の引

用文をめぐって」p16(『 国語国文』一九、愛知淑徳大学、一九九六年)を 参照。

354『朱烹集注』梁恵王下の章に、「言嬰子能畜止其君之欲、宜為君之所尤、然其心則何過哉。」 とある。

なお、『周易玩辞』p493(叢 書集成続編一影印本、上海書店出版社、一九九四年)小 畜卦 「象」の

条に 「陰陽之理、畜極則亨通、畜之小者、錐未遽亨、及其成也、終有亨理、以六交言之、一柔得位
五陽応之、能係其情、未能全制之也、故為小畜、以二卦言之、健而能巽、不激不充、其勢必通、二

五皆剛中、同心同徳、其志必行、故有亨理、凡陰閉之極、則陽気蒸而成雨、密雲不雨者、陰方上往

未至於極耳、自我西郊者、方起於此、未至於彼也、此皆言所畜之小、然謂之尚往則非不往、謂之未

行、則非不行、亨固在其中　、此於人事為以臣畜君、終当感悟之象。」とあることから見て、同文は

全体的に 『周易玩辞』の影響下書かれたことが分かる。

355注295前 掲書p61を 参照。

356南 禅寺と園城寺の衝突は一三六七年(貞 治六年)六 月からすでに起きている。園城寺僧徒、南禅寺

の関所を二箇所破 り、禅僧を殺害したため、南禅寺はこれを幕府に訴えた。幕府は処置として園城

寺の領する四宮河原、松坂嶺、関山の三関を焼いた。その後延暦寺 ・園城寺、南禅寺との確執を興

福寺に牒し、訴状を北朝に奉ったが、八.月八 日には朝廷はそれを和解せしめた。

357定 山祖禅(?～ 一三七四)、臨済宗聖一派。入院の年代を詳 らかにしないが、東福寺、南禅寺に住 し

たことがある。

358龍 の出現とい うと、想起されるのは天龍寺の創建時に、やはり龍が出ていたことである。同じく龍

の出現とい うことから、中巌は龍を禅宗と結び付けたのかもしれない。

359『 周易玩辞』P469(叢 書集成続r-/1影 印本)を 参照。

360虞 集については、中巌が 『参釈』「題程仲華西行集」の釈の部分(巻 一第十六葉表余白部分)で 「賢守

令者、未知為誰、旦恐趙子昂、虞伯生之輩、時或在蜀之官。当後考之、可補焉。」と触れている。 さら

に、「送輝東陽往江西省佛智師」の 「十五…」についての注釈(同 巻一第十六葉表余白部分)で 「虞伯

生撰 『行道記』、穎悟過常児、親□□出遊、至佛寺、必□拝、恋慕不能去、父母知其志、従伯氏為僧。」

とある。中巌の師である東陽のために伝記を書いていることからみれば、虞集は大慧派と近い関係に

あることが分かる。

361中 巌は朱子の易書をも読んでいるが、自らの文章の中では、決してそれに同調せず、逆に 「緋朱文

公易伝重剛之説」を製し、その説を批判しているのである。

362頼 貴三 『項安世周易玩辞研究』第六章 「釈 『易』之方法」(p229以 下)及 び第八章 「結論」(p410以

下)(国 立台湾師範大学国文研究所碩士論文 自印本、一九九〇年)を 参照。

363中 巌の学問の特徴は博学さにあることは 『中世禅林の学問及び文学』p426(注23前 掲)を 参照。な

お、氏の指摘によると、この百科全書的ともいえる傾向は、中巌のみならず室町期禅僧社会の学問

全体に見られるものである。さらに、当時の公家社会の学者や、『太平記』などの歴史文学や実録物

にも共通するもので、当時の時代精神とも言 うことができる。

364中 巌 と義堂のほかに、良基は入元僧友山士偲(一 三〇一～一三七〇)と も交遊があった。『友山録』

に 「和二条殿下(良 基)春 遊韻」(『五山文学新集』第二巻p152)と いう詩が見える。

365注295前 掲書p57を 参照。

366注353前 掲論文p21を 参照。

367『 中正子』「性情篇」(『新集』p423)に 「孟子以善為性、非也、荷子以悪為性、非也、楊子以善悪

混為性、亦非也」とある。

368時 代は下るが、公家の儒学学習において禅僧が役割を果たした例として、韓愈らの議論を起爆剤と

する性情論が、禅僧の問で学ばれ、一条兼良さらに清原家の経学へ と継承 されていったことがある。

住吉朋彦 「『四書童子訓』の経学とその淵源」(『中世文学』三九、一九九四年六月)を 参照。

369注260前 掲書p191を 参照。
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② 『講座 ・前近代の天皇4一 統治的諸機能 と天皇観』、青木書店、一九九五年六月
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今泉淑夫 『日本中世禅籍の研究』、小林書房、二〇〇四

今枝愛真 『中世禅宗史の研究』、東京大学出版会(東 大人文科学研究叢書)、 二〇〇一年一月

今谷明

① 『室町の王権一足利義満の王権纂奪計画』、中公新書、一九九〇年七月

② 『武家と天皇一王権をめぐる相剋』、岩波書店、一九九三年六月

③今谷明他編 『岩波講座 日本通史 中世3』 第九巻、一九九四

④ 『王権と神砥』同朋社、二〇〇二

伊藤幸司 『中世 日本の外交と禅宗』、吉川弘文館、二〇〇二年二月

入矢義高校注 『五山文学集』(新 日本古典文学大系48)岩 波書店、一九九〇年七月

岩橋小弥太 『花園天皇』(人物叢書)、 吉川弘文館、一九六二年一一月

上田純一① 『九州中世禅宗史の研究』、小林書房、二〇〇〇

② 『足利義満 と禅宗』、法藏館、二〇一一
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許総 『杜甫論の新構想一受容史の視座から』、研文出版、一九九六

草野善彦 『天皇制批判と日本古代 ・中世史一中規模国家多元論の視点一』、本の泉社、二〇〇二年四月

黒田俊雄 『王法と仏法』、法蔵館、一九八三年七.月

駒沢大学内禅学大辞典編纂所編 『新版禅学大辞典』、大修館書店、一九九六五年一〇月

小島毅 『宋学の形成と展開』、中国学芸叢書、創文社、一九九九

小島祐馬 『中国の革命思想』、筑摩書房、一九六七年九月

小峯和明 『野馬台詩』の謎、岩波書店、二〇〇三年一一月

斉藤夏来 『禅宗官寺制度の研究』、吉川弘文館、二〇〇三年四月

桜井好朗 『中世 日本の神話と歴史叙述』、人文書院、二〇〇六

佐々木薫

① 『中世国家の宗教構造』、吉川弘文館、一九八八年六月

② 『中世仏教と鎌倉幕府』、吉川弘文館、一九九七

佐藤進一

① 『南北朝の動乱』(『日本の歴史』九)、 中央公論社、一九六五年一〇月

② 『日本の中世国家』 日本歴史叢書、岩波書店、一九八三年四月

③佐藤進一 ・網野善彦 ・笠松宏至 『日本中世史を見直す』、悠思社、一九九四年二月

佐藤弘夫

① 『日本中世の国家と仏教』、吉川弘文館、一九八七年三月

② 『神 ・仏 ・王権の中世』、法蔵館、一九九八年二月

椎名宏雄 『宋元版禅籍の研究』、大東出版社、一九九三年八月
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島田度次 『中国思想史の研究』、京大学術出版会、二〇〇二年三月

島田修二郎 ・入矢義高監修 『禅林画讃一中世水墨画を読む』毎 日新聞社、一九八七年九月

下川玲子 『北畠親房の儒学』べ りかん社、二〇〇一年二月

所功 『日本の年号』雄山閣、一九七七

白川静

① 『稿本詩経研究』通論編、立命館大学文学部中国文学研究室、一九六〇

② 『中国の神話』、中央公論社、一九七五

高柳光寿 『足利尊氏』』(新 装版)、春秋社、一九八七年九月

竹貫元勝 『新 日本禅宗史一時の権力者と禅僧たち一』禅文化研究所、一九九九

田中健夫 『中世海外交渉史の研究』、東京大学出版会、一九五九年一〇月

田辺久子 『関東公方足利氏四代 ・基氏 ・氏満 ・満兼 ・持氏』、吉川弘文館、二〇〇二

玉懸博之 『日本中世思想史研究』ペ リカン社、一九九八年一〇月

玉村竹二

① 『五山文学一大陸文化紹介者五山禅僧の活動』、至文堂、一九五五

② 『日本の禅語金剥 八 『五山詩僧』、講談社、一九七八

③ 『日本禅宗史論集』上 ・下之一 ・下之二、思文閣出版、一九七六年八月～一九八一年一月

④ 『五山示軍僧傳記集成』、講談社、一九八三年五月

⑤ 『夢窓国師一中世禅林主流の系譜』、平楽寺書店、一九五八

竺沙雅章 『宋元仏教文化史研究』汲古書院、二〇〇〇年八月

千坂げんぽ う 『五山文学の世界虎関師錬と中厳円月を中心に』、白帝社、二〇〇二

辻善之助 『日本仏教史研究』第一巻、岩波書店、一九八三年一月

豊田 ・後藤 ・飯沼 ・末廣著 『大分県の歴史』山川出版社、一九九七

中川徳之助 『日本中世禅林文学論孜』、清文堂出版、一九九九年九月

長澤規矩也 『宋元版の研究』、汲古書院、一九八三

中野栄夫編 『日本中世の政治と社会』、吉川弘文館、二〇〇三年一〇月

中村文峰 ・井上博道 『夢窓国師の風光』、春秋社、一九九八

那波利貞 『室町時代の研究』京都星野書店、一九二三

新田一郎 『太平記の時代』(日本の歴史第十一巻)、 講談社、二〇〇一年九月

西尾賢隆

① 『中世の 日中交流と禅宗』、吉川弘文館、一九九九年六月

② 『中国近世における国家と禅宗』、思文閣、二〇〇六年三月

西山美香 『武家政権と禅宗』、笠間書院、二〇〇四年四月

西村天囚 『日本宋学史』、梁江堂書店、一九一四

新田一郎 『太平記の時代』(日本の歴史11)、 講談社、二〇〇一年九月

野上俊静 『元史釈老伝の研究』、野上俊静博士順寿記念刊行会、朋友書店、一九七八

野口善敬

① 『元代禅宗史研究』、禅文化研究所、二〇〇六年二月

② 『禅門陀羅尼の世界一安穏への秘鍵』、禅文化研究所、二〇〇七年十二月

芳賀幸四郎 『中世禅林の学問及び文学に関する研究』、思文閣、一九五六年一〇月

羽下徳彦編 『中世の政治と宗教』、吉川弘文館、一九九四年八月

羽下徳彦 『中世 日本の政治と史料』、吉川弘文館、一九九五年五月

原田正俊

① 『日本中世の禅宗と社会』、吉川弘文館、一九九八年十二月

② 『中世の禅宗と相国寺』、相国寺教化活動委員会、二〇〇七
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平野宗浄 『日本の禅語録 六 大燈』、講談社、一九七八年七月

福島俊翁 『虎関』、雄山閣、一九四四

前野直彬 『中国文学序説』、東京大学出版会、一九八二

益田欣 『太平記の比較文学的研究』、角川書店、一九七六

増田知子 『中巖圓月 東海一温詩集』、白帝社、二〇〇二年六月

枡野俊明 『夢窓疎石 日本庭園を極めた禅僧』、 日本放送出版協会、二〇〇五年四月

松尾剛次 『日本中世の禅と律』、小林書房、二〇〇三

丸山仁 『院政期の王家と御願寺』、高志書院、二〇〇六年六月

水口幹記 『日本古代漢籍受容の史的研究』汲古書院、二〇〇五年九月

源了圓 ・玉懸博之共編 『国家と宗教』、思文閣、一九九二年三月

村上哲見 『中国文人論』、汲古書院、一九九四

村井章介

① 『岩波講座 日本通史中世2』 、一九九四年三月

② 『日本の中世10分 裂する王権と社会』、中央公論新社、二〇〇三年五月

③村井章介 『東アジアのなかの 日本文化』、放送大学教育振興会、二〇〇五年三月

④ 『アジアの中の中世 日本』、校蔵書房、一九八八

⑤ 『東アジア往還一漢詩と外交』、朝 日新聞社、一九九五

森浩一編 『日本の古代 〈1>倭人の登場』、中央公論社、一九九五年一〇月

森茂昭

① 『太平記の群像 ・軍記物語の虚構と真実』、角川書店、一九九一年一〇月

② 『佐々木道誉』、吉川弘文館 ・人物叢書、一九九四年九月

③ 『後醍醐天皇』、中公新書、二〇〇〇年二月

④ 『南北朝期公武関係史の研究』、文献出版、一九八四年六月

柳田聖山編 『禅と日本文化 く四〉禅と文学』、べりかん社、一九九七年四月

山本世紀 『上野国における禅仏教の流入と展開』、刀水書房、二〇〇三年八月

山口隼正 『南北朝期九州守護の研究』、文献出版、一九八九

(t慰慈 『五山文学の研究』汲古書院、二〇〇四年二月

吉本道雅 『史記を探る一その成 り立ちと中国史学の確立一』、東方書店、一九九六

和島芳男 『日本宋学史の研究増補版』、吉川弘文館、一九八八

脇田晴子 『天皇と中世文化』、吉川弘文館、二〇〇三年七月

渡辺澄夫外編 『大分県の歴史』の中世部分、山川出版社、一九七六～七九

『人生と宗教』西村恵信教授還暦記念文集、禅文化研究所、一九九三年七月

渡辺浩

① 『東アジアの王権 と思想』、東京大学出版会、一九九七年一〇.月

② 『近世 日本社会と宋学』、東京大学出版会、一九八五年一〇月

中国語:(著 者名五十音図順)

印順 『中国禅宗史』、江西人民出版社、二〇〇七年一月

干谷 『禅宗語言和文献』、江西人民出版社、一九九五年九月

魏道儒 『宋代禅宗文化』、中州古籍出版社、一九九三年九月

厳紹彙 『日本藏宋人文集善本 鈎力杭州大学出版社、一九九六

高令印 『中国禅宗史』、宗教文化出版社、二〇〇四年七月

呉言生

① 『禅宗思想淵源』中華書局二〇〇一年六月
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② 『禅宗詩歌境界』中華書局二〇〇一年六月

③ 『禅宗哲学象徴』中華書局二〇〇一年六月

朱伯毘 『易学哲学史』、解放軍文芸出版社、二〇〇五年四月

周双利 『薩都刺』、中華書局、一九九三年十二月

周裕楷

① 『宋代詩学通論』、巴蜀書社、一九九七

② 『禅宗語言』、漸江人民出版社、一九九九年十二月

③ 『中国禅宗與詩歌』、上海人民出版社、一九九二年七月

孫昌武 『禅思與詩情』、中華書局、一九九七年八月

張中行 『禅外説禅』、中華書局、二〇〇六年三月

鄭梁生 『元明時代東傳 日本的文献一以 日本禅宗僧力中心』、文史哲出版社、一九八四

楊澤波

① 『孟子評伝』、南京大学出版社、一九九八

② 『孟子與中国文化』、貴州人民出版社、二〇〇〇

頼貴三 『項安世周易玩辞研究』、国立台湾師範大学国文研究所碩士論文、一九九〇

劉真伶 『韓愈集宋元伝本研究』、中国社会科学出版社、二〇〇四

劉澤華 『中国的王権主義』、上海人民出版社、二〇〇〇年一〇月

論文

赤松俊秀 「建治から応永まで一夢窓疎石と足利義満の時代」、『禅文化』十二 ・十三号

朝倉尚

① 「湯 山聯句(砂)の 典拠詩一杜甫 ・蘇載 ・黄庭堅の場合)、『和漢比較文学叢書第五巻中世文学 と漢

文学1』 、汲古書院、一九八七年七月

② 「義堂周信 『空華集』の基礎的研究:部 類構成 と作品配列を指標 として」、日本研究一八、広島大

学、二〇〇五年三月

安藤嘉則 「中世林下の公案禅の一考察」、『駒沢大学禅研究所年報』九、一九九八年三.月

飯塚大展 「静居寺所蔵 『五燈会元客砂』について一 『五燈会元抄』に関する覚え書き」、『禅学研究の諸

相一田中良昭博士古稀記念論集』、大東出版社、二〇〇三年三月

石井修道

① 「大慧宗果 とその弟子たち(一)『 五灯会元』の成立過程 と関連 して」、『印度学仏教学研究』三六(一 八

一二)、一九七〇年三月

② 「大慧宗果の看話禅 と 「磨埴作鏡」の話」、駒澤大学禅研究所年報第九号、一九九八年三月

③ 「宋代禅宗史の特色一宋代の燈史の系譜を手がかりとして一」、『東洋文化』八三、特集中国の禅、二

〇〇三年三.月

④ 「中国禅宗史の研究動向」、『駒澤大学大学院仏教学研究会年報』第十三号、一九七九年七月

⑤ 「大慧語録の基礎的研究」、『駒沢大学仏教学部紀要』、一九四八年三月～一九五〇年三月

石川力山

① 「中世五山禅林の学芸について一 『元亨釈書微考』の引用典籍をめぐって」、『駒沢大学仏教学部論集』

七川田熊太郎教授退記念号、一九七〇年一〇月

② 「『元亨釈書』考」、『仏教学研究会年報』七、一九七三

岩下紀之 「二条良基の漢学の素養一 「筑波問答」の引用文をめぐって」、愛知淑徳大学 『国語国文』、一

九九六

植松忠博 「士農工商論における中日比較」、『国民経済雑誌』第一七三巻第四号、一九九六年四月

宇津純 「京都円光寺旧蔵 閑室元倍手澤本 目録」、『参考書誌研究』第三十号、 日本図書館協会
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王端来 「宋代士大夫の精神世界の一側面」、『東洋学報』八二、

大隅和雄

① 「『元亨釈書』の仏法観」、『金沢文庫研究』二七一

② 「『太平記』における中国人名の分布」、『日本文学』三一一一〇

太田亨 「日本禅林における杜詩受容一禅林初期における杜甫評価」、『中国中世文学研究』三九、二〇〇

一年一月

大森志郎 「百王思想」、日本文学ニー一七、一九七二

緒方香州 「禅宗史籍の註釈について 五灯会元抄を中心として」、『禅学研究』五九号、一九七八

蔭木英雄 「五山文学の和様化一高峰顕 日・規庵祖圓 ・夢窓疎石について」、関西大学国文学会編 『国文学』

四八、一九七三

加瀬達男 「『漢書』楊雄伝所収楊雄 自序をめぐって」、学林二八 ・二九、一九九八年三月

上垣外憲一「寂室元光 孤高の入元僧」、平川祐弘編『叢書比較文学比較文化二 異文化を生きた人々』、

中央公論社、一九九三

川瀬一馬

①増補新訂足利学校の研究』、一九七四

② 『円光寺蔵伏見版木活字関係歴史資料調査報告書』、京都府教育委員会、一九九一

久須本文雄

③五山制度史孜」『禅文化研究所紀要』七、一九七五年九月

④ 「中巖円月の中国文学的背景」、『禅学研究』五七号、一九六八

② 「中巌圓月の儒学思想」、『禅文化研究所紀要』五、禅文化研究所、一九七三

③ 「虎関師錬の儒道観」、『禅文化研究所紀要』一一、禅文化研究所、一九七九

④ 「虎関師錬の中国文学観」、『禅文化研究所紀要』一二、禅文化研究所、一九八〇

高文漢 「五山文筆僧中巌圓月の世界」、『日本研究』一九九八年九月号、国際 日本文化研究センター

小林茂 「士農工商の源流」、『大阪阪大論集』第四二巻第六号、一九九二年四月

小峯和明 「『野馬台詩』注釈 ・拾穂」、『日本文学』五四、二〇〇五

阪田雄一 「南北朝前期における上杉氏の動向一上杉朝定 ・憲顕 ・重能を中心に一」、『國史学』一六四号、

一九九八年二月

桜井好朗 「乱世における隠者的思惟の展開」、『日本文学』一二、 日本文学協会

佐藤勢紀子 「『増鏡』の皇位継承観一三種の神器をめぐって」、『国家と宗教一日本思想史論集』、源了円 ・

玉懸博之編、思文閣出版、一九九二

佐藤達玄 「勅修百丈清規にみる元代の叢林機構と性格」、『仏教史学研究』、二六一一、一九八三年一一月

佐藤秀孝 「『五灯会元』編集の一疑点」、『印度学仏教学研究』五八(二 九一二)、 日本印度学仏教学会、一

九八一年三月

ささきともこ

① 「鎌倉在住時代の義堂周信」、『日本文学』第三二九号、一九八〇

② 「中岩円月一行動 ・思想の変化 と詩の展開、私詩から偶頗へ」、『日本文学』三三九号、一九八一

③ 「虎関師錬の詩的基盤」、『日本文学』、一九七九年七月号

椎名宏雄

① 「宋元版禅籍研究(7)北 醐語録 ・外集 ・文集 ・詩集 ・全集」、『印度學仏教學研究』 〈日本印度

学仏教学会>33-1、 一九八四

③ 「宋元版禅籍 と五山版」『宗学研究』二六、駒沢大学曹洞宗宗学研究所、一九八四

周清樹 「日本所蔵元人文集珍本」、『東洋文庫書報』二三、一九九一

【弓巾】和順 「揚雄 「法言」における人物評論」、中國古典研究三八、三一～四四頁、一九九三年一二月

菅原昭英 「江南における四川僧 と日本僧の出会い」、『宗学研究』四〇号、一九九八年三月
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住吉朋彦 「『四書童子訓』の経学とその淵源」、『中世文学』三九、一九九四年六月

孫容成

① 「金華智者寺における圓.月の文学交流」、『比較文学』第四二号、一九九九

② 「挿注参釈廣智禅師蒲室集引用漢籍及び漢詩にっいて」、『禅学研究』第七十九号、二〇〇〇年一二月

③ 「中巖 円月の楊雄観」、『日本 ・中国交流の諸相』、早稲田大学古代文学比較文学研究所、勉誠出版、

二〇〇六年三月

④ 「中巖 円月の儒学的政治思想についての一考察一 『中正子』経権篇を読む」、『日本学論叢』、二〇〇

八年十二月

高木豊 「鎌倉仏教における国王のイメージー日蓮を中心に」、家永三郎教授東京教育大学退官記念論集、

「古代 ・中世の社会と思想」、三省堂、一九七九

高橋公明 「室町幕府の外交姿勢」、『歴史学研究』五四六号、一九八五

高橋章則 「護園古文辞学と楊雄一熊阪大州大田南畝を端緒として」、『文芸研究』一四一、一九九六

高橋秀英 「鎌倉時代の僧侶 と 『首榜厳経』」、『駒澤大学禅研究所年報第7号 特集 ・道元入宋時代の宗教 と

社会と文化(2)』 、駒澤大学禅研究所、一九九六年三月、

武内義雄 「日本における老荘学」、『武内義雄全集』巻六、諸子篇一、角川書店、一九七八

多田伊織 「楊雄論」、日本研究一一、一九九四年九月

田中浩司 「寺社と初期室町政権の関係について一祈祷(命 令)を 中心に 北朝との関連を視野にいれつ

つ」、『中近世の宗教と国家』、岩田書院、一九九八年六月

玉村竹二 「五山叢林の十方住持制度にっいて」『日本仏教史学』二～一、一九四二年

千坂げん峰 「中巖圓月における 「時」の意識」、『聖和』第二九号、聖和学園短期大学、一九九二年三月

手塚隆義 「中国の虞と夷蛮の呉」、『史苑』第二十二巻第一号、立教大学史学会、一九六一

土岐善麿 「中岩円月の二首一 「杜甫周辺記」の うち」、『禅文化』三十九号、禅文化研究所

内藤湖南 「支那上古史」、『内藤湖南全集』十巻、筑摩書房、一九六九

中砂明徳 「士大夫のノルマの形成一南宋時代」、東洋史研究五四(三)、 一九九五年一二月

永井政之 「元明代の禅宗史の研究状況と問題」、『駒沢大学仏教学部論集』二〇、一九八八年一〇月

名波弘彰 「夢窓疎石の偶頒と思想」、『日本文学』二八一六、一九七九年七月

西順蔵 「天下 ・国 ・家の思想」、大倉山論集2、 大倉山文化科学研究所、一九五三年一〇月

野口善敬 「元代禅門の苦悩一笑隠大訴の行状をめぐって一」、『九州中国学会報』二三、一九八一年五月

長谷川昌弘 「応庵曇華の思想」、『印度学仏教学研究』七五(三 八～一)、 一九八九年一二月

原田正俊 「五山禅林の仏事法会 と中世社会一鎮魂 ・施餓鬼 ・祈祷を中心に」、『禅學研究』第七七号、一

九九九年三月

樋口大祐 「「神国」の破砕一太平記における 「神国/異 国」」、『日本文学』二〇〇一年VOL五 〇

深津睦夫 「花園院の和歌観再考一宋学の影響の可能性をめぐって」、『皇学館論叢』二二(四)、 一九八九

年八月

前田雅之 「和漢と三国」一古代 ・中世における世界像と日本、『日本文学』五二、二〇〇三

松尾剛次「室町幕府の禅律対策一禅律方の考察を中心にして」、日本古文書学会編『日本古文書学論集七、

中世三南北朝時代の武家文書』、吉川弘文館、一九八六

吉本道雅 「秦趙始祖伝説考」、『立命館東洋史学』二十一巻、一九九八

中国語

魏鵬挙 「疎離体制化的書写」、北京師範大学博士学位論文

清水茂 「日本古代文学上的韓愈」、『韓愈研究論文集』一九八八、広東人民出版社

石暁寧 「楊雄的明哲保身思想 ・文学創作和文論中的若干問題」、復旦大学博士学位論文

鄭梁生 『元明時代東傳 日本的文献一以日本禅宗僧為中心』、文史哲出版社、一九八四

鄭紹基 「元代僧詩現象評議」、『中国社会科学院研究生院学報』、二〇〇五年三期

167



AR林濤 「五燈会元中以詩証禅挙隅」、『仏経文学研究論集』、陳允吉 ・胡中行 ・荒見泰史編、復旦大学出版

社、二〇〇四年一二月

焉国棟 「五燈会元版本與流伝」、『仏教研究』二〇〇四年第四期

劉保貞 「楊雄研究」、山東大学博士学位論文

史料:

東京大学史料編纂所編 『大 日本史料第六編』、東京大学出版会

玉村竹二編 『五山文学新集』巻一～別巻二、東京大学出版会、一九六七一一九八一

上村観光編 ・玉村竹二解説 『五山文学全集』全五巻、覆刻版、思文閣、一九九二

中巌の作品:

『中巌円月集』、『五山文学新集』巻四

『東海一お う集』、『五山文学全集』巻二

『蒲室文集烏焉集』、龍谷大学蔵

『挿注参釈広智禅師蒲室集』、足利学校史跡図書館蔵

夢窓の作品:

禅文化研究所編 『夢窓国師語録』、一九八八

佐々木容道 『訓註 夢窓国師語録』二〇〇〇年一一月

柳田聖山 『日本禅語録七夢窓』、講談社、一九八一

夢窓國師語録、五山版、京都大学付属図書館蔵

川瀬一馬訳 『夢中問答集』、講談社、二〇〇〇年八月

大慧の作品:

荒木見悟訳注 『大慧書』、筑摩書房、一九六九

石井修道訳 『大慧普覚禅師法語』、中央公論社、大乗仏典一二禅語録、

宋溢聞他編 『大慧禅師語録』、『大正大蔵経』四七

(宋)道 謙 『大慧普覚禅師宗門武庫』、『大正大蔵経』四七

『正法眼蔵』(宋)大 慧、卍続蔵経一一八

その他の禅僧や禅宗関係の作品:

普済 『五燈会元』(全 三巻)、 中華書局、一九八四年一〇月

文ヨ秀 『増集続伝灯録』、『卍新纂 鋲識経一五七四

蹟藏主編 『古尊宿語金剥 、中華書局、一九九六

虚堂智愚 『虚堂和尚語録』、『大正新脩大藏経』四七

虎丘紹隆 『圓悟克勤琿師語録』、『大正新脩大藏経』四七

『碧巌録』上中下、入矢義高(末 木文美士他共訳)、岩波文庫、一九九二

荒木見悟訳注 『中国撰述経典二 樗厳経』筑摩書房、一九八六

柳田聖山訳注 『中国撰述経典一 圓覚経』、筑摩書房、一九八七

宗蹟 『禅苑清規』、中州古籍出版社中国禅宗典籍叢刊、二〇〇一年一〇月

念常 『佛祖歴代通載』、『大正新脩大藏経』四九

笑隠大訴 『蒲室集』、中文出版社、一九八五年一二月

笑隠大訴 『笑隠大欣禅師語録』、『卍新纂続藏経』NO.一 三六七

敬嬰居簡 『北燗詩集』九巻 、宋、中国国家図書館マイクロフィルム

月林道咬 『大梅山月林和尚拮古泊頬古』、貞治二年刊本、建仁寺両足院所蔵、慶鷹義塾大学附属研究所斯

道文庫マイクロフイルム

虎関師錬:

『海蔵和尚紀年録』群書解題四一下(伝 部二)、続群書類従完成会編/塙保己一編
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『済北集』、『五山文学全集』巻一

竺仙梵偲 『来来禅子集』、『大 日本仏教全書』、仏書刊行会、一九一七年八月

此山妙在 『若木集』、『五山文学全集』巻二

春屋妙芭 『智覚普明国師語録』、『大正新修大蔵経』八〇

義堂周信:

『空華集』、『五山文学全集』巻二

『空華 日用工夫略集』、『改訂史籍集覧』

雪村友梅 『雪村友梅集』、『五山文学新集』巻三

桃源瑞仙 『史記抄』、京都大学図書館

東明慧 日 『東明和尚語録』、『五山文学全集』別巻二

明極楚俊 『明極楚俊遺稿』、『夢窓明極唱和篇』、『五山文学全集』巻三

友山士偲 『友山士偲集』、『五山文学新集』巻二

龍秋周澤 『随得集』、『五山文学全集』巻二

瑞難周鳳 『臥雲 日件録抜尤』、『大 日本古記録』

師蛮 『延宝伝灯録』、『大 日本仏教全書』第一〇九巻

その他

『太平記』

①長谷川端校注 ・訳 『太平記』一～四(新 編 日本古典文学全集五四～五七)、 小学館、一九九四

②後藤丹治 ・岡見正雄校注 『太平記』一～三(日 本古典文学大系)、 岩波書店、一九六〇年一月～一九

六二年一〇月)

『梅松論』、『群書類従』巻第三百七十一

花園天皇 『和訳花園天皇農記』、続群書類従完成会、一九九九年一月～二〇〇三年五月

吉川幸次郎訳注 『論語』上下、朝 日新聞社、一九六五～一九六六年

金谷治訳注 『孟子』朝 日新聞社、一九六六

本田済 『易』、朝 日新聞社、一九九七年二月

項安世 『周易玩辞』、叢書集成続編一(影 印本)、 上海書店出版社、一九九四

趙采 『周易程朱伝義折衷』上海商務印書館、文淵閣本四庫全書影印、一九三四～一九三五

顧頷剛、劉起釘 『尚書校釈訳論全四冊』、中華書局、二〇〇五

李煮 『続資志通鑑長編』、中華書局、二〇〇四

司馬遷 『史記』、中華書局、一九五九

班固 『漢書』、中華書局、一九六二

陪徳明 『老子音義 荘子音義経典釈文』、中華書局、一九八三

陳鼓応注訳 『荘子今注今訳』、中華書局、一九八三

黄華珍 編藏宋本荘子音義』、 上海古籍出版社、一九九六年九月

杜預注、孔穎達疏 『春秋左傳集解』、上海人民出版社、一九七七

楊伯峻 『春秋左傳注』、中華書局、一九八一

沈玉成 『左傳課文』、中華書局、一九八一

顧廣折校 『章昭注國語二十一巻』四部叢刊影印本、上海古籍出版社、一九七八

孫希旦 『禮記集解』、中華書局、一九八九

王文錦 『禮記訳解』、中華書局、二〇〇一

楊伯峻訳注 『孟子訳注』、中華書局、一九六〇

楊澤波 『孟子性善論研究』、中国社會科学出版社、一九九五

嚴樂 『詩緯』、四庫全書本
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朱烹 『詩集傳』、上海古籍、一九八〇

李守奎 ・洪玉琴 『楊子法言訳注』、黒龍江人民出版社、二〇〇三

周振甫 『詩経訳注』、江蘇教育出版社、一九八四

楊雄 『法言』、上海古籍出版社(続 四庫全書)、 二〇〇二

房玄齢 『晋書』、中華書局、一九七四

挑思廉 『梁書』、中華書局、一九七三

李延寿 『北史』、中華書局、一九七四

欧阻修 ・宋祁 『新唐書』、中華書局、一九七五

劉煎 『薔唐書』、中華書局、一九七五

斉治平校注 『拾遺記』、中華書局、一九八一

班固 『漢書』、中華書局、一九六二

王先謙 『後漢書集解』、 商務印書館、一九五九

王先謙 『漢書補注』、商務印書館、一九五九

楊樹達 『漢書管窺』、科学出版社、一九五五

陳寿 『三国志 ・魏志』、中華書局、一九八一

司馬遷 『史記』、中華書局、一九五九

李日方『太平御覧』、中華書局、一九六〇(影 印本)

李煮 『続資志通竪長編』、中華書局、二〇〇四

脱脱 『宋史』、中華書局、一九七七

宋藻 『元史』、中華書局、一九七六

陳鼓応 『老子注訳及評介』、中華書局、一九八四

陳鼓応注訳 『荘子今注今訳』、中華書局、一九八三

陳鼓応 『荘子今注今訳』、台湾商務印書館、一九七四

荘子 『荘子音義』弘文堂書房、一九二九

李善注 『文選』、中華書局一九七七

呉文治 『韓愈資料彙編』、中華書局、一九八三

韓愈 『韓昌黎文集校注』、上海古籍出版社、一九八六

郭紹虞 『槍浪詩話校釈』、人民文学出版社、一九六一

孟元老 『東京g華 録注』、中華書局、一九八二

王鷹麟 『困學紀聞』、商務印書館、二〇〇五(四 庫全書)

黄漕 『金華黄先生文集』、商務印書館、一九三二(四 部叢刊)

呉景奎 『薬房樵唱』、胡宗　編 『続金華叢書』、一九二四

景南葉顯 『樵雲濁唱詩集』、胡宗　編 『続金華叢書』、一九二四
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